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月日 曜日 日         程 頁 

10 日   
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開議宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 一般質問（５名） 
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日程第 １ 議案審議（１０件） 
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議案第２０号～第２１号 

日程第１１ 請願・陳情の審査（２件） 

陳情２～３ 

日程第１２ 継続審査・調査について 

日程第１３ 町長あいさつ 
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180 
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付議議案および議決結果一覧表 

《 議案審議 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第 １号 

令和５年度道路メンテナンス事業 町道

211 号線橋梁補修工事請負契約の締結に

ついて 

9 月 1日 9 月 1日 可 決 19 

議案第 ２号 
令和４年度松川町一般会計歳入歳出決算

認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

20 

議案第 ３号 
令和４年度松川町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ４号 
令和４年度松川町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ５号 
令和４年度松川町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ６号 
令和４年度松川町発電事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ７号 
令和４年度松川町水道事業会計歳入歳出

決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ８号 
令和４年度松川町下水道事業会計歳入歳

出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第 ９号 
令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流

苑事業会計歳入歳出決算認定について 
9 月 1日 9 月 1日 認 定 

議案第１０号 
令和５年度松川町一般会計補正予算（第

５回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

163 

議案第１１号 
令和５年度松川町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

議案第１２号 
令和５年度松川町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

議案第１３号 
令和５年度松川町介護保険事業特別会計

補正予算（第２回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

議案第１４号 
令和５年度松川町発電事業特別会計補正

予算（第１回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 
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議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

議案第１５号 
令和５年度松川町水道事業会計補正予算

（第３回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

163 議案第１６号 
令和５年度松川町下水道事業会計補正予

算（第３回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

議案第１７号 
令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流

苑事業会計補正予算（第２回）について 
9 月 1日 ９月 20 日 可 決 

議案第１８号 松川町教育委員会委員の任命について 9 月 1日 9 月 1日 同 意 82 

議案第１９号 人権擁護委員の候補者の推薦について 9 月 1日 9 月 1日 同 意 83 

議案第２０号 
令和５年度松川町一般会計補正予算（第

５回）について 
９月 20 日 ９月 20 日 可 決 167 

議案第２１号 
令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流

苑事業会計補正予算（第３回）について 
９月 20 日 ９月 20 日 可 決 172 

 

《 報  告 》 

議案番号 議   案   名 報告月日 報告頁 

報告第１号 令和４年度財政健全化判断比率等の報告について 9 月 1日 84 

報告第２号 
一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経

営状況を説明する書類の提出について 
9 月 1日 84 

 

《 請願・陳情 》 

議案番号 議  案  名 上程月日 議決月日 結 果 議決頁 

陳 情 ２ 
松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助

を求める陳情 
9 月 1日 ９月 20 日 不採択 

174 

陳 情 ３ 
「健康保険証の存続を求める意見書」の

提出を求める陳情 
9 月 1日 ９月 20 日 不採択 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

令和５年９月１４日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

1 星 野 光 洋 

１ 松川町のすこし先の未来に向けての新しい指針となる

ような目標、夢をこめた大きなキャッチコピーの必要性

を問う 

２ 松川町における小中学校の体験型の学習について問う 

105 

２ 米 山 義 盛 
１ 新農業法人設立について 

２ 今どういう教育が求められているか 
116 

３ 加賀田   亮 １ 地方再生手段のあり方と改善について問う 127 

４ 塩 沢 貴 浩 

１ 松川町における病児保育、また障がいのある子ども達へ

の支援について 

２ 帯状疱疹ワクチン接種の助成について 

139 

５ 米 山 俊 孝 

１ 事業決定に対する姿勢は 

２ 治山事業に対する姿勢について 

３ 松川町を取り巻く自然財産の活用 

146 
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令和５年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １ 日 目 ） 

 

 

令和５年９月１日（金曜日）    午後９時３０分 開議 

 

 

開会宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 町長あいさつ 

第 ４ 議案第 １号 令和５年度道路メンテナンス事業 町道 211 号線橋梁補修工事請負

契約の締結について 

第 ５ 議案第 ２号 令和４年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第 ３号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

第 ７ 議案第 ４号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第 ８ 議案第 ５号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 議案第 ６号 令和４年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第１０ 議案第 ７号 令和４年度松川町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

第１１ 議案第 ８号 令和４年度松川町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

第１２ 議案第 ９号 令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認

定について 

第１３ 議案第１０号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について 

第１４ 議案第１１号 令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）に

ついて 
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第１５ 議案第１２号 令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて 

第１６ 議案第１３号 令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）につい

て 

第１７ 議案第１４号 令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

第１８ 議案第１５号 令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

第１９ 議案第１６号 令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

第２０ 議案第１７号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２

回）について 

第２１ 議案第１８号 松川町教育委員会委員の任命について 

第２２ 議案第１９号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

第２３ 町長の報告 

報告第 １号 令和４年度財政健全化判断比率等の報告について 

報告第 ２号 一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経営状況

を説明する書類の提出について 

第２４ 議長の報告 

陳 情  ２ 松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情 

陳 情  ３ 「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情 

散  会 

 

出席議員    １２名 

（別表のとおり） 

欠席議員    １名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午前９時３０分 開 議 

開会宣告 

○議長（中平文夫） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年第３回

松川町議会定例会を開催いたします。 

森谷岩夫議員より欠席する旨の届け出があり、許可してあります。 

また、議員より熱中症予防のため、水分の持込みの申し出がありましたので、これに

ついても許可をしてあります。 

それと昨日、新型コロナ医療警報発出に伴う行動への注意喚起ということで、総務課

より業務連絡が出ております。先ほど理事者との打合せの中でこの件についても打合せ

しました。これについては、個々の個人個人が注意を喚起して行動をしていただくとい

うことでなっておりますので、よろしくお願いします。 

 

議事日程の報告 

○議長（中平文夫） それでは議事日程の報告であります。本日の日程につきましてはお手元

に配布のとおりであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長、館長の出席を求めてあります。 

また、一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターの北沢理事長及び片桐専

務理事の出席を求めてあります。 

大島英嗣代表監査委員に出席をいただいています。 

株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

本定例会を地球温暖化防止及び節電の取組として、クールビズにて行います。ご理解

をお願いします。 

 

＝＝＝ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第１、会議録署名議員の指名についてであります。会議規則第 126

条の規定により１３番、松井悦子議員、１番、星野光洋議員を指名いたします。 

 

＝＝＝ 日程第２ 会期の決定 ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 
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本定例会の会期につきましては、本日から９月 21 日までの 21 日間といたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から９月 21 日までの 21日間と決定いたします。 

 

＝＝＝ 日程第３ 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第３、町長あいさつであります。 

北沢町長。 

○町長（北沢秀公） おはようございます。 

９月定例議会に際しあいさつを申し上げます。 

いよいよ９月となりましたけれども、非常に暑い日が続いております。逆に災害等、

豪雨等を心配するところでありますけれども、先日、県の治山治水の同盟会、それから

総会等が開催されまして、その講演の中でこんなことを言われておりました。よく「災

害は忘れた頃にやってくる」と言いますけれども、「今のこの状況は災害は必ず来るとい

うふうに認識をしなければいけない」ということを聞いてまいりました。テレビ等見ま

しても、必ずインタビューに出られる方は「こんな経験はしたことがない」ということ

をよく言われます。まさにそのとおりだなと思います。そのことを再認識して、また事

業に、この９月の取水期にあたりまして、再認識をしながら進めてまいりたいなと思っ

ております。 

今定例会におきましては、令和４年度決算認定について、一般会計第５回補正予算ほ

か 19 件について上程をさせていただきます。 

令和４年度決算に基づく繰越金確定となった地方交付税を計上するほか、新たに国・

県の補助金内示を受けた事業、４月人事異動などによる人件費を計上してまいります。

また、昨年から続く原油物価高騰の影響を受け、値上がりしている公共施設の光熱水費、

県補助事業となる給付金関連事業費も計上をさせていただきます。 

概要としまして、国の補助事業であるデジタル田園都市構想、通称「デジ田」につい

て、まちづくり政策課では外部人材活用促進インターンシップ事業、移住定住促進事業、

産業観光課におきましては観光コンテンツ企画造成事業及び施設整備事業、青年の家リ

ノベーションのための基本設計業務でございます。 

民生費におきましては、県の物価高騰対策によります原油価格や物価高騰の影響を受



 －15－

けている住民税非課税世帯へ１世帯当たり２万円、子育て世帯へは１人当たり３万円の

支援金給付事業であります。 

日赤病院運営費補助金としましては、交付税対象である 80％補助を用いて１億 2,000

万円の補助金を計上するものであります。 

産業観光課におきましては、ふるさと納税寄附額の増額が見込まれることから関連経

費を計上し、建設・リニア関連においては、前河原についてボーリング調査結果を受け、

修正設計を、福与圃場整備関連につきましては、圃場整備を進めるに当たり遺跡発掘調

査等関連費用について計上をさせていただきます。 

災害復旧につきましては、林道において林道一里塚西線、町道におきましては、幹道

平石線側溝整備工事、福与の町道８号線側溝整備工事を計上させていただいております。 

また、県の元気づくり支援金事業を活用した事業として、建設課においては、むらや

ま公園整備事業として、花の植栽や日除けとなるパーゴラの設置。生涯学習課において

は、住民も参加してもらい作製をする図書館の棚等の什器類について、ＭＭＭプロジェ

クトにて製作をしたいと考えております。 

特別会計におきましても、それぞれ補正予算をお願いするところであります。 

この補正予算以外につきましては、全員協議会において説明をさせていただきました

けれども、（仮称）元気センターについてです。課題を検証する中で、建設費の増大だけ

でなく、大きな課題として３つの課題が見えてまいりました。 

１つは、耐震に耐えられない建物であり、土砂警戒区域により増築及び新築ができな

いというこれまでの町の判断が違っていたこと。 

２つ目は、事業整備計画の精査による最適な事業費の算出が必要。 

３つ目は、共生社会実現のための施設として検討されてきた内容は、箱物のみであり、

最も大切な共生社会実現に向けた取組をこの６年間してこなかったということです。 

このことにつきましては、町民の皆さん、議会の皆さんに謝罪をし、お詫びを申し上

げてまいりたいと思います。 

よって、このことによりまして前提条件が崩れてしまいましたので、現時点において

現状のまま進めるわけにはいかないことと判断をいたしました。よって、詳細な説明は

別途させていただきまして協議をお願いしたいと考えております。 

また、８月の臨時会におきまして、お認めいただきました町立の保育園、小・中学校

給食費の無償化におきまして、町民の皆様方から大変大きな反響ご意見等をいただいて

おります。嬉しい、ありがたい、町の誇りができた等々いただいておる中で、任期中に
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できるかどうかという私自身、最も大きな決断の事業の一つでありましたけれども、議

会の皆様のご理解のおかげで早急に事業実施に至ることができました。本当に感謝を申

し上げるところであります。 

今後につきましても、町民の皆さんがこの町に住んで良かったと思っていただけるよ

うに、一つ一つ事業を丁寧に行ってまいりたいと思いますので、今後ともどうかよろし

くお願いしたいと思います。 

また、国・県、関係機関の皆様とこの４カ月間、１人でも多く顔の見える、顔の分か

る関係性をつくろうと思ってやってまいりました。まだまだ強いパイプとまでは至りま

せんがそれでもこの松川町として大変に多くの皆様とつながり、今後もつながっていこ

うと思っております。 

その理由としましては、その先には松川町が行う事業、行わなければいけない事業、

新たな事業や先進的な事業が必ず出てきますし、取りこぼしてはならないと考えている

からです。このつながりをはじめ、ネットワークをさらに充実させ、松川町の取組がし

っかりできるよう今後も精進してまいりたいと考えております。 

次に、令和４年度決算における総括であります。 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する中、感染力が非常に高い

「オミクロン株ＢＡ.５」の爆発的な感染が県下においても確認されました。これまでの

感染症対策とは異なり、社会経済活動を維持することと感染症対策を両立する動きとな

りましたが、全県で医療非常事態宣言が８月８日から、11 月 14 日から、２回発出され

るなどして、生活に制限を強いられることとなりました。長期化する新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に加えて、原油価格がコロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要増

や一部産油国における生産停滞などにより高騰し、電気代が同様に高騰しています。こ

れらエネルギー価格の上昇や円安の進行による食料品をはじめとした物価上昇は、社会

経済はもとより、個人の生活に大きな影響を与えております。 

松川町では、国・県と連携し、電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、生活

困窮世帯緊急支援金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支

給を進めるとともに、町独自の経済対策として松川のお店応援券の配布など、様々な支

援を実施してまいりました。 

続いて、主な取組について説明をさせていただきます。 

持続可能な組織づくりとしまして、地域資源である、人・森林を生かした中山間地域

の自立分散型生産社会の構築の推進のため、地域活性化起業人交流プログラムを活用し、
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企業から人材を受入れ、地域材を活用した物づくりを通じた自治活動の推進や、教育プ

ログラムに取り組んでおります。 

次に、時代に合った行財政運営と行政サービスの推進としまして、ふるさと納税を活

用したくだものの里松川応援寄附金事業については、果物を中心に魅力ある特産品など

を提供することで、寄付額は２年連続して２億を超え、過去最高を更新することができ

ました。今後も国の指針に沿った制度運用を心がけるとともに、魅力ある特産品などを

通じて、交流人口の増加にもつながるよう、南信州まつかわ観光まちづくりセンターと

連携して町の魅力を発信してまいります。 

また、地域資源の効果的な活用や地域課題の解決、災害対応をデジタルの視点からア

プローチしていくためＤＸ推進計画を策定するなど、令和４年度から本格的に取組を始

めました。 

移住定住の促進としまして、急激な人口減少は社会的・経済的な課題が急速に深刻化

することから、若者世代への定住対策として、町内へ住宅を建築・取得した方への祝い

金支給に子育て世帯やＵＩJターン者などの場合には、さらに 20 万円を加算して、祝い

金を支給し、移住定住支援に関する事業の充実を図り、人口の急激な減少の緩和を進め

ました。 

子どもの育ちの切れ目のない支援におきましては、中学校の制服が更新され、家計負

担がこれまでも増加することに伴い、令和５年度に入学する生徒から増加相当分を補塡

する制服購入補助金を交付しました。 

続いて、探究的・主体的な学びとしまして、ＧＩＧＡスクール構想実現のため、小中

学校においてタブレット端末を活用したデジタル教科書による授業を行うことで学習環

境の充実を図りました。また、学習環境をより良いものとするため、学校施設等長寿命

化計画に基づき、全ての学校施設の照明ＬＥＤ化改修工事を実施しました。 

学びが循環する社会づくりでは、平成３年度の竣工から 30 年が経過している図書館

資料館の長寿命化を進めるため、大規模改修工事の設計を行いました。また、建物の長

寿命化改修工事など、県から譲渡された旧松川荘青年の家の利活用に向けた準備を進め

てまいりました。 

健康な暮らしづくりにおきましては、「健康まつかわ 21」を推進するため、総合健診

をはじめ、各種健診事業を実施し、発症及び重症化予防を目的に、特定健診の受診率向

上に取り組みました。また、令和４年度からは、小学校６年生から高校１年生を対象と

した子宮頸がん予防ワクチン接種のキャッチアップ接種を実施するなど、新たな予防接



 －18－

種も進めてまいりました。 

暮らしを支える交通環境づくりにおきましては、生活に必要な移動手段を確保するた

め、町内循環の公共交通を運営し、また、令和元年度から開始された生田地区でのデマ

ンド乗り合いタクシーの実証実験を終え、本年４月から本格運用へ切り替えました。 

幹線道路・生活道路の整備では、令和４年度計画していた 105 か所を整備し、加えて

11 か所の追加工事を行うなど、合計で 116 か所の地元要望を反映した町道整備を行って

まいりました。 

令和４年度の冬は冷え込みが特に強かったことから、降雪が予想される際、及び降雪

時には町内循環を行いつつ、業者と連携しながら除雪や融雪散布剤を適切に実施し、交

通支障を未然に防いでまいりました。 

自然環境・景観の保全と適正な土地利用の推進では、リニア中央新幹線トンネル掘削

工事発生した発生土を運搬するための町道を２車線道路に改良する工事の実施、福与地

区の農地嵩上げに発生土を活用するための圃場整備に必要な地形測量などを実施しまし

た。引き続き、リニア中央新幹線建設工事対策委員会で情報の共有を図り、課題や対策

などを検討し、地域の皆様の不安をできる限り解消できるよう、事業主体であるＪＲ東

海との協議を進めてまいります。 

持続可能な農業の推進では、有機農業の栽培技術の検討や有機農産物の地域内循環、

ブランド化など、有機農業推進のための有機農業実施５カ年計画を策定し、町民の健康

増進、食育、農ある暮らしを楽しむこと、遊休農地の解消などの点から環境保全型農業

を推進しました。 

地域おこし協力隊制度を活用して、町の喫緊の課題である農業の担い手不足や遊休農

地の解消、移住定住を目的とした果樹農業研修制度を町内農業法人、指定農家、農業委

員会、ＪＡみなみ信州などと連携して実施をし、定住者の増加を図ってまいりました。

第１期生２名が本年１月から本格的に就農をしております。 

関係人口の構築としまして、総合交流促進施設梅松苑は、平成 28年度より指定管理者

制度により運営をしております。指定管理者からの提案によりキャンプサイトなどのア

クティビティの充実を図ることで、賑わいの創出につなげています。また、建設から 20

年を経過し、経年劣化が見られる同施設内交流棟へのエアコン設置及びキャンプ場への

電源導入工事を実施しました。近年のキャンプ需要も相まって、多くの方にご利用をい

ただいております。 

日本版観光地域づくり法人へ令和４年 10 月に正式登録された一般社団法人南信州ま
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つかわ観光まちづくりセンターが中心となり、滞在交流観光の推進に取り組みました。

コロナ禍においては、宿泊事業などへ都市部からの来訪者を積極的に呼び込むことが難

しい状況でしたが、地元観光という視点に立って、広報宣伝や各種体験プログラムの販

売・企画に取り組みました。既存の 11 種類の体験プログラムに加え、学びの旅や、オー

チャードレストラン、サイクリングツアーなど、新たなプログラムを企画・販売し、来

訪者が地域住民と交流する仕組みをアフターコロナに向けてブラッシュアップしました。

引き続き同センターと連携して、町の観光振興に取り組んでまいります。 

以上、令和４年度決算の主要な事業を説明させていただきましたが、令和２年からの

新型コロナウイルス感染症の流行から３年経過したものの、その影響を受けた年となり

ました。町民の皆様におかれましては、地域活動が制限されることを余儀なくされる中、

感染拡大防止と地域社会を持続することのバランスを踏まえて、地域コミュニティ活動

に携わっていただいた１年でありました。松川町でも国の指針によって、感染症と経済

活動の両立の方針が示される中、基本的感染対策を徹底し、急激な感染拡大を抑制しな

がら社会経済活動を継続するための事業を実施してまいりました。その中でも、新型コ

ロナウイルス感染症を取り巻く環境は、本年５月に感染症法上の分類がこれまでの２類

相当から５類感染症へ移行され、これまでとは大きな方向転換となりました。行動制限

がなくなり、社会経済活動がコロナ禍以前と同様に戻りつつある中、経済動向などを注

視しつつ、政策、運営を進めてまいりたいと考えております。しかしながら、冒頭でも

述べたとおり、コロナ禍からの世界経済回復、ウクライナ情勢、円安などの影響による

エネルギー価格高騰・電気代高騰・物価上昇はいまだ生活に大きな影響を与えています。

令和５年度においても、物価高騰対策などに関係する事業を進めてまいります。 

結びになりますが、ここに重ねて議会の皆様方をはじめ、住民の皆様の温かいご理解

と一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

本日上程します令和４年度決算について十分なご審議をいただきまして、令和４年度

決算の概要についての説明とあいさつといたしたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

＝＝＝ 日程第４ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第１号 令和５年度道路メンテナンス事業 町道 211 号線橋梁補修工事請負契約の締

結について 

○議長（中平文夫） 日程第４、議案第１号、令和５年度道路メンテナンス事業 町道 211 号線
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橋梁補修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それでは議案第１号をお願いいたします。 

＝ 議案第１号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

討論を終結し、採決を行います。 

議案第１号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（中平文夫） 全員起立であります。全員賛成であります。 

よって、議案第１号、令和５年度道路メンテナンス事業 町道 211 号線橋梁補修工事請

負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第２号 令和４年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第３号 令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  

◇ 議案第４号 令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第５号 令和４年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  

◇ 議案第６号 令和４年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第７号 令和４年度松川町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第８号 令和４年度松川町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

◇ 議案第９号 令和４年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（中平文夫） 日程第５、議案第２号、令和４年度松川町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第６、議案第３号、令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出
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決算認定について、日程第７、議案第４号、令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第８、議案第５号、令和４年度松川町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第９、議案第６号、令和４年度松川町発電事業

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第 10、議案第７号、令和４年度松川町水道事

業会計歳入歳出決算認定について、日程第 11、議案第８号、令和４年度松川町下水道事

業会計歳入歳出決算認定について、日程第 12、議案第９号、令和４年度松川町信州まつ

かわ温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認定についてを一括議題といたします。 

説明を求めます。議案第２号から議案第６号までを伊藤会計管理者、議案第７号から

議案第９号までを黒澤副町長に説明を求めます。 

それでは、伊藤会計管理者、説明をお願いします。 

伊藤管理者。 

○会計管理者（伊藤孝光） それでは説明いたします。 

＝ 議案第２号・第３号・第４号・第５号・第６号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 続きまして、議案第７号から第９号までの説明を求めます。 

黒澤副町長。 

○副町長（黒澤哲郎） それでは、議案第７号からお願いをいたします。 

＝ 議案第７号・第８号・第９号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 次に、大島代表監査委員より、決算審査の報告をお願いしたいと思いま

す。 

大島代表監査委員、お願いします。 

○代表監査委員（大島英嗣） 監査委員の大島です。 

令和５年８月 10日から８月 23 日まで坂本議員とともに、令和４年度の会計監査を行

わさせていただきました。 

審査の方法につきましては、審査に付された歳入歳出決算書、実質収支に関する調書

等について関係調書等、証拠書類等を照合し、あわせて関係職員から説明を徴求し、計

数の正確性、予算の執行状況、財政運用状況について審査を実施しました。さらに例月

現金出納検査及び定期監査の状況も参考にして実施いたしました。 

審査の結果といたしまして、一般会計及び各特別会計並びに企業会計、水道事業会計、

下水道事業会計、清流苑事業会計の決算書及び政令で定める付属書類につきましては、
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いずれも法令に準拠しており、計数は正確であると認められました。また、予算の執行

状況はおおむね適正に執行されていることが認められました。 

審査の総括意見といたしまして、まず初めに財政運営についてではありますが、令和

４年度一般会計の実質収支は４億7,602万円の黒字となり、前年度と比較しまして4,128

万円の増加となりました。 

実質収支比率は 10.7％と前年より 1.2 ポイント上昇しましたが、財政標準財政規模か

ら見るとおおむね適切と言えます。 

また、令和４年度末の町債残高は、一般会計及び特別会計を合わせて総額 77 億 874 万

円で、前年度に比べ５億 2,638 万円減少し、実質公債費比率は昨年から 4.8％と昨年度

から横ばいとなり、総じて健全な財政状況が維持されております。 

しかしながら、会計年度任用職員を含む人件費比率が 16.6％と前年比と比較して

0.8％上昇しており、今後は人口の減少とともに、職員の抑制が必要かと思われます。 

経常収支比率は 84.4％となり、前年度の 80.2％と比較して 4.2％上昇しました。主な

要因としましては、人件費の増加、各種物価高騰の影響により光熱給水費を中心に物件

費が増加したことが主な要因です。 

これらのことから、歳入歳出に見合った歳出構造を考慮する中で必要な公共サービス

を提供するために、常に財政状況を把握し、また適切な財源配分による施策への取組な

ど、将来的に持続可能な財政運営の維持が必要となります。将来の人口減少を念頭に置

いて、事業の見直しや効率的な新規事業の構築が必要と考えられますので、引き続き改

善に努めていただきたいと思います。 

２番目、収入の確保、未収金解消及び適正課税について。 

一般会計及び特別会計の収入未済額につきましては、昨年度まで特別会計として扱わ

れてきた保養宿泊施設使用料が今年度は含まれていませんので単純な比較はできません

が、前年度に比べて 119 万円減少し、7,091 万５千円となりました。 

内訳といたしましては、国民健康保険税は 407 万９千円減少した一方で、町税は 173

万６千円増加しました。コロナ禍により戸別訪問による納付勧奨が満足にできなかった

ことが影響していると聞いております。税収の所管課をはじめとした各部署への担当者

間の情報共有や連携を積極的に行い、税負担の公平性の観点、また自主財源確保のため

にも未収金の解消は重要ですので、適切な債権管理の下に毅然とした態度で徴収に努め

ていただきたいと思います。 

不納欠損処分につきまして、今年度、水道使用料・下水道使用料で大きな金額がまと
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めて不納欠損処分されました。今後このようなことが起こらないように、徴収の管理化

とともに連携を図る中で、原因を究明し、再発防止に努めていただくことを強く要望い

たします。 

信州まつかわ温泉清流苑事業会計についてですが、清流苑では新型コロナウイルス感

染症の影響をまだまだ受けている状況下にあり、収入源では前年度と比較して 140.2％、

8,348 万４千円と回復の兆しを見せることができました。しかし、コロナ禍前の平成 30

年度と比較しまして、約 74％と厳しい状況が続いています。 

経営状況の内訳は、収益合計が３億 2,068 万円、費用合計が３億 8,835 万円と当期利

益としては、6,766 万８千円の赤字となりました。これらを補塡するために一般会計よ

り 5,587 万３千円を繰入れられております。 

新型コロナ感染症の影響からの回復と合わせ、令和４年度から公営企業会計へと移行

し、さらに経営の効率化、健全化に努めていただいているところですが、リニア開通、

三遠南信自動車道の開通の先を見越した投資、計画を十分検討していただいて、松川に

なくてはならない施設となっていただきたいと思いますので、検討をお願いいたします。 

予算執行につきまして、新型コロナ感染症対策における対応の中で見いだした新たな

行政業務の仕組みを生かし、住民支援はもとより、コロナ禍で停滞した各種事業を積極

的かつ計画的に進めていただきたいと思います。また、新型コロナウイルス対応で膨ら

んだ予算規模も、次年度にはコロナ禍前に戻ると聞いておりますので、適切な予算計上

と予算執行に努めていただきたいと思います。 

職員の人事管理につきましては、これまでも意見してきましたが、年齢構成、専門分

野の人材確保が難しい状況が各所で見受けられます。住民サービスや要望が日々増大し

てきている中、事務事業の見直し、業務ミスの未然防止や内部統制の観点からも、職員

配置の適正化を図っていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより総括質疑を行います。 

質疑にあたりまして、会計名とページ数を明確にして発言をするようお願いします。 

それでは、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

星野議員。 

○１番（星野光洋） 今、意見書を読み上げていただいた中で、私も以前所属しておりました

清流苑に関しての質疑をさせていただきたいと思います。 
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松川町清流苑、今年度大幅な改修があるということで、職員の皆さん、いろいろな申

請を行っていただいて動いてくださっておりますけれども、清流苑の売上げが上がるこ

とが一番の解決策ではないかなというふうに考えます。 

そこでちょっと質問させていただきたいと思います。３ページの今、お読みいただい

た意見書の中の清流苑の会計についてのところでございます。この下のほうに「事業の

必要性とリスクを見える化し、人事（人件費も含め）、将来を見据えた事業を検討してく

ださい」とございます。今まで私が参加させていただいた議会の中でも、リフレッシュ

タウンまつかわの里の改修や清流苑の改修も今後を見据えておるということで、今後に

期待するところではございますが、この中にございますリスクというものに関して、ど

んなことがあったか当たるとお考えでしょうか。それがまず１つ目に質問させていただ

きたいことです。 

２つ目になります、人件費の問題。これ将来を見据えた計画というふうなことがござ

います。人件費に関しての課題がございましたら、もし何かございましたら教えていた

だきたいと思います。 

３つ目に関してです。同じ資料の 27 ページ、業務別利用収入状況という欄がございま

す。この中に宿泊・宴会・レストラン・売店等ございまして、その他というところがご

ざいます。その他はリフレッシュタウン等の収入ということになりますでしょうか。そ

の点をちょっと教えていただきたいと思います。 

以上、３点お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 今まで監査委員の書いたことに関しての質疑っていうのはあんまりちょ

っとやっておりませんので、それはまた個々にこちらのほうにするようにお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

ほかに。 

星野議員。 

○１番（星野光洋） じゃあ、３つ目の質問を業務別利用収入状況ということについての質問

はもう駄目ですかね。 

○議長（中平文夫） その他の部分のとこですね。 

田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ご質問いただきました 27 ページの業務別利用収入状況の欄のそ

の他の部分の収入は何かということでございますけれど、こちらはまつかわの里の関係

とは違います。清流苑自身のものでありまして、ここに書かれてないもので、その他諸々



 －25－

の収入ということで、自販機であったりとかゲームコーナーであったりだとか、諸々そ

の他の部分での収入になりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ２点、お願いしたいと思います。 

各会計主要施策執行状況、紙のファイルの後ろのほうになりますでしょうか、横書き

になっているところですけれども、そこの 62 ページの商工費についてであります。 

○議長（中平文夫） 家計簿ですか。 

○２番（塩沢貴浩） 町の家計簿の後ろのほうになります。 

○議長（中平文夫） 家計簿ですね。 

○２番（塩沢貴浩） はい、失礼しました。 

○議長（中平文夫） 何ページですか。 

○２番（塩沢貴浩） 62 ページです。商工費の中に商工業振興費ということで、松川インター

の駐車場管理事業で 481 万８千円の事業がございます。 

自分のイメージの中では、駐車場のみということで精算機のメンテナンスくらいかな

と思っていたんですけれど、大きな金額が出ておりますのでその説明をお願いしたいと

思います。これに関しては、去年も同額の予算が執行されておりますので、多分毎年か

かってくる金額かなとは思いますけれども、詳細をお願いできればと思います。 

もう１点ですけれども、決算書の中にはないんですけれども、自治体対策会議につい

てであります。これについては、去年もほかの議員さんが質問をされましたけれども、

予算はとってないですけれども、去年はコロナもありまして、なかなか進めるにはちょ

っと難しい状況ですけれど、各自治会の問題点を洗い出して進めていきたいという答弁

をいただいておりましたので、まずは自治体対策会議の現状をお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 今の管理費のほうはそれはいいですけど、自治会のほうのやつはちょっ

とこの中とはちょっと違いますので、ちょっと日を改めて、決算認定とはちょっと違い

ますので、ぜひそういうふうにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） そいじゃあ、田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ご質問いただきました。 

家計簿の中の 62 ページの松川インター駐車場の管理業務委託の関係でございます。

こちらは、松川インター駐車場の第１駐車場になりますけれど、あそこの維持管理のほ

うをアマノマネージメントサービス株式会社のほうに業務委託をしております。あそこ
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で出入口ところにバーがあってあそこでチケットを取るという形になってますけど、あ

そこのところの管理ですとか、あとあそこでトラブルがあった際のインターホンによる

通信、それからカメラですとかそういうので事故防止だとか、監視の体制、そのような

ことで、月々40 万 1,500 円がかかっております。それの 12 カ月分がここに計上されて

おります。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

そうしますと、毎月 40 万円のメンテナンス代という理解でよろしいでしょうか、ま

た、周り、ツツジ等がありますけれども、そういったメンテナンス、また現状ですと駐

車場の白線がほとんど消えて見えないような状況になっております。そうした際には、

また別途の予算がかかってくるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 松川インターの周りにありますツツジ植栽の管理につきまして

は、ボランティアでシルバー人材の方々がご協力いただいているのと、あとは職員が直

接草刈り等の管理をしております。 

それからご指摘の白線でありますけれど、白線のほうは施設のほうで担当課のほうで

管理しておりますので、今、薄くなったというようなことで我々もちょっと認識してお

りますので、それはまた時期を見て予算化しまして修正していきたいと思います。 

またトイレのほうは、ダスキン佐藤さんのほうにお願いしまして清掃のほうをやって

いただいてる状況でございます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁いただきました。 

白線等については大分見づらくて使いづらいという意見もいただいておりますので、

またぜひお願いしたいと思います。 

また、放置自転車になるのかちょっとまた気になる点もありましたので、ぜひまた検

討いただければと思います。お願いいたします。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 答弁はいいですか。 

○２番（塩沢貴浩） はい。 
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○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 一般会計の決算について、３点にわたって質問させていきます。 

一般会計決算の 85 ページ・86 ページ、これ児童福祉費の関係で４目、子育て支援セ

ンター費というのがあります。これ当初予算は 2,716 万円でしたけれど、補正で減額し

て、かつ不用額として 230 万何がしが出てます。こういった状況になった要因をお聞か

せ願いたいと思います。 

それからもう１点は、次のページ 87 ページ・88 ページ、児童館費です。これつきま

しても、補正予算で増額補正しているにもかかわらず、不用額という形でトータルで 532

万何がしが不用額というふうに出てます。このこういった決算になった要因をお聞かせ

ください。 

もう１点は、一般会計予算の 97 ページ、農林水産事業費です。それの農業委員会費の

ところのやはり農業費の中でトータルで 1,090 万何がしかの不用額というのが出ていま

す。この要因を説明していただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 最初にこども課のほうではいかがですか。 

中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） １つ目のご質問の子育て支援センター費についてのご質問であり

ますけれども、すみません、ちょっと今、詳細のところまで掴んでおりませんので、ま

たちょっと後ほどご説明させていただけたらと思います。 

２つ目の児童館費につきましては、報酬の関係で不用が出ております。当初、長期休

暇対応の職員報酬を見込んでおりましたけれども、児童館構成員のほうで対応ができた

ことによりまして、不用のほうが発生している状況であります。 

以上です。よろしく願います。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それではお願いします。 

ご質問いただきました、農林水産業費の不用額が全体で 1,090 万円ほどあるというこ

とで、その内訳ということでございますけれど、不用額調書につきましては、お持ちな

ってございますか。不用額調書が資料としてちょっと御覧いただければと思うんですけ

れど、不用額調書のところの３ページを御覧いただきたいと思います。３ページのとこ

ろに大きなものとしまして農業振興費で 450 万円余なっておりますけれど、こちらにつ
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きましては、小規模事務事業者応援給付金の 600 万円を計上したわけなんですけれど、

こちらのほうが思ったほど申請がなくて、16 件に申請が留まったというような理由がご

ざいます。その部分が大きなものでありまして、あとはそれぞれの科目ごとに不用額が

合わさってその 1,000 万になってるというような状況でございますので、お願いいたし

ます。 

○議長（中平文夫） 今の 85 ページの件に関しては休憩時間がありますので、休憩時間を利用

して調べて報告をお願いします。 

続きまして、米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 振興費、農林水産費の不用額というのは不用額表のほうに書いてあると

ころであります。了解いたしました。 

ただ、こういったコロナ禍等でいろいろなやっぱり農業経営で補助金、非常にやっぱ

り有効に活用していくべきものだというふうに思いますので、こういった不用額として

出ないような形での取組がやっぱり必要かなと思いますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 答弁はいいですか。 

○３番（米山義盛） はい。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） それではお聞きします。 

まず最初に、令和４年度の決算ということは、前町長の任期中の最後の決算というこ

とになります。それについていろいろお聞きしますけども、町長も新しくなられたこと

でございますので、前政権は政権として行政の継続性という観点から、どういう事後で

あったかということは分析結果をお答えいただきたいのと、当然新しい町長になられて

それを受けて今後どうしていきたいかということも、ちょっとご言及いただければと思

います。 

では、３点申し上げます、まず１点目でございます。 

人件費に関してでございます。人材ということでございますね。監査意見の意見書の

２ページ・３ページに、先ほど監査委員の先生からも直接口頭で言及がありましたよう

に、人件費の増加にということ。人件費の抑制は喫緊の課題ということ、それから３ペ

ージのほうにも職員の人事管理、それから専門分野における外部委託の検討、または職

員の定数管理というふうな形で、人材に関して非常に今、ご意見をいただいているわけ
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ですね。監査の先生の言うとおりかなというふうに思っております。今、松川町の職員

として職員の人事管理、もしくは人材育成というふうな面で非常に課題を抱えているの

かなというふうに思っております。こういうふうな形で、監査委員の先生から言及され

たということに関しまして、どういったことが原因なのかなというふうに思っておりま

す。町として原因はどこにあって、令和５年以降、こういうふうに見直していくんだと

いうふうな答弁をいただければなというふうに思っております。それが１点でございま

す。町の人材管理ということですね。 

２点目でございます。 

これも同じく前町長のことでございますので、その辺を含めていただければと思いま

す。教育費に関してでございます。こちらはもう監査委員の意見書の 14ページでござい

ます。教育費の変遷を見てみますと５年分載っております。古いほうから見ておくと５

億、８億、また５億、６億、６億８千、６億６千というふうな形で推移しております。

過去４年間で前町長、非常に子育ての充実、そういうふうなことを非常に力説しておら

れましたが、その割には金額がぱっとしない。金額だけが教育費ではないと思いますが、

そうはいってもある程度、金額に表現されるものかなと思っています。まして４年間ず

っと言い続けて肝いりの事業だったので令和元年以来、何も伸びてない。ほとんど伸び

がないということですね。全体に占める構成比もいまいちだということ状態であります。

これどういうことなんですかね。最後の年に至ってもそういうふうなことであったと。 

また、新しい町長も、非常にその子育てに関しては非常に熱意を持っておられると。

教育と民生費になるのかな。いわゆる保育園とかそういったこともありますけど、こと

を教育に絞っていきたいと思います。小中学校ですね。 

こういったものに関して令和４年、なんでこんな数字に収まっちゃったのかなってい

うふうなものと、「教育、教育」と言っていた割にはこの数字なのかなと、その原因分析

をお願いします。また、できれば令和５年以降の方針、意気込み、予算配分のお考え、

そういったこともお聞かせいただければと思います。 

３点目でございます。 

今度は家計簿ですね。家計簿と決算書両方になります。細かいところが全部で 60 項目

ぐらいありましたので、いちいち読み上げるは割愛いたします。システム関連でござい

ます。私の基準でですけども、町がかかっているシステム関係の経費というものを全部

毎年洗い出しております。ここ数年５億台くらいで推移しておりますし、この令和４年

も５億台で５億 6,400 万でした。私の計算ですとね。ほとんど変わっておりません。Ｄ
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Ｘだけがシステム化じゃないんでね。いわゆる町の行政のインフラを支えるというふう

な意味でもシステム欠かせないものになっていますし、いわゆる義務的な経費というか

絶対的に発生する経常経費になっているわけですね。これの圧縮はやっぱり急務だと思

っていますけれども、こちらについて何で令和４年度やっぱりほとんど数字に変化が見

られなかったのかなというのがやっぱり疑問です。 

専門の人材を雇って３年目になりますよね。ですので、少なくともその人件費分ぐら

いは余裕でシステム関連の費を圧縮できているはずだと思ったんですが、対してほとん

ど効果が上がってないということでございます。人材入れて３年目ですんで、そろそろ

効果が出ないと話にならないなと思っています。これに至った、こういうふうに至った

原因をどのように捉えていらっしゃるのかお答えいただきたい。もし合わせてよろしけ

れば、令和５年度以降どうされたいのか、お答えいただきたいと思います。 

これは全部、特別会計も全部含めて私計算してますので、どの部局が答えても自分の

担当しているシステム関係の一部になっちゃいますので、これはもう全庁的な目で見て

いただければと思いますんで、そのポジションにいる方の答弁でお願いいたします。 

以上、３点お願いします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それで今、１つ目のご質問の人件費の関係でございます。やはり監

査委員さんの意見書にもあるとおり、この人件費というのが上がってきておりまして、

そういう状況にあるということは認識をしているところでございます。 

実際の数字を見てみますと、正規の職員になりますけれども、平成 27 年のときが正規

の職員 112 名ということで、それから直近の令和４年のところを見てみますと 142 名と

いうことで、既に 30 名増えてきているという状況でございます。 

内容とすると、やはり国からいろんな事業が市町村に降りてきていること。それから

町民の皆さんのニーズの多様化に対応するというようなことからこういった形で人数の

ほうが増えてきているところでございますけれども、やはり監査委員さんの意見書の３

ページのところにもございますように、今後どうしていくかっていうところの部分がご

ざいます。やはり私どももこの人件費をこのまま上げていくっていうことは難しいかな

というふうに思っておりまして、担当としてもそこら辺はきちんと定員管理をしながら

進めていく必要があるというふうに考えております。 

そうした中で、先ほどの３ページの４番の（２）番の職員の人事管理というところに

つきましては、年齢の偏りというようなところがございます。こちらにつきましては、
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今後、退職を行った職員について、また今後補充に関しては、例えば社会人枠の採用に

ついて、例えば少なくなっているところを補充していくだとか、係に偏りが出ていると

いうようなところもございますので、そこら辺は課ですとか係の統廃合を進める中で、

横断的にする業務に関わる体制をつくっていくことで、人件費というのはある程度抑制

できるのではないかというふうに考えているところでございます。 

人事に関しては、そのような形で今後進めていきたいと思っております。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） ご質問いただきました２点目の教育費に関係したことでありますが、

総額が伸びていないというご指摘、これについては前年度をベースに私が考えてきたと

いうところがありますので、あまり大胆な施策を打ってこなかったという、これは私の

責任であるかなというふうに思っています。 

ただ、それほどお金をかけずに、それほどっていうか多少、例えば中学校の制服の補

助をしてきたりだとか、不登校の支援にお金を投入してきたとか、そういう多額の費用

をかけずに、取り組んできた問題もあります。そういうところには力を入れてきてあり

ますけれども、全体的にもっと子育てに大胆に取り組むような施策を私どものほうで打

ってこれなかったというところがあまり伸びなかった要因かなというふうに私は思って

います。 

ただ、その分析がまだ十分できていないところもありますので、今後来年度に向けて、

今までのものを振り返りまして、それぞれの事業を精査しながら、より良い子育て支援

をさらに考えて設計ができたらいいかなというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご質問いただきましたシステムの関係でございます。当

課で情報機器、情報政策の部分持っておりますので、まとめて回答をさせていただきま

す。 

毎年、議員さん申されるようにシステムの関係、お金がかかってるっていうのは承知

をしてきております。 

令和４年度につきましては、県の共同調達標準化の取組が始まりまして、令和５年度

を含めまして現在標準化に向けて調整を行ってきておるところでございます。この標準

化がうまくまとまれば、費用の部分がいくらか効果が現れるかなと思っては見ておりま

すが、それぞれ違うシステムがそれぞれ動いておるという部分で、それぞれの業務の効
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率化を図る上で仕方がない部分も多少あるのかなと思って現在見ております。 

現在、ＤＸ、デジタルの関係で１人専門職を活用しまして取組をさせていただいてお

りますが、職員の業務に関わる支援の部分、またＤＸ推進のための基準書ですとか手順

書やそういった部分のマニュアルとか計画の部分が進んできておらない部分で、令和４

年度、取組をしてきております。現在、ＤＸの推進計画、４年度にスタートさせまして、

それに向けた職員研修やそれの調整等、令和５年度を行ってきております。 

また、システムの関係、令和５年度の取組の中でなるべく業務の効率化も含めてＤＸ

の取組を始めていく中で、また若干システム関係費用が増加になるかもしれませんが、

そこら辺また場面場面でよく注視をしながら、事前に相談しながら進めてまいりたいな

と思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 答弁いただきました。それでは順を追ってお聞きいたします。 

まず人材に関してでございます。いろんな事情がありコロナもありましたんで、分か

らないではないんですけれども、にしても、監査委員の意見書の 15 ページなんか見ます

と、過去５年年分の人件費の割合というのがずっとあるわけですね。７億６千から始ま

って、８億１千、11 億、12 億、12 億３千と本当増える一方で、先ほどかなりの人数が

増えてるということなりました。事業も増えてるんでっていう話でしたけども、やっぱ

割合を見ると５年前は 12.7％の構成比だったんですけども、いろんな事業が増えてそれ

に対して人件費も増えていくんであれば、この比率はそんな変動がないはずですよね、

理論的にはね。でも人件費率が構成比率 16.5％ですね。直近はですね、やっぱりこれ、

人件費だけがちょっとかなりこれだけが膨らみ続けているという証左だと思います。 

もちろん事業のほうが複雑化・多様化してきてそれに伴う人材を増やしたということ

はそれは理屈としては分かりますけれども、やっぱり構成比という数字に現れていませ

んので、やはりそれは要は効果的に人材を使えてないのかなという感じがしないでもな

いです。 

今、先ほど答弁の中に将来しっかりと組み直していくとか、いわゆる課、組織を統合

するなどというお話も出てまいりましたけども、正直組織をそんな簡単に動かせるとい

うのもなかなか難しいんではないかなと思います。今年、来年できるような話なのかな

あっていうのもちょっと疑問があります。もうちょっと突っ込んだ分析と対応策が欲し

いなというふうに思っております。 
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とにかくこの人件費の増加の仕方はちょっと半端ないなというか、ちょっと異常だな

というふうに思っています。 

システムの話にもつながりますけども、代表的に考えればああいうふうな高度人材を

入れたにも関わらず、効果が上がってないというところで、そもそもその人材と仕事に

対する考え方がちょっとミスマッチがあるんじゃないかなっていう感じがしないでもな

いです。 

どちらにしても、16.5％まで膨らみ続けてきた人件費は、やはりちょっともう抗弁の

余地がないような気がします。令和５年度はしっかりと、削減するなり、比率を 12％台

もしくは 13％に間に合わせていくために、ほかの事業もきちっと人材に合わせて増やし

ていくというどっちかと思いますけども、その辺の計画、そういったものをこの令和４

年度の決算を踏まえてどういうふうにお考えなのか、もうちょっと詳しくお聞かせいた

だけますか。 

先ほどの答弁で分からないでもないですけど、ちょっとなんていうか、全体的にぼん

やりしすぎてる感じがしまして、気持ちは方向性としては分かるんですけども、じゃあ、

具体的にどうするのか。この１年、２年どうやっていくのかっていうのももう少し、も

しお答えできるんであれば、町長自らお答えいただいても結構です。新しい町長になれ

たわけですんで、人件費に関して過去４年間はこうだったと。町長が自分になったらこ

うしたいというふうな思いだけでも結構でございますので、町長自らお答えいただけれ

ば幸いでございます。 

２番目です。教育費の関係でございます。 

こちらも監査委員さんの意見書の 14 ページに載ってますように、先ほど言及したよ

うに、金額が芳しくないという感じがあります。使えばいいってわけではもちろんない

んですけどもね。教育長がおっしゃったように、そうは言っても義務的な仕事っていう

のもありますんで、日々遂行していかなきゃいけない教育の費用というのは当然目を配

っていただいてるのはありがたいことだと思っておりますが、やはり集中と選択という

ことで、例えば先ほど今教育長がおっしゃったように、フリースクールをものすごく充

実していくんだとか、ジェンダーレスにかけてはもう長野県１位の予算と施策を誇るん

だとか、例えば本当それこそ英語教育に関してはもうとにかく下伊那じゃあ松川だろう

って言われるぐらいまで充実させるんだとか、そういうふうな集中と選択ってのもやっ

ぱり必要なんじゃないかなと思ってますね。広く浅く、全然子どもたちにとってはそれ

も大切でありますけども、プラス町の魅力ということを捉えていくのであれば、そうい
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う方向性も必要なんじゃないかなと思っています。 

この令和４年度の 8.9％の構成比の６億６千っていうのは、やっぱちょっとあまりに

も寂しいなという感じがしますね。こういう感じの教育で子ども教育、子どもの未来っ

ていうふうなことを町長を言われるのであれば、令和４年をどういうふうに分析して令

和５年はどういうふうにしたいっていうふうなことも、これもしもしよろしければ、教

育長、もしくは町長、できれば町長も少しご意見を伺いたいなというふうに思っており

ます。 

最後システムに関してでございます。 

おっしゃることもよく分かります。ただ、結果が出てないのはもう間違いないんでね、

ここ３年間で。 

毎年、毎年、町長や担当部局に聞いてきました。専門人材を使って何やってんだって

話をしました。「今、調査してる。調査してる」っていう答弁だったと思います。ずっと。

「町の状態のシステム状態がどんなもんなのか調査してる調査している」っていうふう

なこと言ってました。もう３年もたったんでいい加減に調査できただろうと思いますし、

調査を踏まえた上で、どういうふうに統廃合もしくは経費の削減、集約されたシステム

の導入、こういった計画まで話が進んで当然だと思ってますけども、それがほとんどな

くて、今年も５億 4,000 万ぐらいかかるわけですよね。ですので「うーん」と思ってま

す。 

うちの決算規模だと、うちの財政標準規模ってどのくらいですか、40億でしたっけね。

40 億ぐらいですね。確か 40 億ですいね。40 億のうちの５億ですよ。10％超えてますよ。

ですんで、ちょっとこれは特別チームかなんかでも早速つくって、担当者１人でやるん

じゃなくて、どの課にも横断している問題と思いますんで、早急に立ち上げて、正確な

現状分析とかそういったことまでやるべきなんじゃないかなと思っていますが、これ私

の思いでございます。 

町長の分析、それからこの令和５年度に対してどう取り組んでいくのかということに

関しまして、もうちょっと突っ込んだ答弁いただきたい。町長・副町長どちらでも構い

ませんので、ちょっと金額がでかすぎるんで、ぜひご検討いただければと思っています。 

以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） すみません。町長の答弁の前にちょっと私のほうからお願いしたい

と思いますが、この監査委員の意見書の 10 ページをお開きいただければと思います。 



 －35－

先ほど加賀田議員 15 ページの表でご質問いただきましたけども、10 ページのところ

の一番上の表のところの一番右側に人件費比率というのがございまして、こちらを御覧

いただくと分かりやすいかなというふうに思っております。 

令和元年と令和２年のところで大きく数字が変わっております。令和元年度が 12.7％

だったのが、令和２年度が 15.1％ということになっておりまして、これ要因としますと、

会計年度任用職員をそれまで物件費の中で扱っていたものを国から人件費のほうへ移し

替えなさいということで指示がありまして、その部分がこちら人件費のほうへ移ってき

た関係で、大きく伸びているというところが要因の一つとしてはあります。 

それから先ほどの私の答弁の中で、課の統廃合、少しぼんやりしているというお話で

した。やはり課や係の統廃合を進めていくというのは、どうしてもその課や係を細かく

区分すればするほど縦割りになってしまって、なかなかそこがうまく連携できないとい

うところはやはり見ていて思うところでございます。そうしたところを現状を見て、も

う少し統合できるところは統合して、そこを係ごと縦割りにするんではなくてもう少し

横断的にできれば、そこら辺は人数がそれだけ一年中抱えなくてもいいというようなと

ころもありますし、例えば上手に外部へ委託する事業ができるんであれば、一年中例え

ば同じような、当然その波が出てくるというふうに思いますので、そこら辺をうまく外

注なども使いながらやっていくことで、抑制は可能かというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 町長の答弁の前に私のほうからも少しお話をさせていただきたいと思

います。 

加賀田議員のほうからの選択と集中というお話をいただきました。おっしゃるとおり

だと思います。特に教育の場合には、「教育は人なり」というふうに言われるように、ど

ういう人が子どもと関わるかというところが大きな部分だと思っています。そういう点

で、松川の場合には特別支援の支援員さんをたくさん雇用したりとか、自校給食を実施

しながら、子どもたちに寄り添った、顔の見える給食を提供していただいたりとか、非

常に今までずっと培ってきたものが大きいかなというふうに思っています。 

そこに加えて、今後はやっぱりグローバルな人材を育成していくことを一つ大事にし

ていきたいなというふうに私は今、考えております。実際に反対もありましたけれども、

本日から民間の派遣のＡＬＴが着任をしました。これからさらにグローバルな社会にな

っていくということが進んでいくと思います。今年度、中国からの深圳や何かの学校の
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子どもたちが松川を訪問するような事業もありましたので、これからますますそういう

ところが必要になってくると思います。そういう点でそこらに力を入れたグローバルな

人材育成できるような施策を今後考えていきたいなというふうに思っています。 

また、松川として足りないところについては、ご指導いただければというふうに思い

ます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） システムの関係、ご質問ご意見いただきました。 

確かに目に見えて進んでないっていう状況があるかなと思っております。職員１人で

対応できる部分、限界がございますので、チームで対応してきているのが昨年までかな

と思ってきております。 

今年度に入りまして、外部的な知識、専門的な方とお話をしてきておりまして、ＤＸ

の取組に関しまして、包括連携協定を結ばさせていただきまして、積極的・重点的に取

組を進めてまいりたいと思って現在スタートをさせております。 

これにつきましては、各課でＤＸやいろいろな業務上の部分につきまして、専門的な

知識の方と意見交換する中で、そういった業務の改善ですとか、住民サービスの向上に

向けたご提案をいただけるような、そんな取組も始めてきておりますので、若干ではあ

りますが効果が年度末、また来年辺りに見えてくるのかなと思って見ております。 

そんな向きで進めておりますので、またご理解をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） まず人件費のことについてですけれども、人件費につきましては、先ほ

ど総務課長が令和元年のところの比率の人件費比率のことを言いましたけれども、会計

年度任用職員が物件費だったのは人件費に切り替えられているというところで、この比

は伸びているというところが１点ありますけれども、そうはいいましても、平成 27年の

112名から令和４年の142名というのは非常に大きな数字の伸びだなと思っております。 

特に、この４年間に関しましては、さらに大きな伸びを示しておりますので、この点

については定数管理をしっかりして、人数を制限していかないといけないなと思ってお

ります。そのためには、課の統廃合を含め、組織の再編も必要になってきますし、それ

から次年度以降の職員の雇用についても抑制をしながら、今と同じ何人辞めたら何人入

れるという形ではなくてしっかりした定数の下で行っていきたいなと思っております。 
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それから、他の市町村におきましては、保育園の民営化と指定管理化というところも

出てきております。実際にそういったことも必要になってくることがあるのかなとも思

いますので、そういったことも今後は検討していく必要があるなと思っております。 

それから教育費の関係につきましては、今、教育長が述べたとおりだと思いますけれ

ども、基本的には全てがこの予算・決算の数字に反映してくるというものではないかも

しれませんけれども、やはり事業をそれだけやってこなかったっていうのはこれ現実の

問題だと思っておりますので、特色のある教育、松川町にしていきたいという思いがあ

りますので、その点については特に松川の学園構想等も含めまして、取り組んでまいり

たいなと思っております。 

それから、システムの関係です。 

これについては私も議員おっしゃるとおり同様の意見を持っております。私も職員を

やっておりましたので、よく分かりますけれども、それぞれの課、それぞれの係におい

て、それぞれのシステムがあるという状況になってきております。これについて共有で

きるものは共有していこうということで今進めておりますので、できるだけ早い段階で

その効果が表れるような形をとってまいりたいなと思っております。 

それから人材のミスマッチということ言われましたけれども、確かにこの３年間、人

材を投入してそして数字に現れていないということに関しては、議員おっしゃるとおり

かなと思っております。ただ、この専門職員が入ることによって、職員間の中の業務の

運営については非常に効果があると私自身も思っております。ただ、おっしゃるとおり

の点についてはさらに力を入れさせて、効果が出るような形をとってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 前向きな答弁をいただきましたので、令和５年の決算、来年出ますけ

ども、楽しみに今からしておこうというふうに思いました。 

いま一度、質問というか再度ちょっと押さえておきたいところをお聞きしておきます。 

まず人件費に関しまして、事情は物件費からっていうのは確かに令和２年からあった

ということは、前の町長からも聞いておりましたんで、それは承知しておるんですけど

も、肝心なのは仕事に対するパフォーマンスを上げていくということなのかなっていう

のも重要だと思っています。足りないからただ人を増やしていくとか、そういうことよ

りも、例えばそれもできる職員を増やしていくとか、いわゆる既存の方々のレベルを上

げていくということも大切だと思っていますが、それも再三意見してきたと思います。
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ただ前町長のときには、「研修に行かせます。研修に行かせます」っていう答弁が多かっ

たような感じがしてます。研修行ってどうだったのかなって思うと、やっぱこの数字は

出てないですよね。こういう感じだとね。ですんで、研修には実際行ったんでしょうけ

ども、やはり効果は結果を出してこそ行政というか政治の部分もあるのかなというふう

に思っています。 

ぜひ、人件費の部分に関しましては、部署の統廃合、もうそれは形としては分かりま

すけども、まずは職員個々のパフォーマンスを上げるためにどうしたらいいのかなって

いうことを考えていただければと思います。その無理くり、今まで 100 やってきたこと

120 やれと。しかも時間は同じ８時間以内でやれってのはそりゃ無茶です。でも例えば

ですけど、その人のモチベーションを引き出すためにいろんなことを講じてみる。例え

ば、１年間ぐらい外部の企業に研修に行ってもらって、民間のやり方を学んできてもら

うとか、そういうことでもいいと思うんですよ。その分、当然人件費は膨らみますよね。

でもそれはもう意志を持った人件費なんで、そういうふうなことであれば、私は人件費、

逆に膨らんでもいいと思っています。将来の人材育成のために今こういう外部にどんど

んどんどん人を出している。その分の補塡があるから、どうしても人件費かかってきち

ゃうんだということであればいいんですけども、「いや、研修に行かせますから、研修に

行かせますから」って２、３年ずっと同じ答弁やられてきて、結果的にこの構成比率

16.5％、12億 3,000 万ですよ。ですんで、やっぱり言った以上はやるっていうことが大

事なのかなと思っています。 

今の町長になりましてから、ずっと言われてきてできてなかった給食費の無償化が３

カ月か４カ月あっという間にできててしまったという手腕を考えますと、きっと実行力

はあると思ってますんで、ぜひ今年度、来年度中に見通しを立てていただく、人材育成

に関して、立っていただければ嬉しいなと思います。 

人材育成というのはどうしても時間がかかりますんでね。やったからすぐ効果が出る

ってもんじゃないと思いますんで、それも踏まえてしっかりと人材育成プランっていう

のを、組織のトップに立つ者として部下にきちっとお示しできるように。それに伴う予

算が今年のような 12 億になってどうのこうのと、16.5％の比率で役場の業務の役場の

構成比の６分の１じゃんて話なっちゃいますよね。それどうかなと思いますんでね。そ

こをちょっとお考えいただきたいということが１点でございます。答弁ありましたらお

願いします。 

教育に関しましても、いい答弁いただきましたんで、今度は期待しておりますんで、



 －39－

ぜひ令和５年、令和６年といい結果を出してほしいなというふうに思っております。 

小中学校のことでございますので、やっぱり親御さんの保護者の方の心配事っていう

のもやっぱりいろいろありますけども、やっぱり例えば学習面であったり、部活面であ

ったりとか、そういうやっぱメインの事柄も大事かなと思っています。もちろん弱者を

救済するためのフリースクールとかそういったことも手厚くやっていただければと思い

ますが、例えば部活の外部講師がなかなか難しいとは思いますけども、そういったとこ

ろを、逆に費用をかけてどんどんどんどん人材を、部活の先生をやってくれる人材を多

少報酬上げてもたくさん募集して、松川はいろんなスポーツクラブがあるぞっていうふ

うな、魅力的な中学校生活が送れる町、そういうふうな形で子どもを持つ親御さんにと

って魅力を感じてもらえるようなまちづくりにしていただければ嬉しいなというふうに

思っています。 

３番目のシステム関係であります。 

これも本当ずっと「人を入れました。だから何とかなります」、「分析させてます。だ

から何とかなります」ってことでずっと３年間言われ続けて、結果こんな感じかってい

うところが非常に残念でありましたんでぜひ、プロジェクトチームか何かをつくってで

も、あと１、２年で結果を出してほしいと思ってます。 

１つ申し上げておきますと、ＤＸという言葉にとらわれずに仕事のやり方ですから、

簡単に言うと、仕事のやり方ですから。簡単に言うと。仕事のやり方改革でそれでシス

テムを利用するというだけの話なんで、ＩＳＯの取得に近いと思います。ですので、シ

ステムの担当者入れなくてもいいと思うんですよね。結局、自分のところの担当部署・

部局でどういうワークフローで仕事が流れるのかっていうのをちゃんと見える化して、

この部分がボトルネックだよね、この部分は紙を使って無駄があるよねっていうのを全

部洗い出して、その上でやっとシステムの話ができるのかと思いますんで、そういうふ

うな部分のプロジェクトチームをきちっとつくっていけば、ＤＸ早く進むんじゃないか

なというふうに思っています。 

まず仕事の流れの洗い出しとどういった部分がかぶっているか、重複しているか、台

帳がバラバラになっているか、そういったものもチェックっていうことが大事なのかな

というふうに思っています。 

そうすると今年は５億 4,000 万ぐらいでしたけども、私の自分の・・・入れば。 

○議長（中平文夫） すみません、加賀田議員。すみません、もう少し短く。 

○４番（加賀田 亮） すみません、半分以下に圧縮できると思っています。それに関しまし
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ても、ちょっとお考えがありましたらお答えいただければというふうに思っています。 

以上、３点お願いします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長 

○総務課長（米山政則） 人事の関係であります。 

今、町長のほうでも人事交流っていうのは積極的に行っていきたいという話をしてお

りまして、特に姉妹都市の蓮田市とか牧之原市っていうところと、やっぱり以前からも

議会からも言われておりますけれども、やはり井の中の蛙にならんというようなことで、

そういったところの取組が必要かというふうに思っております。 

民間との人事交流というようなところもご提案いただきましたけれども、これについ

てはまた今後検討をさせていただければと思っております。 

あともう１つ議員さんも、以前からキャリアデザインといいますか、キャリアプラン、

そういったようなところをご指摘いただいておりまして、令和４年度の自己申告書の中

に初めてキャリアデザインを書いていただく欄を設けて、職員から個々の考えを聞き取

ったところなんですけれども、やはりそういったものを活用して、職員の力を 100％引

き出していくっていうことが必要かなというふうに思いますので、そこら辺も併せて進

めていければというふうに思っております。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） ありがとうございます。ご指摘いただきましてありがとうございまし

た。 

一つ今、加賀田議員の中でご指摘いただいた部活動については、今、文科省のほうで

地域移行のことが言われていますので、松川としても部活動を地域移行に向けていく努

力をしていきたいなと思っています。ただ、現在の部活動の指導員は、松川中学校７名

確保してます。これは県内では一番多い人数だと思ってます。それは県のほうは３名分

しか出ないんですが、その分、町で持ち出している、そういう手厚い指導もしておりま

すし、不登校の問題だとか、情報教育の問題だとか、本当に教育については多岐にわた

っておりますので、総花的にならざるを得ないところもありますが、先ほども答弁しま

したように選択と集中をしながら、今後さらにやはり子どもたちのことで力を入れてい

きたいことは、先ほどお話と、あとやっぱり先生方が日々関わっている授業をさらに改

善していくことだというふうに思っています。そのためには、そのための研修だとか外

部からの専門家を呼ぶとか、そういうことも今後考えていきたいなというふうに思って

いますので、そういうことともう一つは、今までも私の中で答弁をしていますが、ふる
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さと松川にこだわった、松川の人や物やことに関わる総合的な学習の時間だとか、生活

科の時間だとか、そういうものを大事にした取組をしていきたいと思っていますが、そ

のためには、それにそれなりの予算をかけて、地域の人を呼ぶ、今年も観光まちづくり

センターに支援をいただいて、学びのための授業を取り入れていますけれども、そうい

うこともさらに進めていけたらなというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご意見頂戴しました。 

どこまでできるかっていう部分は、正直ちょっとこの場でお答えはできませんが、な

るべくご意見頂戴した部分に近づけるような形で進めてまいりたいと思っておりますの

で、またご意見とか、ご相談をさせていただく機会を設けていきたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） ちょっと長くなりましたけど、ここで休憩をとりたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） それでは、あちらのデジタルで今 13分ですので 25分までお願いします。 

 

休  憩  午前１１時１３分 

再  開  午前１１時２５分 

 

○議長（中平文夫） 時間となりましたので、会議を再開いたします。 

先ほど、米山義盛議員のご質問の子育ての件についての部分について調べてきました

ので、担当課から説明を求めます。 

中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） 米山義盛議員から質問のありました、一般会計予算の歳入歳出決

算書の 85 ページの子育て支援センター費の補正予算額の 540 万６千円減額の主な要因

でありますけれども、人件費の減額が主な理由となっております。正規職員２名、当初

予算で計上してありますけれども、実質４年度４月から正規職員１名、庁舎勤務の職員

になりますが、１名との体制でなっておりましたので、９月の第３回補正で人件費のほ

うを１名分減額させていただいたのが主な要因となっております。 

よろしくお願いします。 
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○議長（中平文夫） 義盛議員、いいですか。 

義盛議員。 

○３番（米山義盛） その減額した経緯というか要因は分かりました。 

その後、年度末で不用額が 230 万出ています。これについてちょっとお願いできます

か。すみません。 

○議長（中平文夫） 先ほどの質問に対する答弁のとこだけで、新たな質問じゃないですから。

今の答弁に対しての質疑ですから、新たにこれっていうのはちょっとまた後にお願いし

ます。 

今、中村課長が答弁されたことに関しての質疑でいいですか。 

はい。今の質問はちょっとまた後でお願いします。 

それではほかに質問はありませんか。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） それでは家計簿のほうからお願いいたします。 

まず１ページの人材育成プロジェクト研修についてでございます。 

総額 213 万円ほどでございますが、これ職員の方が５名と住民の方が４名で計９名と

いうふうにお伺いしております。そうします１人当たり 23万から 24 万の費用研修費を

かけて研修されております。その研修におきまして、どのような効果があったのか。あ

と提言されたというふうにここに書いてございますので、提言はどのような内容だった

のかをお聞きいたします。 

それから同じく家計簿の 11 ページでございますが、太陽光発電と蓄電設備の事業費

補助でございます。これは 311 万でございますけれど、私以前、資料をいただいたもの

がございまして、これで実は令和４年度の第３回まで 29 件の申請がございました。とこ

ろが、これ予算がないというわけで抽選になっておりまして、交付を受けたのが 24件と

いうことでございまして、これは第３回までの結果を私は聞いたところでございました

が、漏れたっていうこと自体が、予算は限りがございますからそれで仕方がないとして

も、こういう取組をされて状況としてどうだったのか、結果的にどうだったのか、最終

的に何件の申請で何件の交付をされたのかをちょっとお聞きいたします。 

それから 17 ページの公園の管理運営費でございます。 

これ 1,200 万でございますけれども、この中で令和３年度に長寿命化計画を策定する

ための調査を 1,000 万円かけてされております。本来、令和４年度に長寿命化計画が策

定されていると私は思っておりましたが、その 1,100 万円の中に入っているのかどうか
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と策定が終わっているのかどうかをお聞きいたします。 

以上、３点でございます。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それでは１つ目のご質問の人材育成プロジェクトの関係でございま

す。 

こちらにつきまして、参加者は議員おっしゃられたとおり、町の職員が５名、それか

ら松川町の町民の方が４名ということで、令和２年の 11月 12 日から令和５年の３月 31

日までということで、およそ 29 カ月にわたって研修をされました。 

効果ですけれども、４つあるというふうに思っております。まず１つ目が、知識です

とか視点の習得ということであります。課題解決に際しまして、情報、それからそうい

った事実を基本に置くべきことや、その分析のために様々な手法があるということが学

べたのではないかというふうに思っております。 

２つ目といたしましては、忍耐力と寛容性ということで、目先の利便性だとか既存の

概念など、自己の近視眼的な傾向を超えて、寛容性を養うことにつながったんではない

かというのが２つ目でございます。 

３つ目に知的好奇心ですとか探究心の寛容ということで、これからの混沌とした時代

を生きていく中で、欠くことのできないそういった資質が養えたのではないかというふ

うに考えているところでございます。 

４つ目は、何といっても町村の枠を超えました仲間づくりということかと思っており

ます。これがまた将来的にも連携をしながら、将来への取組につながっていくんではな

いかというふうに考えているところでございます。 

提言の内容ですけれども、職員につきましては、３月 22 日の日に発表会をしていただ

きましたけれども、こちらにつきましては、「清流苑の利用促進」という内容のテーマで

発表をしていただきました。清流苑に関わる清流苑を今後利用を増やしていくためには、

「Ｓ・Ｍ・Ｌ」という範囲を広げていく、それを分けて整備していくということが大事

だというような提言でございます。 

また、町民の方につきましては、市町村の枠を超えたビジョンの策定ということで、

この地域に住んでいる方だけじゃなくて、関わりのある第二・第三人口というふうにそ

のときは整理をされておりましたけれども、そういった方へのどうアプローチをしてい

くかということだとか、地域の運営スタイルを今後どうしていくかっていうことをご提

案をいただいた内容でございました。 
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こちらの発表が３月 18日に行われたということで、それぞれ 29カ月に及ぶ効果的な

研修であったのではないかというふうに考えているところでございます。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 自然エネルギーの太陽光発電の設備の補助金のご質問をいただ

きました。 

家計簿の 54 ページを御覧ください。54 ページの保健衛生費の５番、自然エネルギー

費のところの一番上段になります。太陽光発電、それから蓄電池設備設置補助金という

ことで、令和４年度の最終的な実績としましては 33 件で 311 万２千円ということにな

っております。 

それから質問をいただきました申請件数なんですが、すみません、ただいまちょっと

件数のほうは把握しておりませんので、また後ほど確認しまして報告させていただきた

いと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 町の家計簿 17ページの一番下、公園の管理運営の中で公園長寿

命化計画の策定がこれに入っているかどうかというご質問いただきました。 

この中には入っておりません。令和３年度に公園長寿命化計画の策定に向けての詳細

点検というのを国庫補助を使いまして実施しました。令和４年度は、ゼロ予算で建設水

道課の職員、担当係で主に各公園の愛護会の皆様、あるいは関係のする自治会の皆様、

あるいは地元の関係者の皆様、あと保護者、ＰＴＡの皆様等々、多くの関係者からの聞

き取り調査を行ってまとめができたところであります。 

それで今度５月に新しい町政になりましたので、理事者ともその結果を報告させてい

ただいたわけであります。その中でちょっとやはり町長が子育ての町に公園もかかわり

たいという意向がありまして、ちょっと見直しをかけたいと思っておりますので、子ど

もが関係するような公園づくりをしたいと思っておりましたので、ちょっと今、見直し

をしているところであります。 

それも少し関連するわけですが、今回９月補正で、むらやま公園の関係の補正、パー

ゴラの補正、あとは植栽の補正。直接は関係しないわけなんですけども、間接的には関

係すると思っております。それも子育ての関係の一環として、事業を実施するものとい

うことで認識いただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 
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○５番（米山郁子） 人材育成プロジェクトの件でございますけれども、これは２年連続でし

てらっしゃって、それで最終的な提言ということでございますけれども、何かその提言

に対しての回答みたいなものはどうされたのかをお聞きいたします。 

首長が替わりましたんで、どういうふうに人材育成持っていくかということはまた今

検討されてる最中だと思いますけれども、こういったことはしないのかどうか、お聞き

いたします。 

それから太陽光発電のほうは、今、申請者は不明でございますけれども、そもそも住

民の方で本当に抽選に漏れた方がいらっしゃいまして、私「非常に悲しかった」という

言葉をいただいておりまして、そうなる前にやはり予算には限りがありますけど、そう

はいってもそんなに何千万も使うわけじゃないわけで、増えたとしても 100 万ぐらいだ

というふうに私は思いますけれども。そうした中で、そういう対策をとろうとしなかっ

た、この住民の声を聞いていただけなかったということは非常に残念でございましたん

で、その辺のところをそういうご意見をいただいてたはずなんですが、住民に対して誠

意ある対応されたのかどうか、お聞きいたします。 

それから公園に関してでございますが、ゼロ円で職員の方が今、検討してつくってい

るっていう、非常にありがたいということでございます。今まで 1,000 万円もかけてき

ましたし、何にするにも補助金をいただいてとはいえ、何千万もかけて計画を策定する

ということは非常に私もいかがかなと思っておりましたので、ぜひともきちんとしたも

のをつくっていただきたいというふうに思います。 

また、町長が「子育ても」ということでもご提案いただいておりますけれども、そう

いうことだけではなく、やはり住民全体が使えるような憩いの場っていうことも、全体

的に必要だと思いますので、いろんな方のご意見を聞くということは大事でございます

ので、ぜひそういうアンケートみたいなことはどうされるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） まず、１点目の人材育成研修の関係でございますけれども、先日の

女性模擬議会の中でもご質問頂戴したところでございます。３町村長への提言というよ

うな形でございますので、回答というよりは、その提言を参考に事業に取り組めるとこ

は取り込んでいくということではないかなというふうには考えているところでございま

す。 
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今後、どうしていくかというところの部分でございますけれども、やっぱりせっかく

これだけの 29 カ月にわたって行ってきた研修の成果っていうのは、これをここで終わ

りにするのはもったいないなというふうには思っているところでございます。ですので、

例えば職員であれば、新たな研修生を仲間として取り込んで、もう少し具体的な方向へ

持っていく方法もあろうかと思いますし、またやっぱり住民の皆さんというのはもう既

に活動も始められているということをお聞きしておりますので、こういった形のものが

将来的には自走していくっていうことが望ましい姿なのかなというふうには思っており

ますけども、いずれにしても、ここでいただいた提言というのは、行政にとっても何ら

かの役に立とうかと思いますので、参考すべき点はしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 補助金の申請の抽選のことをご質問いただきました。 

昨年、第２回・第３回とも予定数を超えて抽選を実施しております。それを受けまし

て、今年度第１回目は、申請のほうを受付しましたが、抽選の方はございませんでした

という状況であります。２回目以降なんですけれども、抽選なければいいんですけども、

もし抽選になった場合に、抽選方法を昨年とはちょっと変えまして、申請者が抽選会に

出席するなどの公平性を考えた抽選方法を検討してまいりたいと思っております。 

また、今年度、地球温暖化対策の実行計画策定する前段としまして、いろんな自然エ

ネルギーの調査を行います。その関係もありますので、この太陽光の発電に関しまして

も計画の中のほうに関係してくるもの等ございますので、またそれも含めて検討してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 公園の長寿命化について質問をいただきました。 

議員おっしゃられるように、子どもだけではなく誰もが使える公園というのは、やは

り重要なことだと考えております。コロナ禍を経まして、確かに公園の利用頻度といい

ますか、利用ニーズというのも多様化して、また多くの町民の皆様、また観光客の皆さ

んが町の公園を使っていただいているのが現状であります。 

その中で、この公園長寿命化計画っていうものを、今、担当課でつくっているわけな

んでありますが、その中でもう１点ご質問いただきました、アンケートは考えがあるか

というご質問いただきましたが、ちょっと今時点では直接アンケート住民にランダムで

出すというのはちょっと考えてませんが、なるべく多くの町民の皆様からご意見をいた
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だくというのはやはり重要かと思っておりますので、今、ホームページとか町の広報と

かありますので、そんな中で意見を募集するとか、例えばですが、そういう方法も考え

ながら、多くの皆さんのニーズを反映できるような長寿命化計画というものをつくって

いきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 人材育成の件でございますけれども、取り込めるところは生かしていた

だけるという思い、答弁いただきました。 

また、自走していくのが望ましいという答弁でございましたけれども、やはりそうは

いっても行政のサポート、これは一番大事だと思います。なかなか民間で行うにしても、

こういった補助金や人的アドバイス、そういったものが必要かと思いますので、その点

のところもよろしくお願いいたします。 

それから太陽光でございますけれども、今のは新築されると太陽光と蓄電がセットに

なっているようなのが流れというふうに私聞いております。ましてや、若者住宅祝い金

もございますし、その辺を絡めたもっと補助のやり方っていうのも検討していただく必

要があるかと思いますので、今後お願いしたいと思います。 

補助金を今、申請されて、検討してらっしゃるということでございますので、よろし

くお願いいたします。 

また、公園につきましては、計画書が策定されますとパブリックコメントなんかもさ

れると思いますので、ぜひとも今なんか松川町の公園のイメージっていうのはいまひと

つ皆さんに理解されてないような気がいたしまして、むらやま公園は非常に良くて、県

外・町外の方からも羨ましがられるようなところございますけれども、小さな公園なん

かもぜひとも明るい使いやすい公園にしていただきたいと思います。 

要望でございますけれども、答弁ありましたらお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 人材育成プロジェクトの関係ですけども、特に住民の皆さんの活動、

おっしゃるとおり、何らかのサポートは必要かなというふうには思っております。ただ、

やはり私個人とすると、この地域のことを考えての提言をいただいたと思っていますの

で、本来であれば、この３町村だけが今後続けていくんじゃなくて、南信州広域連合と

かそういったステージで展開していくのが一番望ましいのかなというふうに思いますけ

れども、なかなかそれも広域連合との関係もございますので、今後そういったような働

きかけもしながら、町としてできるサポートはしていきたいなというふうには思ってお



 －48－

ります。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 住宅用の新築に係る太陽光、また蓄電池の補助金の関係でござ

います。 

今現在、松川町の補助金制度としまして、住宅用の太陽光、それから蓄電池に関しま

して、それぞれ上限はございますけれども、セットで申請していただきまして、太陽光

設備、それから蓄電池設備、それぞれに補助金のほう補助させていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 原建設水道課長。 

○建設水道課長（原 高広） 公園についてであります。 

ちょうど先日の 8月 23 日の日に行政評価委員会というのが開かれました。その中で、

公園の話題が多く出されました。まさしく議員がおっしゃられるような意見が出ました。

「公園の周知が足りないんじゃないか」とか、「何かどの公園にどんな施設があるのか分

からない」とか、「案内看板が足りない」とか細かい点までたくさん意見をいただきまし

たので、そういうことも含めまして、多くの皆さんがより良く快適に使っていただける

公園にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） それでは、先ほどの中で申請件数の部分が不明でありますので、休憩を

挟んで午後の一番で報告できるようにお願いします。 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

松井悦子議員。 

○１３番（松井悦子） それじゃあ、ほかの方はないようですので、質問させていただきたい

と思います。 

未収金の問題ですね。滞納の問題です。昨年より若干減ったけれども、7,000 万余の

滞納があるということ、これ大変大きな金額ですので、税の公平性ということから考え

ていかにこれを回収できるか、払っていただくかということは大きな問題だと思います

ね。滞納整理機構なんかももちろん利用されておるとは思いますけれども、なかなか思

ったほどの効果が実績が上がらないのではないかなあというふうに推察をいたします。 

○議長（中平文夫） ちょっとすみません。ページ数はどこを見ればいいですか。 

○１３番（松井悦子） ページは監査意見書の８ページですね。 

○議長（中平文夫） ８ページでいいですか。 

○１３番（松井悦子） はい。 
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この滞納額をいかに回収するかということについて、まずどのようにされておるかと

いうことで、大体想像つきますけれども、どんなふうにして１年間取り組まれたのかと

いう、そのことをお聞きをしたいというふうに思います。 

それからもう１つは、先ほど来、出ておりますけれども、人件費の問題ですね。人件

費、数値が人件費は 10 ページですね。10 ページで先ほど令和２年からグッと数字が上

がったが、これは物件費であったのが人件費のほうに振り分けられたので数値的には上

がったというお話で、おそらくそれとやっぱりコロナのちょうど真っ只中にここが当た

りますので、そういった臨時雇用した場合の人件費とかそういうものを含まれておると

いうふうに思います。 

今後についての考察を少し伺いたいなと思うんですが、まず水道とか下水道とか、ま

た最近では国保などがありましたね。１人体制で当たっているのでどうしても業務ミス

が生じてしまうと、そういう説明を何度もお聞きをいたしました。そうだろうと思いま

す。そしてまた、なかなか職員の方も忙しい状況があると。残業もしておられるようで

すし、そういったことで監査委員さんは「数字からいうと人件費を引き下げるべきだ」

というふうに言われておりますけれども、数字だけで結局それが住民サービスの低下や

職員の労働環境の低下につながるようなことになっては数字ばっかり下げていっても良

くないと、そういうふうに思うわけで、今後については次年度以降に向けてどんな考え

を持っておられるかということで、先ほどザッとはお聞きしましたけれども、こういっ

た点はよくよくこの住民サービス、それから職員の労働環境ということを考えますと、

いかに効率的に人事体制をとるかという、そこのところが非常に重要だなというふうに

思います。人数が多ければ多いだけいいというものではないが、しかしながら、そこの

兼ね合いですね。それとどうやったら必要最低限の人数で効率よく回せるかという、そ

このところを、しっかり見ていかなければならないのではないかというふうに思います。 

以上、２点お願いします。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 町税の未収金の関係でございます。 

意見書の８ページにつきましては、総括ということになっておりまして、個々の内容

につきましては同じ意見書の 13 ページを御覧ください。こちら町税のそれぞれの現年、

それから滞納繰越分の収納の状況がございます。また、国民健康保険税につきましては、

17 ページを御覧ください。17 ページの一番下の表が、国民健康保険税の収納状況という

ことになっております。 
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まず最初に 13 ページの町税の現年分に関しましてですけども、未納者につきまして

は 305 名、それから金額につきましては 1,184 万円でございました。町税を未納されて

いる方につきましては、どうしても滞納金額を一度に払えないという方につきましては、

分納誓約という方法で計画的な納付のほうを進めておるところでございます。また、本

人が支払えそうな金額を毎月継続して納付いただくという方法になりますが、この分納

誓約をすることによりまして、毎月一定の収納を確保するというような内容になってお

ります。 

また、一方、悪質なものにつきましては、差し押さえ等の対応をさせていただいてお

りまして、こちらにつきましてはすみません、ちょっと資料が変わりまして、家計簿の

40 ページになります。40 ページの２番の賦課徴収費という目の中の一番下、滞納処分と

いう欄になります。滞納処分件数ということで、差し押さえによる延べ取り立て件数と

しましては９件、それで換価充当額としまして 174 万円ということで、内容的には給与

ですとか、年金、それから不動産の差し押さえ等で対応させていただいているところで

ございます。 

また、滞納整理機構につきましては、その下の行になります。移管件数が６件になり

まして、徴収実績としましては 349 万７千円ということで、６件のうち３件が完納とい

うことになっております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） まもなく 12時になりますけれども、今 10ページの人件費の件の答弁を

午前中に行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは答弁、米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 人件費のことでご質問を頂戴しております。 

やはりその１人体制のところもあるというようなことで、これはもう先ほどの答弁と

かぶるところがあるんですけれども、やはり組織を効率的に動かすということに関して

は、課や係の統廃合というのは考えなくてはいけない。縦割りではなくて連携ができる

組織体制を考えていく必要はあるかなというふうに思っております。 

それから、これとは別で今、進めておるところとして、例えば水道事業なんか例にと

りますと、現在３人体制で夜間・昼間問わず当番制で当番に当たっておりますけれども、

それを何か警報が鳴ったときに役場まで来て機械を操作するんではなくて、例えば自宅

にいながらスマートフォンを使って操作ができるような、そういったようなことによっ

て、普段の軽減もできるかというふうに思いますし、あるいはまた別に介護保険の関係
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でも、今、介護予防サービスの計画書の作成についても、事業所のほうに委託できる部

分については、一部を外部に発注をしているというようなこともございます。そういっ

たようなことで負担の軽減も図れるかというふうに、外部委託ということで図れるかと

いうふうに思います。 

また、先ほどちょっとお話しました。どうしても年間を見ると波がございます、各課。

それで例えば封筒詰めのような、本当に単純な作業については、そういった外部のほう

へ委託を発注するということもできますし、これはほかの県だとかほかの自治体も取り

入れられているところですけども、調整官っていって、その組織全体を見渡しながら、

今ここの部署が忙しいからここの部署が少し手が空いているからっていうことで、人を

臨時的に移動させるとかっていうところを見る、そういった専門の職員を置いて、調整

を図るっていう部分もございますので、そういったところもまた参考にしながら負担が

かからないような形で、また人件費も抑えれる部分はそういったものを活用して抑えて

いける方法があるのではないかというふうに、そんなことも考えているところでござい

ます。 

○議長（中平文夫） 松井議員の質問の途中ではございますけれど、これより休憩をとりたい

と思いますけど、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） ご異議なしと認めて、こちらデジタルの時計で１時までを休憩といたし

ます。 

暫時休憩をお願いします。 

 

休  憩  午後 ０時０１分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（中平文夫） それでは定刻になりましたので、会議を再開したいと思います。 

午前中に米山郁子議員から質問のありました、太陽光発電・蓄電設備設置費用等々の

件について申請の数等々について、まだ答弁がなされておりませんので、その答弁をお

願いしたいと思います。 

伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 午前中に質問のございました、太陽光、また蓄電池の設置申請

補助金の昨年の申請者数なんですけれども、全部で 53 件になります。 
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お願いします。 

○議長（中平文夫） はい 53 件ということであります。 

米山郁子議員、何かありますか。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 53 件申請がありまして 33 件に交付されたということでよろしいわけで

すよね。 

そうしますと 20 件の方が抽選漏れしたために、交付金いただけなかったということ

でございます。 

非常に結果的に何のための交付金だか分からないような状態になっております。 

また、この 20 件漏れた方にどのような対応をされたのかお聞きしたいんですけれど

も、通知だけ郵送で送られたんですか。 

それちょっとお聞きいたします。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） すみません、実際にどのような方法で連絡を差し上げたかって

いうのはちょっと把握しておりませんが、何かしらの方法で本人の方には不採択だった

ということは連絡させていただいていると思います。 

すみません、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） また後でよろしいので教えてください。 

○議長（中平文夫） どのように対応したかは、また後で連絡をいただきたいと思います。 

それで先ほど松井悦子議員の質問が１回で終わっておりません。続きをこれから始め

たいと思います。 

松井悦子議員。 

○１３番（松井悦子） 議長のほうからは決算認定なのであまり要望めいたことを言うなとい

うふうに言われておりますけども、若干要望めいたことも入りますが、ちょっとご容赦

をいただきたいとそんなふうに思います。 

滞納のことに関してですが、多額の滞納があるということの中で、件数、金額は示さ

れておりますけれども、件数が分からないということで、全件についてそれぞれに把握

をされておって対応されておるのかどうなのか、ちょっとその辺をお聞きをしたいと思

います。 

○議長（中平文夫） 今のページ数どこですか。 
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○１３番（松井悦子） それは８ページですね。 

それで人件費のことについても、いろいろ今後について先ほど説明をいただきました。 

各課調整官っていうんですか、調整をするどこが忙しいかということころ見てそっち

へ職員を配置をするとか、そういったこともいいことだと思います。時期によって年度

当初とか、それから決算時期とか、いろいろそういったことで集中的に忙しくなるとこ

ろ、ときがあると思います。そういったことをやっぱりうまく配置ができるといいんだ

ろうなというふうに思います。 

１つ、今、非常に任期付きの雇用について身分が結構されておりますけれども、やは

りそういう採用の仕方は人件費の抑制には一時的になるかもしれませんけれども、採用

された方、それからまた採用したほう、町にとっても、絶対とは言いません、あまり長

い目で見るとロスが出てしまうんじゃないかと。要は１人の正職員の方をきちんと育成

養成して、熟度を高めていただいて業務に当たっていただくと、そういうことができる

だけできたらいいなと、そんなふうに思います。言ってみれば２人の任期付の職員を採

用するよりも、１人の正職員を採用してくという、そういう方法ですね。そんなふうに

結果的にそれが長い目で見ると町の職員の質ということにつながり、それがまた効率化

にもつながり、逆に人件費の抑制にもなっていくとそんなふうに思いますが、そんな考

えについてはどのようにお考えになりますでしょうか。 

２点お願いします。 

○議長（中平文夫） 伊藤住民税務課長。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 滞納者の人数の把握につきましてのご質問かと思います。 

人数の把握につきましては、町税の現年分につきましてですけれども、305 名で金額

が 1,184 万円と。また、国保税につきましては、こちらも現年分になりますけれども、

79 名で金額が 427 万円でございます。 

また滞納繰越分なんですけれども、こちら現年課税分のほうと人数に関しては重複し

ておりますので、参考までという数字になりますけれども、町税のほうが 246 名、それ

から国保税のほうが 83 名ということで、人数ですとか世帯ですとか人については担当

課としては把握しております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 会計年度任用職員の正規雇用にというようなところのご質問でござ

いますけれども、町といたしましても、会計年度任用職員から正規の職員になった過去
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には事例もございまして、社会人枠というような形で入って応募していただいてるとい

うところもございます。 

やはりそれ、昨年度も確かお答えしたような気がするんですけども、働き方っていう

のは個人の考え方がございますので、そこは尊重させていただきたいんですけれども、

そういった道もあるということでというふうにご理解をいただければというふうに思っ

ております。 

○議長（中平文夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） 不納欠損額が 396 万余と、大変大きな金額が欠損として計上されてい

くということで、できればそういう状況にならないように、やむを得ない場合ももちろ

んありますけれども、税の公平性ということから考えるとできるだけ少ないほうが良い

という。 

ちょっと素人考えですけれども、担当課が通常の業務をこなしながら、ここにも書い

てありますけれども、訪問集金だとかそういったことをするということは非常に負担だ

ろうというふうに思います。行って一度でお会いできるとは限らないし、何度も訪問し

なければならないという状況も生まれるだろうと思いますし、そうすると当然まして昼

間はないということになると夜間の訪問ということになって、非常に負担が大きいだろ

うというふうに思います。この住民税務課担当者がチームを組んで２人１組くらいで行

かれるんじゃないかと思いますけれども、こういうところを専門の人を雇用する。１人

というのは、とてもこの仕事内容からして無理があると思いますので、２人ないし３人

雇用して専門にやっていただくという、そんなようなことはいかがかなと提案をするわ

けであります。 

それと、もう一つのほうの人件費の抑制のほうですが、大分言い尽くしました。一番

言いたかったことは、数字にとらわれるばかりではなくて、効率的な人事体制にしてい

ただけると、せっかくの人件費が生きてくるという、そういうことだろうと思いますの

で、その辺り、次年度に向けてもう一回再度しっかりと精査をして執行していただきた

いとそんなふうに思います。 

不納欠損のほうの今、人事のことについてちょっとお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 人件費のことに関しましては、先ほど加賀田議員からもご質問ござ

いましてお答えしたとおりでございますし、今、松井議員からのご提案も頂戴しており

ます。 
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やはり自分の持っている、職員が持っている力を引き出すことによって、効率的な業

務というのが可能になってくるかと思いますので、そこら辺を総合しましてまた内部で

相談しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

星野議員。 

○１番（星野光洋） 家計簿の２ページ、ＭＭＭプロジェクトについてちょっと質問させてい

ただきます。 

この中に、社会性と事業性を両立させたコミュニティビジネスの創出など中山間地域

の自立分散型生産社会の構築とあります。ＭＭＭプロジェクト、令和３年度から行われ

たということで、この自立分散型生産社会っていうことについて、どういうふうにこの

ＭＭＭプロジェクト、貢献されたかということをちょっとお考えがございましたらお伺

いしたいと思います。 

あともう１つ、同じく家計簿の 15ページ、まちづくりセンターのことでございます。

既存の体験プログラム 11 個あるということで、地元観光という視点というのはすごく

面白い視点だなと思いますが、その中で新しく学びの旅や、オーチャードレストラン、

サイクリングツアーなどが新しいプログラムとしてつくられたということでございます。

既存の体験プログラム、令和４年度どのぐらいの実績があったか、または新しいこのプ

ログラムの実績等もちょっと教えていただきたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご質問いただきました、家計簿の２ページ、中山間地域

の自立分散型生産社会の仕組みづくりの部分で、ＭＭＭプロジェクトのご質問いただき

ました。 

この中山間地域、特に現在ＭＭＭ活動しております旧東小を中心に活動しておるわけ

でございますが、その周辺の地域、特に生東地域を含めた地城生田地域になろうかと思

いますが、そこの部分の木材を活用した取組を始めてきております。この木材を加工し

て製品にしていくということで、この中山間地域、特に生田の特産の木、木材をこうい

った生産者会の活動に生かしていけるっていう取組をしてきております。この地域おこ

し協力隊、また地域活性化起業人が関わり、また地域の子どもたちのアイデアをいただ

きながら、それぞれ取組を始めてきております。 

また、いろんなご意見を取り入れながら、定着につながるような取組を考えてまいり



 －56－

たいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 観光地域づくり推進事業の関係でご質問をいただきました。滞

在交流プログラムの実績について、令和４年度どうだったかというようなご質問だった

かと思います。 

主なものでありますけれど、新たな開発したプログラムの関係では、まず学びの旅で

あります。学びの旅におきましては、受入れ校が８校であります。来訪者数が 158 名に

なります。 

それからオーチャードピクニックであります。こちらのほうは昨年度８月から販売を

開始しましたけれど、利用者数におきましては 95 名であります。それからオーチャード

レストラン、こちらのほうは 10 月から販売開始いたしましたが、利用者数が 79 名でご

ざいます。 

それからそのあとの醸造所ランチツアーというものを冬場に企画したわけであります

けれど、こちら２月の販売開始で利用者数が 26名ということでございます。 

それから「あそびの楽校まつかわ」の関係でありますけど、こちらにつきましては延

べ参加者数が 739 名というような数字であります。 

滞在交流プログラムの販売の実績としましては、販売額としまして 152 万７千円とい

うような数字の実績でございました。 

お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

ＭＭＭプロジェクト、こちらのほう３年間の予定というふうにございます。令和３年

度からとなりますと、３、４、５と来年で終了かなというふうに思われますが、今後Ｍ

ＭＭプロジェクトどういうふうになっていくのかなというようなことを、ちょっと計画

ございましたらお伺いしたいと思います。 

あと地域づくり推進事業のまちづくりセンターの件でございます。 

地元観光というような視点っていうのでございますが、こちら、例えばご利用されて

いる方、地元の方とそれ以外の方で何か割合等、分かりましたら教えていただきたいと

思います。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 



 －57－

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご質問いただきましたＭＭＭの今後でございます。 

引き続き、地元の木材を活用しながら、地域の皆さん、特に子どもさんですとか地域

にお住まいの方、またそれぞれ町内外含めまして、この木材が活用をしていくような体

制を支援してまいりたいと思っております。 

また、この関わっていただいている地域おこし協力隊の方の定住も一つのミッション

の一つかなと思っていますので、この木材の加工をしながらあそこに住んでいただくよ

うな支援もしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） このプログラム参加の町内地元の人、それから地元外の人、そ

れぞれの割合というようなご質問いただきましたけれど、すみません、ちょっと数字を

今持っていませんので、またまちづくりセンターのほうに数字のほうを確認させていた

だきまして、ご報告させていだきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） すみません、１点お願いしたいと思います。 

家計簿のＰ38 になりますけれども、総務管理費、防犯費のところにありますけれども、

防犯灯電気料ということで 1,197 か所、468 万３千円という金額が載っております。１

か所で割ると大体 3,900 円くらいになるかと思うんですけども、でもこれは全てがＬＥ

Ｄになっている状況かどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 正確な数字は把握できておりませんけれども、ほぼという形でＬＥ

Ｄ化はされているということになっております。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） 最近はＬＥＤに加えて街頭にソーラーパネルをくっつける、あるいは加

えるという形で、より電気代を安くできるようなタイプのものがございますけれども、

そういったタイプへの換装というか交換はお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） やはりこの家計簿のところにございますように、468 万３千円とい

う金額がかかっておりまして、昨年度 360 万ほどでございましたので、やはりその物価
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高騰のあおりを受けてのそういった費用の出費というのは出てきているわけでございま

して、今おっしゃいましたようにソーラーパネル型の防犯灯というのはご提案としては

いいと考えております。 

考えられるとしますと、現在ＣＯ２の抑制に関する計画の策定ということで今年度進

めておりますけれども、来年度こういった方向性を出す中で、こちらもその対象になっ

てこようかというふうに思いますので、その折にはそういった形での切り替えというの

はできるかなというふうには考えているところございます。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁いただきました。 

温暖化対策、またゼロカーボンの一つの目安になるかと思いますので、ぜひまたお願

いしたいと思います。 

また、防犯灯に関しましては、「大島区でも割と大きな道でも全然まだ防犯灯がなくて

暗くておっかない」っていう意見もいくつかお聞きしておりますので、また防犯灯の新

設に対してのお考えもお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 町内の防犯灯の設置基準がございまして、およそ 100 メートルの間

隔で設置をするということになっております。その中でももう少し間隔を狭くというこ

とになりますと、それは指定防犯灯というような形で設置費用とあと電気料については、

地元自治会さんのほうで８割をご負担いただく中での増設をするということができます

けれども、そういったご負担もいただかなければなりませんので、設置に関してはそう

いった地元自治会とのご相談もさせていただきながら、増やしていくことは可能かとい

うふうに思っております。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 国保会計の決算のほうでお願いします。国民健康保険税の事業特別会計

ですが、25 ページ。 

○議長（中平文夫） 何ページですか。 

○３番（米山義盛） 25 ページです。特定健康診査等事業事務費です。 

これで、不用額で委託料が 427 万８千円何がしから出てます。これの不用額の説明を

見ますと、特定の特定健診の受診者が予想を下回ったためという説明があります。昨年

度の決算においても 400 万ぐらいの不用額を出していると思いますが、この見込みがや
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っぱり下回ったということは昨年度に続いて同じぐらいの額が不用額というふうに出て

るということについて、何かしらの改善等はあるのでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 特定健診の不用額が毎年同じぐらいの額で、改善が見られない

というご質問いただきました。 

おっしゃるとおりかと思います。特定健診、最後に２月に行うので、その２月の日を

期待を持って残しておいて、３月の補正予算のときには減額できないというのが現状な

んでございますけれども、コロナを経まして、やはり出てきていただく方々を少し多く

見込んでいるということと、期待を持って多く見込んでいるというところが現状でござ

います。 

昨年度より徐々に保健師を増員しておりまして、今年度６名の保健師と１名の管理栄

養士を抱えておりますので、積極的な受診勧奨というのをしていきまして、受診者を多

く増やす努力をしてまいりたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 関連してですが、もうこれは特定健診の国民健康保険税特別事業の中の

健康保険特定健診ということで、それ以前のことは流れとして、受診率が一定段階、400

万ぐらいの去年、一昨年と２年続けてそれくらいの不用額という、受診率がなかなか上

がらないということは、それ以前の傾向も分かりますでしょうかね、それ以前というか、

予算をつくる際の基準のときにもこの不用額がこれだけ出るとしたら、予算を組み立て

るときに少しそこら辺は考慮するか、もう少し受診率を上げるためのやっぱり取組も必

要かなというふうな思いがいたします。いかがでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 受診率につきましては、おおむね 60％前後を推移しておりまし

て、大幅にもうちょっと上げることができないかということを、昨日、保健師が出席し

たヒアリングみたいなところでも言われておるところでございます。 

松川町はもう少し余力があって、もう少し次の受診率を上げることが可能ではないか

ということをご意見頂戴しておりますので、国からの助言を頂戴しながら、努力できる

ところっていうのを改善してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

米山郁子議員。 
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○５番（米山郁子） それでは監査審査の意見書のほうの 31 ページをお願いいたします。 

奨学金の貸付基金でございますけれども、償還金の滞納が非常に令和４年度は少ない

ということで私は驚いておりまして、平成 29 年から調べましたら４名から８名いらっ

しゃいまして、20 万から 30 万の滞納は発生しておりましたんですが、今回２万５千円

ということで、これはどういうような状況でこの滞納がなくなったっていうことに関し

てお分かりになってるかどうかお聞かせいただきたいのと、それからその下の土地開発

公社の基金の件でございますけれども、下のほうの文章に「町の政策等の動向を踏まえ

て、町有地等の利活用を積極的に検討します」というこの文言が書かれておりましたの

で、今、監査委員に確認しましたら、「監査の意見ではない」ということで、そもそも町

有地をわざわざ土地開発公社が活用するっていうのはおかしなもんで、町の土地を開発

公社が買って活用するってことなんでしょうかね。ちょっとそれをお聞きしたいなと思

って、すみません、ちょっとなかなか私も知識がないもんですから教えていただきたい

と思います。 

２点お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） １つ目の奨学資金の貸付金の返済、償還金の滞納に関してなんで

すけども、４年度につきましては、２件、１万５千円と１万円の滞納がありました。 

これにつきましては、現在５年度に入りまして償還のほうが済んでおる状況でありま

す。 

すみません、それ以前のちょっと件につきましてはちょっと今、把握できていない状

況です。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） 松川町土地発基金につきましての下段のコメントの部分

でございますが、当課のほうで土地開発公社持っておりますので、この部分で記載をさ

せていただいたということでございます。 

令和４年度につきましては、特に土地開発公社を使った事業を行っておりませんので、

昨年くらいまでは「事業を行っておりません」みたいなコメントが書かれていたかとは

思いますが、令和５年度に向けてということで、町有地をなんとか空いたまんまでなく

て、この土地開発公社等を活用する計画も進めていってほしいという引き継ぎや、町長

の思い、またそういった方の公社の理事会等の意見を聞きまして、この部分に記載をさ
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せていただいております。 

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 詳細は分からないということでございましたので、もし就職希望としま

しては、やっぱりふるさと学費応援補助金制度が 27 年だか 28年から設立されまして、

そういう効果があったのかなって思いましたんですよ。地元に就職していただいく方が

増えて、それで返済が不要になった。そういうことが実績が増えれば喜ばしいことでご

ざいましたので、それを私もちょっとこの数字見て期待したんですけれども、ちょっと

その辺調べておいていただきたいと思います。 

それと土地開発公社ですけれども、やはり規定がございます、きちんと。土地開発公

社はどういうものをするべきか、どういう手順で何をしなければいけないか、やるべき

こととやってはいけないことは決まっておりますので、その辺のところをしっかりと見

極めて、文書にも書いておいていただきたいし、やるべきことをきちんとやっていただ

きたいというふうに思います。 

一般質問になってしまうので、私はもうこれでおしまいにしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 答弁はいいですか。 

○５番（米山郁子） はい。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） ないようでありますので、これで質疑を打ち切りたいと思います。 

先ほどの中で何点か答弁漏れがありますので、３件ほどありますので、その件に関し

まして後ほど休憩を挟んでのところで結構ですので、回答できるようにお願いしたいと

思います。 

それではこれで質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

討論を終結し、採決を行いたいと思います。 

議案第２号から議案第９号まで一括して採決を行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 
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それでは採決を行います。 

議案第２号から議案第９号までの令和４年度各会計決算の認定について、認定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（中平文夫） 全員起立であります。全員賛成であります。 

よって、議案第２号、令和４年度松川町一般会計歳入歳出決算認定について、議案第

３号、令和４年度松川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第

４号、令和４年度松川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第５

号、令和４年度松川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６号、

令和４年度松川町発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７号、令和４年

度松川町水道事業会計歳入歳出決算認定について、議案第８号、令和４年度松川町下水

道事業会計歳入歳出決算認定については、議案第９号、令和４年度松川町信州まつかわ

温泉清流苑事業会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり認定することに決定い

たしました。 

 

◇ 議案第 10 号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について 

◇ 議案第 11 号 令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 12 号 令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 13 号 令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第 14 号 令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 15 号 令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 16 号 令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 17 号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）に

ついて 

○議長（中平文夫） 日程第 13、議案第 10 号、令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）

について、日程第 14、議案第 11 号、令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１回）について、日程第 15、議案第 12 号、令和５年度松川町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１回）について、日程第 16、議案第 13 号、令和５年度松川町介

護保険事業特別会計補正予算（第２回）について、日程第 17、議案第 14 号、令和５年

度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第 18、議案第 15 号、令

和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について、日程第 19、議案第 16 号、
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令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について、日程第 20、議案第 17

号、令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）についてを

一括議題といたします。 

説明を求めます。 

黒澤副町長。 

○副町長（黒澤哲郎） それでは補正予算について説明をさせていただきます。 

＝ 議案第 10 号・第 11 号・第 12 号・第 13 号・第 14 号・第 15 号・第 16 号・第 17

号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより議案第10号から第17号までについて、一括して質疑を行いたいと思います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） すみません、一般会計補正予算の 23ページをお願いいたします。 

障がい者福祉費ということで、今回１億 2,212 万５千円の増となっております。結構

大幅な増額ということで、全協の資料でも載っておりましたけれども、コロナが明けて

本来の仕事量に戻ってきたのかなと推察するんですけれども、詳細をお願いしたいと思

います。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 一般会計の 23 ページの障がい者福祉費の増額でございますけれ

ども、主には自立支援給付でございまして、今年度当初予算で減額されておりましたも

のを、今年度の今までの経緯とそれから今後の３月までの支出の見込みを計算して必要

な額を計上したものでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） そうしますと、この合計した４億 3,500 万くらいで年度末までいけると

いう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ご質問いただきました。 

なるべくこのような推移ができるようにしてまいりたいと思いますけれども、まだ半

年ございますので、また推移で伸びてきたときには３月補正予算等で増額、または減額
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の補正をさせていただく予定はございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） 今回の増額の補正ですけれど、財源が国と県の支出金が８割９割という

ところですけども、もし次回の補正をするとしてもまた国と県の補助があるという考え

でよろしいでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） はい、そのとおりでございまして、主に自立支援給付というの

は国で定められた比率がございまして、国の負担、県の負担、町の負担というのが決め

られたものがございますので、その分だけは頂戴できますし、減額になったときは減額

させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 一般会計の補正予算の商工費です。ページで言いますと 30 ページです。

30・31 に関わってですが、その観光費ですので 31 ページです。 

観光地域づくり推進事業ということに関わって、それと及び清流苑支援事業に 830 万

円、それから観光地域づくり支援事業ということで 3,066 万７千円が補正に増額されて

います。それもう少し説明していただきたいというのと、ちょっとその上です。その上

の商工費の商工総務費で人件費が 348 万の減額補正してあります。これについても説明

お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それではお願いいたします。 

まず観光施設ＰＲ事業ほかということで 400 万円計上させていただいております。こ

れは先の８月 28 日の全協の折に、デジタル田園都市国家構想の交付金の事業の中で説

明させていただいた部分でございます。その中で、観光交流コンテンツ企画造成事業と

いうことで、デジ田のほうで採択された 1,000 万円、それからバーチャルツアーを活用

したＰＲ事業ということで100万円、この２つで1,100万円だったわけなんですけれど、

前回の６月補正のときの 700 万円をこれを財源に充てるということで、その 700 万円を

の補正になるわけでありまして、その部分でございます。 

こちらの内容としましては、一つはバーチャルツアーということで、360 度カメラや
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ＶＲカメラを活用して、それらを観光スポットをそういう３Ｄみたいな形で見れること

で、新たにＰＲの強化を図っていきたいという事業。それから観光交流コンテンツのほ

うは、ガストロノミーツーリズムですとか、いろいろな様々な交流プログラムのほうを

企画し、またそれを広報プロモーションをかけていきたいということの内容でございま

す。 

続きまして、キャンピングカーの関係であります。キャンピングカーステーション等

観光コンテンツの施設整備ということで、こちらもデジ田の交付金を使った新しい事業

になります。あのときにも説明させていただきましたけれど、キャンピングカーを町内

観光施設でステーションを設置することで、県外から町の自然の中で体験をしてもらえ

るような、そういうような場所を設置したいということで、ＤＭＯへの補助金という形

で考えております。 

それから最後に繰出金ということで、清流苑支援繰出金の増ということでございます。

こちらにつきましては、清流苑のほうへの繰出金の内容でありますけれど、内容的には

人事異動の関係が主なものでございます。一つは役場からの正規職員２名分の人事異動

によります補正で 50 万円でございます。それから「まつかわの里」の運営に係るスタッ

フの人事異動がございまして、こちらのほうの補正で 250 万円を予定しています。それ

から繁忙期にアルバイトスタッフのほうに来ていただきましたので、そのところの部分

の増額ということでこちらを 150 万円ほど見込んでおります。 

それからもう１点、清流苑の無料チケットの利用でございますけれど、こちらのほう、

当初予算で 600 万円を計上してございます。これは利用者が１万 7,500 人に対しまして

350 円分の補助をするということで 600 万円の計上しておりますけれど、実際に無料チ

ケットを利用される方々が、昨年の実績で言いますと２万 4,078 人ということで、予算

で予定している人数よりもかなり大勢来てもらっております。また、今年度は、今まで

よりさらにもうちょっと２万 8,000 人ほどを見込んでおりますので、その増加分を町の

一般会計のほうから繰り出していただきたいということで、この金額が 380 万円、合計

で 830 万円というような額でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 説明いただきました。 

観光まちづくりセンターは一般社団法人ということで、町とは独自の法人として活動

をされているわけです。このキャンピングカーのステーション、これが少し高くなるの
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かと思いますが、2,666 万円というふうな観光コンテンツ施設整備補助事業、こういっ

たもの、主には観光まちづくりセンターのハード面での整備というふうなことで、補助

金、デジタル田園都市構想の補助金を使っての補助ということというふうに理解してい

いかと思います。 

観光まちづくりセンターのほうの方向性とか、その方針とか、そういった一般社団法

人としての方針、そういったようなもの等も合致する補助金ということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（中平文夫） 先ほどの質問で１つ答弁が漏れておりますので、それも含めてお願いし

ます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） 最初の質問の中で商工観光の人件費が減額になっている理由をお聞

きをいただきましたので、総務課のほうで人件費一括管理しておりますので、私のほう

からお答えを申し上げたいと思いますが、人数につきましては今回５名ということで当

初と今回と変わりはないわけなんですけれども、４月の人事異動によりまして、新たに

主査から係長に上がった職員がそこに配属になったもんですから、それまでいた係長と

の給与の差が出てまいります。その関係で基本給でしたり期末勤勉手当、それから通勤

手当等が減額になってまいりましたので、その関係で今回こちらに減額となっておりま

す。 

人件費については以上でございます。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） キャンピングカーステーションにつきましてご質問いただきま

した。 

こちらは当初予算の段階で観光まちづくりセンターのほうから要望があって提案を受

けた事業でございました。それでそれをやはりデジ田等の有効な交付金を探して、今回

採用されたということで補正をお願いするものでございます。 

それでキャンピングカーの町内施設へのステーションの整備でありますけれど、これ

はこの中の約 2,000 万円を予定しておりまして、具体的には清流苑とか、梅松苑ですと

か、青年の家ですとか、大きな観光農園みたいなところに、それはこれからまた検討す

るんですけれど、どのようなところに設置いたしましてそこにキャンピングカーで泊ま

っていただいて、自然の中で過ごしていただくというような目的でございます。 

それからもう１つレンタル用のキャンピングカーの導入もしたいということでありま
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して、こちらのほうを 600 万円ほど予定をしております。 

これをつくった暁には、やはりこういうものをサイト運営しているところがありまし

て、「カーステイ」サイトというところがあって、そういうようなところとしっかり連携

を取ってＰＲですとか、一緒になってそういう場所をつくってもらえるように整備をし

ていきたいというような考えでございます。 

○議長（中平文夫） 米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 今の米山総務課長のほうの説明は了解いたしました。 

今の田中課長のほうのそのキャンピングカーですが、これレンタルというふうなこと

で、28 日に説明受けてます。 

レンタサイクルですとかレンタカー、そういったものが観光まちづくりセンターに配

備されて、その需要というか利用料とか、そういう具体的なことは決まっていれば、ち

ょっと説明していただきたいと思うし、どれぐらいの需要がキャンピングカーを借りて、

松川町へ来た人がキャンピングカーを借りてどう活用するのか。キャンピングカー持っ

てる人は自分で運転してきて、それぞれのいろんなキャンプサイトというところで利用

されるケースが多いかと思うんですが、レンタルというふうなものが需要があるのだろ

うか、ちょっとそこら辺分かりかねるので、説明いただければと思います。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） キャンピングカーでありますけれど、こちらの管理ですとか、

活用のほうは観光まちづくりセンターのほうでやっていきたいという意向であります。 

それで特に今、センターのほうから言われてるのは、農園、農園のほうに訪れたお客

さんが、「やっぱりこんな広々とした気持ちのいい農園で自由に泊まってみたい」という

ような声もあるというようなことから、農園の方々からそのような提案なども出てきた

そうでありまして、どのくらいの需要があるかということはまだちょっと数字的には分

かりませんけれど、１台レンタル用のものを持つことで実際に体験してみてもらったり、

またモニター的にやってみるということを考えているところでございます。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

川瀬議員。 

○６番（川瀬八十治） それではお願いします。 

一般会計補正予算の中から 22 ページと 23 ページにありますけれども、まず社会福祉

総務費でありますが、ひまわり乗車券増でございます、123 万円。それと併せて、その

次の 23 ページに扶助費のところ、介護クーポン券の増ということでございます。これは
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467 万円であります。 

この数字見ますと、当初予算が 576 万円に対して 123 万円で約 700 万円ということに

なっております。介護クーポン券につきましては、1,344 万に対して 467 万円で 1,800

万円ということで、これを昨年度に比較するとほぼ同じということでありますので、当

初、骨格予算でありましたので、その分、追加して、昨年並みのことにしたということ

でよろしいのか。まずそこを確認したい。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 川瀬議員からのご質問にお答えいたします。 

川瀬議員のお見込みのとおりでございまして、骨格予算として減額して計上してあっ

た当初予算を、今年度の今までの推移と３月までの収入見込みを見まして、この金額を

それぞれ計上させていただいております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 川瀬議員。 

○６番（川瀬八十治） それでひまわり乗車券についてお聞きいたします 

この使用率等は、先ほど決算のほうで報告があったところを調べますと、使用率 51％

となっております。昨年度は 53.4％、発行総数も含めて６万 5,000 に対して使用が３万

5,000 というようなことになっております。一方、介護クーポンのほうは、使用率が 86.6

で、前年が 87.5、また枚数等も含めて一応使用量については 87.5 という数字が出てお

るわけでございます。この 51.4％についてお聞きしたい。 

まず、その利用者が昨年は 722 名で記載されております。今年度については、ほぼ一

緒かと思いますけれども、ここら辺について１点目と実際に 51.4％は金額ではこうなん

ですが、何人ぐらいの方が使われてるのかなっていうところはちょっと不明な部分があ

りますので、１点目にお聞きしたいですね。そこら辺をお願いしたい。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ひまわり乗車券の使用者については、以前から決算の審査のと

きに様々な議員の方々から、「対象として町が見込んでいる人たちと需要とが見合って

いない」ということをご意見頂戴しておりまして、その結果、今の 50％前後を推移して

いるということでお答えをしてきております。 

御覧いただきますように、65 歳以上の運転はできる高齢者の方にも対象者としており

ますので、その辺りを見直していくということでお答えしておりまして、昨年度につき

ましてはデマンド交通が制度が改正される予定でございましたので、その実行率を見な
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がら改正していくということをお答えしております。 

今年度につきましては、その改正していく検討の段階に現在入っておりまして、デマ

ンド交通「チョイソコまつかわ」の事務局でありますまちづくり政策課の職員の方と相

談しながら、担当者も今現在、新しい制度の対象者について検討している段階でござい

ます。 

今年度中に改善ができるように、また利用者の方々に説明できるような改善を考えて

おりますので、固まり次第、議員の皆様にもご相談申し上げていきたいという計画でお

ります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 川瀬議員。 

○６番（川瀬八十治） 今、課長答弁のとおり「チョイソコ」が発足して、町の中、しょっち

ゅう「チョイソコ」動いているのは見ております。 

それで、正直申し上げまして使用率については 51％となっておるんですが、使ってい

る方はしっかりと使ってる人がおると思います。そこで１万 9,200 円、これが支給の金

額だと思うんですけども、この枚数、割ればいいんですけれども、１枚確か 500 円かな、

そういうふうになっておると 384 枚というような数字で出ておるんですけれども、「チ

ョイソコ」は１回が 500 円というようなことでありますけれども、このひまわり乗車券

については金額が、例えば 500 円の券なんだけど、600 円かかったときに、２枚使うわ

けにはいかないですよね。１枚で 100 円払うという形かと思うんですけども、そこら辺

については町の見解としてどうなのかというところであります。結局、面倒くさいで使

わないというような部分もあるかもしれないですし、正直申し上げまして、この１万

9,200 円これだけいろいろ物価等高騰としておるんで、今後についてはなんか中途半端

な金額でありますので、２万円にするとかそこら辺も踏まえた予算も考えていったらい

いんじゃないか。要するに１人に２万円とか、そういう金額も必要かなというふうに思

っております。 

何を聞きたいかと思いますと、今言うように金額を１万 9,200 円が妥当かどうか。た

くさん使ってる人はしっかり使ってるというふうに私は判断しております。その 500 円

の券がうまく使えるかどうか。要するに 500 円ちょうどなら１枚でいいです。中途半端

な金額もうまく使えるような検討をしていただきたいというところですが、その２点に

ついてお答えいただきたい。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（塩倉智文） ご意見頂戴いたしました。 

現在「チョイソコまつかわ」とひまわり乗車券の併用はしないということになってお

りますので、「チョイソコ」につきましては 500 円をきっちり払っていただいて、ひまわ

り乗車券の権利を持ってる方々にも 500 円をお支払いいただいているというのが現状で

ございます。 

今、改正を考えているものについては、「チョイソコ」で手の届かない地域、つまり町

外の通院補助が手が届かなくて、ひまわり乗車券はそれが使えるというところあります

ので、そこをカバーできるような考え方で、できる限り町内は「チョイソコ」を使って

いただくようなサービスにできないかという検討をしておりまして、ひまわり乗車券の

中でも「チョイソコ券」みたいな形が使えるかどうかも検討の中の一つになっておりま

す。ですから、町外の通院補助が中心で今、考えておりますけれども、免許をお持ちの

方にはもう対象から抜くとか、そういう辺りの条件を絡めながら考えてまいりますので、

まだ固まっておらないところですから、議員の皆様からもこういうふうにしたらどうか

というご意見については、アドバイス頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

金額につきましても、その辺りを精査しておりまして、他の町村では通院補助は本人

の負担額以外全て出しているという町村もあるので、ただ、松川の中から飯田まで通っ

て、自己負担以外の全部約５千円ぐらいかかるタクシーの往復約１万円かかるかと思う

んですけれども、ある一定の金額以上を毎回毎回出すと、１回につき５千円以上の金額

は町が負担しなければならないということもありますので、その辺りのバランスを今、

一番考えているところでございますので、その辺りを他の町村の例を参考にしながら考

案してまいります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 一般会計の 30 ページと 31ページに関わってお願いしたいと思います。 

まず、30 ページの林業振興費でありますが、委託料で町道 304 号線の支障木の伐採と

いうことで 200 万ほどありますが、これはどういう道路工事に関するものか、支障木と

いえば支障木なんですけども、そこら辺の説明をいただきたい。 

それから 31 ページですが、商工振興費の負担金及び交付金で企業誘致対策費で 1,600

万ほど出ております。これは新規の企業に対する対策なのか、そこら辺説明をいただき
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たいと思います。 

それから観光費の繰出金が清流苑の支援事業ということで 830 万ほどありますが、こ

れはどういう清流苑の支援に使われるのか、とりあえずその辺をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（中平文夫） 観光費の件は先ほど清流苑の 830 万円は先ほど説明がありましたけど。 

○１２番（間瀬重男） ちょっと聞き落としちゃった。 

○議長（中平文夫） だからそれをちょっと除きます。ほかのところをお願いします。 

田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それでは２点ご質問をいただきました。よろしくお願いします。 

まず１点目ですが、30 ページの林業振興費の中の委託料、町道 304 号線支障木伐採で

ございます。これは歳入の 13 ページと関連しておるものでありまして、歳入の 13ペー

ジ御覧いただきますと、こちらのちょうど真ん中辺、林業費補助金の３行ありますけど、

３行目のところであります。市町村森林整備支援事業を補助金というものが該当します。

これは県からの補助金の事業でありまして、市町村森林整備において支障木になってい

る、要はライフラインを保全するために支障となっている支障木を伐採できるというよ

うな補助事業でございまして、約 10 分の９、９割補助の事業でございます。 

それでご存じのとおり、町道 304 号線は、広域農道の堤原から下垣外に下りるあの町

道でございます。冬場になりますと、どうしても日陰であれだけの坂道でありますので、

あそこの山側の日陰解消を主といたしまして、75本の材を伐採を計画しておるものでご

ざいます。 

それから続きまして、２点目でございます。 

31 ページの２目の商工業振興費の中の企業誘致対策費であります。こちらの負担金補

助及び交付金の工場等設置事業補助金の増ということで 1,637 万８千円の増ということ

であります。これは補助金が確定したことに伴いまして、増額をお願いするものであり

ます。 

工場等設置事業の補助金につきましては、先ほど議員さんのほうからも言っていただ

きましたけれど、町内に工場を有していないけれど、新たに工場を設置する場合、ある

いは既存企業であっても工場を新設、あるいは移設、あるいは増築、そのような場合に

その建物と新たに取得した土地、それに対しまして３年間でありますけれど、土地や建

物の固定資産税の年相当額を補助するというものであります。 

それからもう１点は償却資産の関係であります。機械ですとか装置でありますけれど、
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１台 300 万円を超えるような償却資産を購入した場合には、そこに関わる税金に相当す

る部分を補助するという制度でございます。 

これら税のほうが確定したことに伴いまして補助金のほうも確定ということで、今回

増額をお願いするものでございます。 

○議長（中平文夫） 間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 林業振興費については、広域農道の上大島から下へ下りるあの急な道

路の界隈の伐採ということで結構 75 本ということで分かりました。やはり冬場対策等々

について必要な経費だと思います。 

それから 31 ページの企業誘致対策費についても、やはり新規に工場を造ったり、また

高額な機械と設置する等、対策費に使われるということで、補助金また交付金を活用し

ていただくということで計上されたということで、これらについても有効に活用してい

けるということで非常に有効な補正だと思っております。 

質問に対してはよく分かりましたので、以上であります。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） １点だけ、一般会計 27 ページです。日赤への補助ということで１億

2,000 万についてお伺いいたします。 

もうこれは毎回やっていることでありますし、逆にこれがないと日赤もこの地での営

業が難しいということで、この金額に関しては理解したいと思っていますが、とはいえ

やはりこんだけの金額出すわけですから、毎回一定の要求を相手にも伝えていくべきか

なというふうに思っております。 

今回の１億 2,000 に先立ちまして、先方にどういうふうな要望、要求を出しておられ

るのか、それを教えてください。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 下伊那赤十字病院とは、保健福祉課と向こうの事務者レベルで

毎月１回の定例会ということを持っておりまして、情報交換をしているところでござい

ます。今回９月の段階で計上する前にも、協議会やそれから運営協議会を持ちまして、

様々な要求を申し上げているところでございます。 

まず、今回、町から差し上げる補助金につきましては、ぜひ町から補助金が出ている

んだということを日赤の中でも示していただけないかということを申し上げておりまし

て、まだ導入されていない電子カルテの導入だとか、それから今、お名前で患者の呼び
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出しがあるんですけれども、他の病院のように番号呼び出しにできないかとかそのよう

な要求を申し上げております。そういうシステムを導入されたときには、このシステム

を町の補助金を使っておりますみたいな宣伝がされるように、町の皆さんの税金を使っ

て日赤病院を支えているんだということをＰＲしていただくような要求をしております。 

以上でございます。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） そのような要求がなされていることで結構でございますが、毎回毎回

いろんな要求を出されていると思いますけども、それに対してのこの反応というかレス

ポンスというんですかね、じゃあ、要求を実現してくれるというふうな、過去そういう

ふうな形での積み上げがずっとあったんでしょう。そうすると、今回は例えば今おっし

ゃった電子カルテとか番号呼び出しとかの病院のＤＸについても、こちらのほうの要望

としては伝えてありますので、近い将来実現するだろうというふうな考え方でこの１億

2,000 万を出すんであれば、そういう方向で間違いなく動いていくだろうという理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 下伊那赤十字病院につきましては、近年までずっと赤字でござ

いまして、コロナになりまして患者を受け入れたことによって黒字に転換しているとい

うのが現状でございますので、今までの補助金につきましてはやはり赤字補塡になって

いったというのが現実かと思っております。 

今後につきましては、コロナが終了していきますと、やはり医療の部分について宣伝

をして多くの患者さんを呼び入れていただくということも必要になってまいりますので、

それがＤＸにつなげてほしいというような要求をしております。 

前向きに検討していただけるということで、電子カルテにつきましては近年中にとい

うお答えはいただいておりますけれども、また連絡会だとか町長がお会いできる機会と

かそういうところでさらに要求してまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 冒頭で申し上げましたように１億 2,000 万、この１億以上のお金を毎

年一般会計から出し続けているという関係がずっと続いてるわけです。それに関しては、

先ほども申し上げたように、日赤本体でも整理縮小しようとしてる中で、やはり松川町

に日赤があるということ自体が、日赤という組織の中ではかなり、言葉悪いですけども、
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人口の少ない地域でありますので、真っ先に引き上げられてもおかしくないような懸念

もあります。そういう意味でも１億 2,000 万の意味はあると思うんですけども、ただ額

が額ですんでね、やはりそういうふうな形で町としてしっかり要求すべきことはしっか

り要求して、それを確実に実現していただくというふうなことは必要かなと思っていま

す。 

そういうふうな形で、毎年今言った運営協議会の中とかでもあると思うんですけども、

やはりそのプロセスを明らかにして、例えば町民へきちっと広報をするとか、今年は１

億 2,0000 万出しますけど、こういうふうな要望を日赤に伝えましたと。日赤にかかって

る方多いし、私もそうですんで、変化があれば気付くわけですよね。これは町の税金の

おかげで変わったんだなっていうふうに住民が理解しますんで、１億 2,000 万っていっ

たら毎月 1,000 万出していることですね。結局ね。 

ですんで、そんだけの額を出してるわけですから、そういうふうな形でのきちっとし

た働きかけ、そういったことは今以上にお願いしたいなというふうに思っておりますし、

今年は今年でこの１億 2,000 万出すわけですから、今年は今年でこの要望というものも

きちっと明示した形で出していただきたいなと思いますが、それに関してはどうですか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ご意見頂戴いたしました。 

これから予算を認めいただいた暁には、まず補助金申請を出していただくことろから

始まりますので、その辺りをこの補助金はどういうふうに使われるかということをきち

んとお話を進めながら、最終的な決算のときにここの部分をこの事業に使われましたと

いうことが明示できるようなことで、要求をしてまいりたいと思います。 

ご意見頂戴しましてありがとうございます。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 一般会計の 19 ページ、企画費の 12委託料の移住定住促進事業でござい

ます。 

これは先日の全協でデジタル交付金ということでご説明をいただいておりまして、町

外、県外に特に相談所を設けたりイベント等を開催して行いたいという内容でございま

したけれども、500 万という金額はかなり大きい金額でございまして、500 万円を投じて

このような促進事業をしていく効果の見込みについてどの程度予測されているのか、お

聞かせください。 
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それから清流苑の事業会計でございます。今回 830 万円ということでございますけれ

ども、こういった補正については経営会議ではどのように話されているのか、また経営

会議を開催されての補正なのか、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご質問いただきました、企画費の委託料の中、19 ページ

の下段のほうになります委託料の移住定住促進事業 500 万円のご質問をいただきました。 

全協の折にも説明をさせていただきまして、６月の集落支援員とは別の事業というこ

とで、主に移住定住の相談の主な中心的な窓口、相談デスクの設置ということで、設置

運営を計画しているという説明をさせていただきました。 

主な内容でございますが、移住定住の部分の相談デスク運営やイベントの開催の部分

でございますが、プロモーションなんかを主に作成や検討していく方の部分ということ

が 300 万円ほど見込んでおります。また、それに伴います相談イベントの開催なんかや

その後定住していただく、その定住後の働く場所ですとか仕事づくり、また住む場所等

のそういった企画、そういうものの企画となる部分も一緒のこの 500 万円の中で考えて

いくということで、その分が 200 万円ということで現在計画をしておるところでござい

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 今回の清流苑の補正予算について、経営会議のほうを経ている

かというようなご質問いただきました。 

今回の補正予算については、特に経営会議のほうには諮らずに今回持ってきてござい

ます。それは主に人件費の補正予算の部分が大きかったという点があります。 

それから経営会議につきましては、予算が成立したところで、春先、経営会議のほう

を行っておりますけれど、ちょっとその後も行っていない状態になっております。今後

やはり大規模改修を計画しておりますので、また経営会議のほうにそこら辺をまたしっ

かり報告を諮っていきたいと思っております 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 私、どのような効果が見込まれるかということをお聞きいたしまして、

詳しい内容、プロモーション 300 万費用をいるとか、イベント等々に 200 万いるとかっ

ていうご説明いただいたわけですけれども、これだけかけて、ですからどうするんだと

いうことなんですよ。 
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実は、ふるさと回帰支援センターっていうのがございまして、この団体はＮＰＯなん

ですけど、かなりの実績を出してらして、この近辺の市町村さんも加入しております。

その団体正会員５万円でございます。イベント等も別料金だと思いますけど、それから

ホームページ相談も東京でやってくださっているのもご存じだと思いますね。そういっ

たところを活用せずにおいて、補助金がもらえるから、じゃあ 500 万円使って何かしよ

うよっていう、ちょっとこういう考え方は私はどうかと思うんで、少ない費用でいかに

効果を出すか。500 万使ったらどのぐらいの効果を出されると思ってこの事業をされて

いるのか、そこをお聞きしたかったんでもう１回お答えください。 

それと清流苑の経営会議でございますけれども、春先に１回されたっておっしゃった

のかな。今回、修繕もございますのでね。 

私ちょっと分からないのは、北沢町長になってからされたのかなということがちょっ

と疑問なのでございまして、町長一応社長というかトップでございますので、どういう

方針でされてるのか、きちんと経営会議をされて、進めていかれてるのかっていうとこ

ろがちょっと疑問だったんですけど、ちょっと予算から補正予算から外れるんですけれ

ども、一応先ほど日赤の件も言ってましたけど、やっぱり協議会を経て、いろいろなと

ころに運営やお金の使い方もやっぱりどう使っていくかということも必要なんで、その

辺ちょっと確認させてください。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） ご質問いただきました。 

すみません、話を途中聞いて最後の部分まで聞き忘れておりましてすみません。どの

ような効果が期待されるかっていう部分でございます。 

現在、移住定住につきましては、昨年まで当課、まちづくり政策課、また無料職業紹

介所から、移住定住につながるということで産業観光課で、また全般的な支援というこ

とで今回、南信州観光まちづくりセンターに支援員を１人配置をしまして、この分散と

いうか、それぞれのところで相談窓口や移住定住を進めてきておる関係がございます。

この相談窓口を分かりやすく一つ、ワンストップにするということで相談がしやすい体

制がまず一つできるんではないかなと思っております。 

先ほど委員さん申されました、ふるさと回帰支援センターのほうも町で加入をしてお

りまして、今度９月・10月中にイベントに参加するような計画も現在進めておるところ

でございます。 
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一つは相談しやすい、分かりやすい窓口を一本化するという部分と、それぞれ現在ホ

ームページやいろいろなツールを使って発信をしておりますが、いろいろあっちを見た

りこっちを見たりということでちょっと見にくい部分も多々あるかと思います。そうい

った部分、総合的な視点で全部見直してもらって、重点的に取り組んでいこうというこ

とで、この事業を活用させていただいたところでございます。 

従来の県のイベントですとか国のイベントにも参加しつつ、そういった体制の強化的

な体制の整備をしてまいりたいと思っておりますので、そんな向きで見ていただければ

と思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 清流苑の経営会議についてご質問をいただきました。 

北沢新町長になってから経営会議のほう、まだちょっと開いておりません。 

経営会議のほうは、これまで公営企業会計に移行するにあたって、その時期には年に

数回、割と頻繁に行っておりました。それ以前は年に大体１回か２回、予算のとき、そ

れから決算のとき等に大体開くというような流れでございました。今回まだ今年度まだ

北沢町長になってからできておりませんので、また決算の状況も踏まえて、きちんと経

営会議のほうにまた報告、また諮って、これからの計画についても諮っていきたいと思

っております。 

議員言われますように、きちんとやはりチェックしていただいたり、そのようなもの

を一つ一つ踏まえて確認しながらやっぱりやってくことが大切だと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（中平文夫） 米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 移住定住促進事業ですけども、今、下井課長、窓口を一つにしてホーム

ページも一つにして分かりやすいようにしたいというお話だったんですが、ではその窓

口っていうのは、どこに作られるんでしょうか。まちづくりですかね。ＤＭＯですかね。

そういったところがちょっと見えてこなかったので、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（中平文夫） 下井まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（下井昭二） 移住定住の相談窓口どこにするかっていう部分は、現在

ところまだちょっと固まっておりません。そういった部分どこに設置したら一番相談し

やすいかっていう部分が、このプロモーションの中で見えてくるのかなと思っておりま

す。町としては、重点的にこの移住定住促進を進めていきたいという思いはありますの
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で、できれば町の窓口に置いていければ、役場に来ていただければ相談しやすいという

部分があろうかと思いますが、その部分含めまして、また総合的に検討を進めてまいり

たいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） ほかにはございますか。 

川瀬議員。 

○６番（川瀬八十治） すみません、細かいところ２点をお願いします。 

一般会計 25 ページになります。保育所費のところでありますが、25ページの需用費、

大島保育園エアコンほか修繕、これ 30 万となっております。このエアコンについてであ

りますけど、まだほかということでありますので、エアコンだけで 30 万じゃないかと、

以外だと思うのが１点でありますが、ここら辺がエアコンの機械自体はどんなものなの

か。また、修繕ということになっておるんで、どんな内容で修繕すればならないかって

のが１点お願いしたい。 

それから上片桐保育園の未満児用のブランコ設置工事ということで、この間、全協で

お話がありました。当然を絵を見る限りでは、未満児用、本当危ないということで小さ

いやつで、あれは屋内用の感じのようなことでありました。サンプルとして写真が出て

たのはむらやま公園のものでしたので、安全上の器具に変更するといっても、とてもバ

ランスというか全くあれではピンとこない部分がありますので、屋内用ならあのくらい

のものであるのか、また屋外、要するに園庭になっちゃうのか、そこら辺をちょっとお

聞きしたい。 

○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） １つ目にいただきました、大島保育園のエアコンほか修繕につい

てのご質問になりますけれども、エアコンの修理が１つ。それから２つ目が給食室にあ

ります冷蔵庫が２台あるんですが、ちょっとそれぞれ不具合がありまして、その修繕内

容となっております。 

エアコンの修理につきましては、現在ちょっと後報告で申し訳ないんですが、全体の

需用費の中で、夏場の不具合でしたので今、修理のほうを終えておりまして、不足する

分についてということで 15 万円今回計上させていただいております。 

給食室の業務用の冷蔵庫２台あるんですけども、１台が霜が庫内の中でできてしまい

まして、それがだんだん大きくなってしまう現象が一つと、もう１台がドレインから水

が漏れてしまって、冷蔵庫内で水が溜まってしまうような現象がある状況であります。 
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ちょっとそれぞれ緊急な対応が必要な状況でありましたので、ちょっと修理のほうは

今、済んでおるような状況であります。需用費の全体の予算の中でちょっと進めさせて

いただいた経緯がありますけれども、今回改めてそれで対応させていただいた合計 30 万

円ということで補正のほうを計上させていただいております。 

それから２点目の上片桐保育園の未満児用ブランコについてでありますけれども、こ

の前は資料で出させていただいたのはあくまでもちょっとイメージということでありま

す。実際、ほかの保育園であります未満児用の遊具については、あのようなタイプより

はもうちょっと柔らかい目の材質のものですとか、未満児に安全ですとかそういったこ

とも配慮する中で、今いろんなタイプのものがあると思います。あくまでも予算という

ことで見積もりの中で挙げさせていただいておりますけれども、実施の中では上片桐保

育園の具体的なその設置場所も、保護者会から要望が上がっている内容でありますので、

また上片桐の保護者会のほうにも相談しながら、設置場所とか具体的な種類、形状のも

のについては話合いの中で設置していきたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 川瀬議員。 

○６番（川瀬八十治） まずブランコのほうにつきましては、安全上、それこそ未満児がしっ

かりとした遊べるようないいものを設置していただければなというふうに思っておりま

す。場所のほうにつきましては、保護者会と相談ということで結構であります。 

エアコンなんですが、15万はいいんですけれども、これもう古いものでしょっちゅう

エアコン修理するようであれば、今回も修理しちゃったということで仕方ないかなと思

いますが、大島保育園に限らず、こういう問題が出てくる可能性があります。正直言っ

て機械ものは。ですからしっかりと必要であれば、修理をして２回も３回も修理してお

ったら、もう新しいものにしたほうがいいような感じになるんで、年代物のエアコンな

んかは特にチェックして修理でいくのか、新たに新設したほうがいいのか、しっかりと

見極めていただきたいなというふうに思っております。それだけでありますが、その点

についていかがでしょうか。 

○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） ありがとうございます。 

今回につきましては、急で時期も時期でしたので、修理というような対応をさせてい

ただいております。 

大島保育園のエアコンにつきましては、平成 29年度に整備をしておりますので、ある
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程度年数も経過しつつあるかなと思います。また、電気の点検など、そういったところ

で状況を確認する中で今、川瀬議員がおっしゃられるような方策も今後見せつつ対応し

ていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

○議長（中平文夫） 補正予算関係でまだご質問のある方はありますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） それでは総括質疑をこれで打ち切りたいと思いますけれど、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

それでは、ただいま提案のありました令和５年度各会計の補正予算については、審議

を各常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

それでは令和５年度各会計補正予算については、担当の常任委員会において審査をい

ただき、最終日に報告をお願いします。 

お諮らいします。 

ただいまデジタルで 14時 47 分です。休憩をとりたいと思いますけれど、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

デジタルで 15 時５分まで暫時休憩とします。よろしくお願いします。 

 

休  憩  午後 ２時４７分 

再  開  午後 ３時０５分 

 

○議長（中平文夫） それでは時間になりましたので、会議を再開いたします。 

先ほどの質疑の中で答弁漏れの部分が３つありますので、それを順次答弁をお願いし

たいと思います。 

まず最初に、伊藤住民税務課長のほうからお願いします。 

○住民税務課長（伊藤孝光） 不採用だった方たちへの連絡の関係なんですけれども、補助金
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の交付要綱に従いまして、不採用の方には非該当通知ということで通知のほうを郵送で

発送させていただいております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 続きまして田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 先ほど星野議員のほうから地域づくりの交流プログラムの参加

者の令和４年度の実績の数字のうち地元の人数、また地元外の人数、その割合というよ

うなご質問いただきましたけど、すみません、ちょっと数字がまだ出ませんので委員会

のときにまたお示ししたいと思いますし、また委員会以外の方にはポスティングさせて

いただきたいと思いますので、すみませんがよろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 続きまして、中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） 決算審査の中で米山郁子議員から質問のありました、審査意見書

の 31 ページ、松川町奨学資金貸付基金の滞納の動向について、ふるさと学費応援補助金

との関連等の質問ですけれども、滞納についての改めて状況なんですけども、４年度末

２名、２万 5,000 円の滞納、３年度末で４名、29万 5,000 円、２年度が８名、25 万 6,000

円の滞納となっております。 

ここ遡った２年度・３年度につきましては、ある程度ちょっと特定のちょっと基金の

３月 31 日で年度切り替えということでなっておりまして、翌月の４月に支払われた方

については翌年度のほうに決算にちょっと入ってくる関係があります。すぐ納めていた

だけずにちょっと翌々月に納付されるような方につきましては、４月に支払った場合は

翌年度を扱いになってしまう関係あって、そういったちょっと翌月に支払われてしまう

られる方が何名か２年度・３年度はおった状況が一つと、あともう一つふるさと学費応

援補助金についての関連ですけれども、ちょっと数字の実績でしかちょっと測れないと

こあるんですけども、ここ直近の件数で申し上げますと、３年度が新規、継続合わせま

して 50 件、４年度は合計 63 件、５年度が合計 73 件と件数自体は増えているような状

況であります。 

この貸付の償還等のちょっと関連とは直接結びつくかどうかは分かりませんけれども、

この補助金自体は増えている状況というのは一つの一助になっていることも想定できる

かなと、担当なりには考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） ただいま各課長からそれぞれ答弁いただきましたので、よろしくお願い

します。 
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それでは次に議事を進めていきます。 

 

◇ 議案第 18 号 松川町教育委員会委員の任命について 

○議長（中平文夫） 日程第 21、議案第 18 号、松川町教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

説明を求めます。 

北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 議案第 18 号、松川町教育委員会委員の任命についてでございます。 

松川町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

住所、松川町元大島。 

氏名、井口由紀子。 

年齢、昭和 47 年生まれ。50 歳。 

令和５年９月１日提出。 

松川町長。 

選任の理由でございます。 

教育委員として２期務められ、その間、子育て支援センターでのボランティア活動や

松川町図書館部員、小中学校の読み聞かせ等、子育て教育、文化活動に精力的に関わり、

教育委員としての職責を果たしてこられました。また、こうした活動を通した保護者や

地域住民とのつながりをもとに、保護者や町民の声を教育行政の場へ届け、保護者を代

表する教育委員として保護者、学校、地域、行政のバランスを意識した発言や取組を大

事にされております。これからも町の教育行政充実のためにご活躍いただけることを期

待し、引き続き３期目の教育委員をお願いしたく、議会の同意を求めるものです。 

なお、任期は令和５年９月 27 日から令和９年９月 26 日までの４年間でございます。 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 
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採決を行います。 

議案第 18号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（中平文夫） 全員起立であります。全員賛成であります。 

よって、議案第 18 号、松川町教育委員会委員の任命については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第 19 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

○議長（中平文夫） 日程第 22、議案第 19 号、人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。 

説明を求めます。 

塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） それではお願いいたします。 

＝ 議案第 19 号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第 19号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 12名） 

○議長（中平文夫） 全員起立であります。全員賛成であります。 

よって、議案第 19 号、人権擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

 

 



 －84－

＝＝＝ 日程第 23 町長の報告 ＝＝＝ 

◇ 報告第１号 令和４年度財政健全化判断比率等の報告について 

○議長（中平文夫） 日程第 23、町長の報告であります。 

報告第１号、令和４年度財政健全化判断比率等の報告についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） それでは報告第１号をお願いいたします。 

＝ 報告第１号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終了いたします。 

報告第１号は報告のとおりといたします。 

 

◇ 報告第２号 一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセンターの経営状況を説明す

る書類の提出について 

○議長（中平文夫） 続きまして報告第２号、一般社団法人南信州まつかわ観光まちづくりセ

ンターの経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それではお願いいたします。 

＝ 報告第２号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 北沢理事長。 

○観光まちづくりセンター理事長（北沢公彦） それでは説明に先立ちましてですけども、ま

ずもちまして平素、弊社の事業推進に当たりまして議会の皆様、そして行政の皆様から

本当に温かいご声援いただいておりますこと、この場をお借りいたしまして御礼申し上

げます。ありがとうございます。 

コロナでここ数年、観光事業大変だったわけなんですけれども、その中でもスタッフ
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一同、新しい事業展開等考えてまいりまして、コロナの制約が抜けました今、また新し

い希望が持てるような事業できるんではないのかなと私個人思っております。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

それでは詳細につきましては、弊社の専務理事であります片桐よりご報告させていた

だきたいと思います。 

議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） お世話になります。ではよろしくお願いい

たします。 

＝ 報告第２号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

これより質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。 

加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） お聞きします。 

まず、１点目ですけども、人件費についてございます。 

御社の人件費の割合というのが結構大きいかなというふうに見ておりますが、御社の

役員を含めたパートさんも含めた人数が正規の方がどのぐらいで、パートの方はどのく

らいで、その中で集落支援員になってる、要は自治体からの人件費の補塡がほぼほぼあ

る方がうち何人いらっしゃるかということをちょっと教えていただきたいのが１点目で

ございます。 

２点目でございます。 

今期、収益が悪化しまして、資本を食うという状況になっております。ちょっと大き

いなと思っています。11ページの収支計算を見ますと、やはり大きかったのが広告宣伝

でプラス、余計に 570 万かかっちゃったと。２番目に大きいのは消耗品で、これも約 460

万かかっちゃったと、プラスで。っていうふうな形で大きいの４つありますね。広告宣

伝費、それから消耗品で、次に大きいのが事業の仕入、プラス 210 万、最後は租税公課

が租税公課がこんなに増えるのかなと思ったんすけども、予算が５万というのもどうか

と思いましたけども、186 万増えたと。この４つで大体赤字の原因だなと思っています。

ちょっとそれぞれについてもう少しどうしてこんなになってしまったのか、さっきのガ

ストロノミーの話は多分 570 万のところだろうなと思いますけども、その他についても
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うちょっと詳しく教えてください。 

それから来年度予算についてでございます。 

次年度の予算につきまして、事業収入が 2,260 万の計画を立てていらっしゃいますが、

今期の事業収入が決算が 502 万円でございます。そうすると今期と比べて約４倍という

強気の計画なんですけども、その根拠というんですかね、1.5 倍とかなら分かるんです

けども、今期に比べて急に４倍に増えるというその強気の計画は結構なんですが、そこ

について教えていただきたいのと併せて、この収支が１億 1,000 万の収入、それから１

億 900 万、要はトントンですよね、入りと出が。というふうな計画を立てておられます

けども、今年の例があるように突発的な支出がドーンと増えることもあるので、そんな

トントンな計画ではなくて、別に一般社団法人だからといって利益分配しなければ内部

留保して次年度繰越してもいいわけですよね。そういうふうな計画にならなかったのか

なと思ってます。 

どちらにしても、事業収入のところがキーになってると思いますので、事業収入４倍

の根拠を教えてください。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） お願いします。 

最初の人件費の関係でありますけども、弊社の今、スタッフは事務局長の私も含めて

14 人になります。そのうちフルタイムが 11 人で、パートタイムが３人というような状

況でございます。それから集落支援員につきましては全部で６名だと思います。 

それから２つ目であります。 

収支計算書の今年の収支差額の部分でありますけども、先ほど申しましたとおり、ま

ず一つは消耗品支出が増えているんじゃないかというところありましたが、ここはガス

トロノミーツーリズムの事業企画するにあたって、いわゆる備品類にまでいかない消耗

品、皿とかフォークとかそういったもの、それから厨房器具の関係の備品にまで至らな

いもの、そういったものを購入いたしました。実際には、旅の案内所のところに厨房室

が元々ございまして、そちらに大きな器具はリースで入れたんですけども。そういった

ものは購入を令和４年度にしているという状況であります。 

また、レストランのほうは、最大で今 20 名の受入れを行う、それからピクニックにつ

いては最大で 12 名の受入れを行うという形でありますので、その分の備品というか消

耗品というか、資材を用意しなくちゃいけないということがありまして、そういったも
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のを購入したことが原因でございます。 

あと広告宣伝費の部分ですけども、おっしゃるとおり、決算で増えておりますが、こ

こにつきましては、新型コロナで 2020 年度・2021 年度とかなりの大きな広告宣伝を行

ってきたという経緯があります。2023 年度につきましても、コロナの影響を受けている

という状況は変わりませんでしたので、観光まちづくりセンターの役割として一定程度

の広告を打っていく必要があるなということで取組を行いましたという経緯があります。

ですので、予算額に比べますと決算が増えておりますが、決算比でいきますと 2020・2011

に比べますとかなりの金額で減少しているという状況ではございます。ただ、一方で、

計画段階に比べましてコロナの影響もかなり大きかったもんですから、そういったもの

を積極的に投入してきたということもございます。 

ちょっと細かな点で申し上げますと、租税公課、こちらにつきましては予算のほうが

ちょっと少なく見積もりすぎていて、また単にちょっとミスをしているということだと、

そういうことです。こちらについては消費税になろうかと思うんですけども、ちょっと

当初の予算段階で計上できてなかったということかと思います。 

それから全体としてのマイナスには大きく影響を与えましたのは、一つは実は町の業

務委託料収入のうち、当初想定していた補助財源、国の交付金を使った財源の事業が約

350 万ぐらいあったんですけども、そちらのほうが当初の町の予算の当初計上に至らず

されておりませんで、それ途中で補正も考えていきましょうということだったんですけ

ども、この今言った新型コロナの対応などを行っている中で、町との調整、タイミング

的なものがちょっとうまくできたらず、想定していた国の補助金 350 万円みたいなもの

が、ちょっと確保できなかったといった経緯もございまして、マイナスとなっておりま

す。 

今年のマイナスについては、先ほど申し上げましたとおり、今年度以降の売上げでカ

バーしていきたいなと思っております。 

それから 20 ページの予算のほうでありますけども、事業収入ですね。一番大きなとこ

ろは、滞在交流プログラムの 1,830 万円というところであります。こちらにつきまして

は昨対比にしてガストロノミーで当初予算では 900 万円ほどの売上げ、それから学びの

旅で 500 万円ほどの売上げという形を増で見込んでおりますので、そちらのほうが事業

収入として計上され、その分が大幅に増えているというところでございます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 
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○４番（加賀田 亮） お答えいただきました。 

まず、人件費に関しましてですけども、私の手元の資料では集落支援員７人かな、す

みません、ちょっと間違ってるかもしれませんけども、６人だったかな。これ去年のか。

１人減られたんですかね、すみません。令和４年度の資料では７人入ってますんで、い

いんですけども、７人ということで１人445万が上限だと思いますんで400万としても、

2,800 万や約 3,000 万弱ということですよね。ですので、その分の人件費の補助が入っ

ているわけですよね。今回の９ページ・10ページの正味財産の増減見ますと、人件費が

計上のほうで 4,900 万、約 5,000 万、それから管理費のほうで 650 万ってことなんで合

わせて 5,500 万ぐらいかかってるわけですね。ですので、簡単に言うと半分は税金で人

を雇って回ってるという御社の状態であります。ですので、まだまだ申し訳ないんです

けども、人件費を投入しているなりのリターンが十分に上がってない状態かなというふ

うに思っております。 

この人たちが町から委託を受けている業務に関して、それを捌くというわけではない

と思いますんで、あくまで新しくチャレンジングな部分に関しての投入というのが大き

いのかなというふうに思っていますけども、ちょっとここら辺が展望が見えません。ま

だまだ正直、今回の９ページを見ますと、やはり人件費に対して事業収入が今年度の決

算で 502 万円ということなんで、いわゆる自力で稼いでる部分はここってことですよね。

14 人いらっしゃるんでもう少し工夫がいろいろ必要なのかなと思う反面、ぜひ今一生懸

命、種を蒔いてくださっているってことなんで、それが実を結ぶように期待しておりま

すが、もうちょっとその辺の人件費に関して言及いただければというふうに思います。 

それから先ほど申しましたけど、事業費の支出が今回課題になっていて赤字になって

しまって、持っていた資産の半分を食っちゃったというふうなことになります。半分以

上食ったのかな、ってことなりますので、やはり来年度の計画でちょっとやっぱり大丈

夫かなっていうのが正直心配です。要は出と入りがほとんど同じの予算になってますん

で、今回のように 1,000 万、1,500 万ぐらいは上幅が出るというふうに思ったほうがい

いのかなと思ってますんで、予備費感覚でそういったものをきちんと押さえた上での予

算は必要なのかなと思っています。さっきも言ったように、余れば次年度に繰越せばい

いんですから、利益配分さえしなければ、その辺の考え方をいま一度お聞かせいただけ

ればなというふうに思います。 

以上、２点かな、人件費に関していわゆる１人当たりの生産性の向上をどう考えてい

るか。それから今回のような突発的な経費がかかってしまうことに関して、来年度の予
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算をどのように今後組み替えていくんであればどういうふうに考えていくのかというふ

うなことを教えてください。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） 人件費につきましては、当初予算でやっぱ

り集落支援といって６名ですね。ちょっと決算では当初予算で盛ってます。つまり 14 人

のうち６人が集落支援という形で、ご理解いただけばそのとおりだなというふうに思っ

ております。 

おっしゃるとおり、やはりこの人件費の部分を、いかに町からの補助金などで補わず

に自社でクリアしていくかというところが、我々としても一つの持続的な組織運営の大

きな課題だというふうに思っております。その上で、その部分については、自主事業の

利益の部分で賄っていくというところかなというふうに思います。 

その場合において、事業収益の部分が、先ほどの収支計画書の 11ページのほうの事業

収入 502 万円ということでしたが、特産品企画販売につきましては、業務委託という形

で受けておりますもんですから、実質はいわゆる事業成果に対する業務委託料をいただ

いておりますので、収益にあたる部分かなと思うんですけども、仕分けとしてはこちら

の委託料収入のほうに含まれています。なので、その分を含めますと、そちらのほうが

2,000 万円余という形で出てくるというのが１点と、それからツリードームですね。グ

ランピング施設の委託料のほうも、こちらのほうもさっきの昨年度の決算では宿泊料で

1,376 万５千円でございますので、その部分を決算の中では業務委託料収入含まれます

ので、弊社としてはそこの部分は一応売上げというか事業収入という形で考えてみます

と、３つ合わせますと自主事業収入が約 3,985 万円という形に考えております。 

この割合が全体の収入全体に占める割合が約４割、39％なんですけども、まで来てい

るという状況です。 

この部分は毎年毎年増やしてきて、増やすことができておりまして、割合として今年

の目標では 50％弱を目標にしているんですけども、初年度は確か 10 数％だったと思う

んですけども、毎年伸ばしてきていて今年 39％という状況でございます。 

ただ、おっしゃいますとおり、できる限りは町からの補助金などを得ず運営してくと

いう面では、その部分の割合を今後も伸ばしていくというところがとても重要かなとい

うふうに思ってます。 

一方でその人件費の給与水準に対しましては、いわゆる公務員水準というか人件費の

水準でいきますと１人当たりでいきますと、約７割程度というような形で、人件費の経
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営はしておりますので、そういう意味ではやはり売上げのほうを伸ばしていくというと

ころが一番重要かなというふうに思っております。 

人件費については以上ですね。 

事業収入の部分も今、話しましたかね。すみません、事業収入の部分も含めて人件費

のこともお話してしました。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 報告いただきました。 

非常にしんどい中で苦労されてるなということが実態として分かります。 

町にお尋ねします。見てのとおり、客観的に見れば非常にしんどいと思っています。

今回の決算を見ても事業収入は約１億あるわけですけども、9,500 万が町からの委託っ

ていうかそういう感じですよね。実際自力で稼いだのは 500 万ですよね。集落支援員６

人７人投入しているわけですよ。その辺の課題っていうのは町としてどう捉えてますか。

このままじゃまずいと私は思うんですけどもね。例えば、何年をめどにとか、町として

こういう方針を出すのでＤＭＯと一緒にこういうふうにやっていくとかっていうのがな

いと、今１億のうち 9,500 万が要は町の委託で回っているっていう一般社団法人であり

ますんで、少しちょっと根本的に考える時期が来てるのかなっていう感じがしますけど

も、その辺どうお考えですかね。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） まちづくり観光センターさんには、町の観光の部分を総括して

委託しているようなことであります。 

やはり町全体の観光をやっぱり核になってネットワークを広げて、推進していっても

らうということで、その部分の町が行うべき観光の業務を担っていただいている、その

部分の補助金ですとかいったが含まれております。 

また、センターのほうで集落支援員として働いていただいている方、それぞれおりま

すけれど、特にふるさと納税の関係では、町の特産品のＰＲも含めて、やはり必要な人

材ということで、非常に地域への貢献度も高いということがございます。 

ただ、自主事業をやっぱりもっと増やして自主事業による収入のほうをやっぱりもっ

とその割合を増やそうということは、理事会等でも出ております。また、町のほうから

もお願いしておりまして、その部分、なかなかコロナでなかなか手つけづらかったとこ

ろもありますけれど、新たなガストロノミー等も先ほど報告あったように、非常に昨年
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から伸びておる部分でありますので、その部分を今後、町も一緒になって何とか外部か

らの外貨を獲得できるように推進していきたいということがあります。 

また、補助事業にやはりいつまでも頼るのではなくてということは、前々からありま

して、一度、推進交付金のほうが終わったところで見直すということがありました。ま

た、たまたまデジ田というようなこともありまして、そういうものの使える部分は有効

に使っていこうということでやってますけれど、そういう部分もこれはやはりいつまで

も続かないという部分で考えていかなければいけないと思っております。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

星野議員。 

○１番（星野光洋） １つ質問させていただきます。 

先ほどサマーキャンプ、すごい人気だというふうなことを伺いました。お子様１人８

万円という金額ですぐ売れちゃったということで、これ何か突破口と言いますかヒント

になるような気もするんです、これからの観光の。その点、どうしてこんなに売れたの

かっていうことを何かに原因というか、何かお考えがございましたらちょっと聞かせて

いただきたいと思います。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） ありがとうございます。 

先ほど申し上げましたけども、今回は旧東小学校で生田のエリアを使っての商品づく

りを指針にしております。これに関わっているスタッフにつきましては、「あそびの楽校

まつかわ」のガイドスタッフ、それから学びの旅で教育旅行の受入れを行っているガイ

ドスタッフ、この２人が元々弊社のスタッフだったんですけども、独立をしまして、個

人事業主としてこの事業を弊社から一部を請け負っていただいているという事業になり

ます。 

やはり違うなと思う、私１回やってみてやっぱこれがまつかわスタイルで、私はうま

くいったなと思ってるんですけども、やはり自然体験プログラムの販売で営利事業で成

り立ってるとこってほとんどないんですね。どうやって成り立たせるかっていうと、い

わゆる市町村の行政の業務委託の公益事業でこういった自然体験のプログラムを運営す

るか、あるいは民間の大きな宿泊施設について、その中の社員の方々がホテルの近くに

ある自然体験のゾーンを使ってガイドをするというような形で成り立っているんですけ

ども、それ以外のところはほとんど成立しないという形です。 

その中で町のほうで弊社が請負う前から始まりました「あそびの楽校まつかわ」を長



 －92－

年やってくださったおかげで、ガイド自体が育成をされておりまして、さらにそのガイ

ドが「あそびの楽校」というか学びの旅、あるいはおよりての森を使った森林セラピー

みたいなガイドも含めて事業でやっていますので、そちらの収入なりがフリーランスな

形としてあって、プラスしてこのサマーの夏の時期だけこの事業をやるってことで全体

として個人事業者の方の経営が成り立ちますので、そういう意味では公益事業としての

取組とこの収益事業としての商品づくりというのをバランスよくやっていくことがすご

く重大だなというふうに思っています。 

それでこの際には、オンラインで商品の説明会がありまして、親御さんが東京のほう

からオンラインでどういうキャンプなのかって聞くときに一番声として良かったのは

「やはり安心して預けられるガイドのプログラムの説明が非常に良かった」。つまりい

つもやってますんで、夏場だけやるわけじゃなくて、いつもやっているんだということ

で安心して過ごしていただけるということがあったのかなということが一つです。 

それからなんと言っても、このキャンプの商品は虫探しですとか、川遊びですとか、

ナイトハイクですとか、田舎の自然の中に普通にあることを体験するプログラム、素朴

なプログラムなんですけども、そういったものもやはり実は商品に価値があって、きち

んとガイドとして商品にすれば、しっかりお金をいただけるんだということになったか

なというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） ありがとうございます。 

安全の面っていうのはすごく大事なのかなと思います。顔を見てオンラインで安全を

確認できるっていうのはすごく面白いなと思います。 

実際、これ３回やられたってことで、20 人のお子さんを一度にご案内したかなと思う

んですが、安全面でどういうふうな対応をされてたかというのをちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） 先ほど申し上げましたが、そもそもガイド

するスタッフが元々「あそびの楽校」や森林セラピー基地のスタッフだったりとかガイ

ドだったりとかして、非常に経験が豊富であるということです。それについては、弊社

の理事の松尾理事が登山ガイドということで、もう県内でも随一の女性の登山ガイドで

すけども、その方の以前からの助言や指導なども含めて、ここまでガイドの力が上がっ
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てきたということで、そういった経験があるということが一つ。 

それからこの３回には学びの旅コーディネーター２人ですね。高坂コーディネーター

と北原コーディネーター、それからそういった自然体験を行う大学生のボランティアの

ガイドスタッフ、そういった方々が全体で５、６人、常時付いている形で安全管理を行

っているという状況であります。 

お子様方は東京都、それから横浜市、それから川崎市の中から来ていただくんですけ

ども、おおむね小学校の１年生から４年生ぐらいの子どもたちになります。もう１年生

の子どもたちだとすると、もう本当に一人でバスに乗っかってくるので、最初の段階で

はホームシックじゃないですけど、なったりとかっていうとこもあるんですけども、１

日目・２日目になりますと皆さんともすぐに仲良くなって、遊んでいるということです。 

夏場ですので多少体調を崩す方がいらっしゃるんですが、病院のほうで診てもらった

りとかいうことでやっております。 

それから川遊びのほうも間沢川も使わさせていただきますので、深さも大人のくるぶ

し辺りまでのというところで、安全な場所を選んで運行してるというところでございま

す。 

それから万が一のことはあってはいけませんが、一応保険のほうは自然体験のプログ

ラム保険に入りまして運営を行っております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） ４ページでちょっとお伺いしたいんですけれども、ツリードームや滞在

交流プログラムが各いろいろメニューがございまして、それぞれ利用料をいただいてる

わけですよね、お客様から。そうした中の一つ一つの大体利益率っていうのをきちんと

計算されて、運営されているのかどうか、その辺をお聞きしたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） 滞在交流プログラム販売の場合には２種類

ありまして、自社プログラムという形で「だんだん好きになる旅プログラム」というこ

とで弊社が監修をしてつくったプログラムですね。まさに以前は、地域住民の方だった

んですけども、このプログラムのために参加してくださった方々、そういったプログラ

ムつきましては約 30％ぐらいを利益率としてみております。 
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それから手配するプログラムもございます。既に事業者の方がやっているプログラム

を手配する場合がありますが、手配のほうにつきましては、約 10％から多くて 15％とい

う形で契約をして販売をしているとこでございます。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○５番（米山郁子） ではちょっと例えば、ピクニックやレストランなんかは自社の企画とい

うことで 30％ぐらいは売上げがあるということなんですけれども、利用させていただい

ている農園さんに対しての利用料とかはお支払いされてるかどうか、そういうところを

きちんとされてて、無料でされてるのかどうかちょっとお聞きしたいんですけど。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） オーチャードレストランとピクニックにつ

きましては、ランチツアーもそうですが、事業所の皆様の敷地、あるいは施設をお借り

しますので、使用料として１回当たりいくらという形でのご契約をして、まずお支払い

をさせていただいておりますので、事業者の方もお客様が入れば入るほど売上げが入っ

てくるという形です。 

それからレストランとかランチツアーつきましては、その中で前半 20 分とか 30 分、

ガイドをしていただきますので、農園主の方のガイドツアーというのを最初やりますの

で、そこにつきましてはガイド料という形で使用料とは別にご契約をさせていただいて

１回いくらという形でお支払いをさせていただいているところでございます。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○５番（米山郁子） きちんと利用させていただいている農園さんなんかもお支払いして、お

土産を買っていっていただいたりして、さらに売上げを伸ばしていくような大変良い企

画だというふうに思っております。 

観光センターの役割っていうのは、そもそも委託は多少はやむを得ないというふうに

思っております。観光農園やまた地域観光のためにＤＭＯは成り立っておりますので、

多少は仕方がないと思いますけれども、やはりいかに利益 30％、委託をお願いした場合

は 10％、その辺をしっかりと利益率を上げていって売上げを上げれば、だんだん上がっ

てくると思いますけど、その辺を経費を抑えるような形で利益を上げていければ目指す

ところもあると思います。 

あと１点お聞きしたいのは、本来でしたら協力隊、協力隊がほとんどいらっしゃって

たんですよね。観光ＤＭＯにはね。今、移住定住とかやっぱり交流人口を増やすってい

う中で、その役割が何かを失われていってしまっているような気がするんですけれども、
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そういった努力、こういう自社企画のほうへほうへと進んでいってしまっていて、本来

こうあるべき、都会からどんどん人を呼び込んで、町のいいところを知ってもらって、

松川町に定住していただくという目的は多少あったと以前、私思っているんですけど、

その努力はされているのかどうかお聞きいたします。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） ありがとうございます。 

ここはすごくこの戦略的な部分で、ちょっとご説明しなきゃいけないなと思うんです

けども、弊社のほうは協力隊制度、現在では協力隊のスタッフ、都市部からの移住集落

支援員という形なりますが、でやってますと。一応ルールがあって一応３年間というル

ールがあって、それは協力隊と同じ形で今もやってるという状況です。その中で自分た

ちで稼ぐ部分をつくっていくということがあります。 

それで弊社のほうでチームで取り組むっていうことを一応戦略としてやっています。

と言いますのは、一人で取り組むとやはりその一人の方はアイデアや発想力はあるけど

も、地域との連携する力は弱いですとか、あるいは地域と連携する協働する力はあるけ

ども、新しいことを企画したりプロモーションする力は弱いですとか、あるいはプロモ

ーションする力あるけども、それ以外のことはあまり経験がないとか、そういったスタ

ッフがいると思うので、そういった方々が一人でその地域に入って目的を持って活動す

るというのは、もちろん成功例もあると思うんですけども、難しい面もあるのかなとい

うことの中で、我々としてはそれを一者の中に取り込んでチームでその皆さんが得意な

部分をそのプログラムが一つの事業に発揮することで地域への良い影響を及ぼそうとい

うまず一つ目にそういう戦略がまず一つあるということがございます。 

これは最初からそれがあったわけじゃなくて、やはり弊社を立ち上げてきてから、こ

れまでの隊員の皆さんの協力隊、あるいは集落支援員の皆さんの取組状況なんかも考え

ながら、やはりそういう形がいいかなということに落ち着いております。 

その中で先ほどちょっと同じ事例になって申し訳ないんですけども、申し上げました

サマーキャンプの商品などは、まさに弊社にいた、地域おこし協力隊でいた小林スタッ

フがフリーランスとなって東小の活動を、東小を使った活用した地域の取組を実践した

という一つの事例かなと思います。ついては、今あそこにいる協力隊員ともＭＭＭプロ

ジェクトの協力隊員とも一緒になって事業をつくったりしているという形で、一人がそ

この地域に入ってというよりはチーム全体で取り組もうという形で取り組んでます。 

したがいまして、今年開発しましたオーチャードレストラン・ピクニックも主に坂本
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さん、クリスティーナさんの二人がまさに果物観光協会の農園、あるいはその地域の皆

さんのところに入り込んでいって商品づくりをしたりという形でやっているとこであり

ますので、形としては観光という手段を使いながら地域の活性化を図っていくという形

で取り組んでいるところでございます。 

また、そういう意味で少し地域への取組がちょっと足りないなというところがもしご

ざいましたら、またご意見いただければ、そんなことは伺って取り組んでまいりたいな

というふうに思っております。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） 決算収支計算書を見せていただきますと 642 万のマイナスということ

で、今年度に関してはね。それも先ほどその理由として、国の補助が受けられず観光セ

ンターの財源を使ったというふうに説明をしていただきましたが、これはどんな事業を

されてこういう結果になったのか、そこら辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 

○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） どんな補助事業で補助金で事業を行ってき

たかというご質問でしょう。それとも収支のマイナス部分に影響した補助金が何かとい

うこと。そっちですね。はい、分かりました。 

町のほうで地方創生推進交付金という事業が採択を受けておりまして、昨年度それが

最終年度でした。その中で対策プログラム等に関する補助メニューがあったわけですけ

ども、内示額まで交付申請せずに終わったというところであります。町のほうで交付申

請せずに終わったというとこであります。 

○議長（中平文夫） 松井議員。 

○１３番（松井悦子） そういうことだということ分かりました。 

何か事業をすると、結局事業をして経費がいって、それでマイナスになってしまうと

いう、そういうようなことの考え方ですね。ここにもう正味財産も 1,300 万ということ

で、そうなってまた今年同じようなことがもしあったとすると、これで２、３年で同じ

ような補助金が約１億、ここの考え方もですけれども、補助金が増えない限り、この会

計で回していくと枯渇してくるというふうに思いますけれども、そういったことに対す

る事業をすれば全部がプラスになるということではないでしょうから、そこのところの

考え方はどんなふうに考えられるのかお願いします。 

○議長（中平文夫） 片桐専務理事。 
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○観光まちづくりセンター専務理事（片桐雅彦） 弊社の決算つきましては、今回、第５期に

なりますが、この正味財産の積み上げにつきましては、第１期から第４期まで収支プラ

スで積み上げてきたものを今年３分の１強を取り崩しマイナスになったというとこでご

ざいますので、今年第６期以降、ひとまず第６期になりますが、これについてはプラス

になるようにしていうことで、この部分については事業を取り組んでいくということし

かないかなというふうに思っております。 

その上で、現在、その貸借対照表を見ていただきますと、正味財産が 1,321 万９千円

でありますので、資産が 3,275 万７千円ですので、約大体４割という資産正味財産比率

になるかなというふうに思っています。 

弊社の場合は、おっしゃるとおり、本当に財産としては非常に小さい、そして事業と

しては人件費を中心に地域づくり事業を行いますので、非常に厳しいということは設立

当初からあるわけですけども、ひとまず今年のところは４割というとこを確保できてお

りますので、例年カツカツであるんですが、非常にとても重大で厳しいという状態では

ないのかなと評価しておりますので、５期目、赤になってますけれども、６期目以降プ

ラスにしていくということを１期から４期までやってきておりますので、新しい商品を

開発して取り組んでいきたいということでいきたいと思っております。 

それからその点で１点ちょっと補足ですが、先ほど加賀田議員さんからの 9,500 万円

が町からのって話がありまして、そういう見方も多分できるんだなというふうに思って

いますが、一応、補足としますと繰り返しなりますが、事業収入以外で「ツリードーム

南信州まつかわ」につきましては、約 1,400 万円の収入があるわけですが、本来これは

形であれば指定管理料という形で自主事業収入になってもいいものかなというふうに思

っていますが、町のほうからは業務委託料でということになりますので、1,400 万円は

町から補助金をいただいたわけじゃなくて、我々が事業収入として稼いだ金額というこ

とであります。 

それからもう１つ、特産品企画の 2,100 万円ですね。こちらの収入のほうも、本来で

あれば、中間事業者に町が委託料払って中間事業者の売上げとなる話ですけども、弊社

のほうで観光地域づくり側面も含めてやらさせていただいておりますので、ここもイン

センティブで弊社がどれだけ寄附金を稼ぐかによって、売上げ、収入変わってまいりま

すので、こちらも事業収入だというふうに経営的にはちょっと捉えておりまして、そう

いったものを合計しますと 4,000 万円ぐらいございますので、残り 6,000 万円ぐらいは

町からの補助金や業務委託で経営してるというところかなというふうに認識しておりま
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す。 

もちろん、純然たる事業収入、いわゆる売上げをもって見れば、先ほど指摘いただい

たことは間違いではないかなと思いますが、一応改めて補足をさせていただきます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） ないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

報告第２号は、報告のとおりといたします。 

 

＝＝＝ 日程第 24 議長の報告 ＝＝＝ 

◇ 陳 情 ２ 松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情 

◇ 陳 情 ３ 「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情 

○議長（中平文夫） 続きまして日程第 24、議長の報告であります。今定例会に陳情２件が提

出されております。 

内容について、事務局より説明させます。 

佐々木議会事務局長。 

○議会事務局長（佐々木 保） それではご説明いたします。 

＝ 陳情第２・第３ 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明が終わりました。 

お諮らいいたします。 

ただいまの陳情について、担当常任委員会へ審査を付託したいと思いますが、ご異議

ございますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

それでは陳情２、松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情、陳情３、「健

康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情については、社会文教常任委員会

へ審査を付託したいと思います。 

 

散 会 

○議長（中平文夫） 以上をもちまして本会議は全て終了いたしました。 
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これにて散会といたします。 

なお、一般質問は、14日午前９時 30 分から行います。ご出席をお願いいたします。 

 

午後４時２０分  散 会 



 

 

 

 

 

令和５年 松川町議会 第３回定例会 

（第 １４ 日 目） 
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令和５年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 １４ 日 目 ） 

 

 

令和５年９月１４日（木曜日）    午前９時３０分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日 程 

第 １ 一 般 質 問 

１．星 野 光 洋        ２．米 山 義 盛 

３．加賀田   亮        ４．塩 沢 貴 浩 

５．米 山 俊 孝 

散 会 

 

出席議員  １２名 

（別表のとおり） 

欠席議員   １名 

（別表のとおり） 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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一 般 質 問 の 質 問 事 項 

令和５年９月１５日 

順 序 発言通告者 質   問   事   項 頁 

１ 星 野 光 洋 

１ 松川町の少し先の未来に向けての新しい指針となる

ような目標、夢をこめた大きなキャッチコピーの必要

性を問う 

２ 松川町における小中学校の体験型の学習について問

う 

105 

２ 米 山 義 盛 
１ 新農業法人設立について 

２ 今どういう教育が求められているか 
116 

３ 加賀田   亮 １ 地方再生手段のあり方と改善について問う 127 

４ 塩 沢 貴 浩 

１ 松川町における病児保育、また障がいのある子ども達

への支援について 

２ 帯状疱疹ワクチン接種の助成について 

139 

５ 米 山 俊 孝 

１ 事業決定に対する姿勢は 

２ 治山事業に対する姿勢について 

３ 松川町を取り巻く自然財産の活用 

146 
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午前９時３０分 開 議 

開議宣告 

○議長（中平文夫） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年第３回

松川町議会定例会を再開いたします。 

なお、森谷岩夫議員より欠席の届け出が出されており、これを許可してあります。 

 

議事日程の報告 

○議長（中平文夫） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおり一般質問であり

ます。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長、館長の出席を求めてあります。 

また、株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

本日も地球温暖化防止及び節電の取組として、クールビズにて行います。ご理解をお

願いします。 

 

＝＝＝ 日程第１ 一般質問 ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第１、一般質問であります。 

一般質問は、５名の議員より通告をされております。通告の受付順序により順次発言

をお願いします。 

なお、発言者、答弁者ともに簡素に回答並びに質問をお願いします。 

それではただいまから一般質問を行います。 

 

◇ 星 野 光 洋 ◇ 

○議長（中平文夫） １番、星野光洋議員。 

○１番（星野光洋） それではトップバッター、一般質問をさせていただきます。 

今日は、２つの質問をさせていただきたいと思いまして、用意してまいりました。 

まず、１つ目ですけれども、松川町の少し先の未来に向けて、新しい指針となるよう

な目標となるようなキャッチコピーのようなものがあるといいなあというふうな問いか

けです。 

先日、バスケットボールの日本代表が、オリンピック出場権を得まして、大変素晴ら

しい試合でしたけれども、そのチームが目標に「40 分で 90 点を取るバスケをやる」と
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いうような目標があったということを聞きました。ほかにも例えば、私記憶するところ、

例えばフジテレビなんか結構盛り上がってた時代に、「面白くなければテレビでない」と

いうようなそういうようなコピーがあったと思います。例えば、バスケットなんか今の

目標をとてもシンプルで分かりやすい目標じゃないかな、キャッチコピーだったんじゃ

ないかなと思います。 

例えば、それを上に掲げたときに、それを例えば面白いテレビはどうすればいいかと

いうようなところで、それぞれを実現するためにおのおのが何をすればいいのかという

ときにいい指針となるのではないかなというふうに考えます。 

松川町は、「くだものの町」というキャッチコピーがございます。実際、私も町外の方

に松川町を紹介するときに、「果物をすごく美味しいんだよ。ぜひ松川町に来て買ってく

んなよ」というようなことを紹介します。でも、ただ、松川町の昨今の暮らす皆様の動

きを見るにつけ、そのもう一つ先の段階に来てるのではないかなというふうに感じてお

ります。住民の皆さんの思い描く未来の理想というようなものをすくい上げ、そこに町

長の思いなども込めまして、一つの言霊になるようなキャッチコピーというものがあっ

ても良いのではないかなあというふうに感じております。また、それが町外に向けて松

川町のイメージを色濃く打ち出すことにもつながるのではないかなと考えます。 

そこでいくつか伺わせていただきます。 

松川町のキャッチフレーズということで、私検索しましたら、ネット上に、「くだもの

の里、人の輝く緑と水と太陽のまち、まつかわ、人の和のある地域協働のまち」という

ふうに出てきましたけれども、通告書を出してから松川町の第５次総合計画を見ました

ら、表紙に「いっしょに育てよう、一人ひとりが輝く、笑顔あふれるまち、まつかわ」

とございました。また総合計画ができるときにまたそのようなキャッチコピーにできて

くると思うのですが、このようなキャッチコピー、今までのキャッチコピーからつくら

れてどのような効果があったかというようなことを感じるものがございましたらお答え

いただきたいと思います。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 星野光洋議員の質問にお答えいたします。 

平成 27 年に果樹栽培 100 周年を迎えた松川町は、古くから「くだものの里、まつか

わ」として知られております。春先のさくらんぼからブルーベリー、プルーン、桃、ブ

ドウ、梨、そして主力でありますりんごまで果物狩りとして、観光客で賑わう町として

発展をしてまいりました。また、第３次松川町総合計画、これは平成６年から平成 17 年
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でございますけれども、町の将来像として、「人の輝く緑と水と太陽のまち、まつかわ」

を掲げ、環境に優しいまちづくりを行ってまいりました。 

「緑と水と太陽のまち」につきましては、第１次総合計画、昭和 48 年 10 月から昭和

55 年の目標のキャッチフレーズとして掲げ、第２次総合計画でも継承し、昭和 61 年に

制定された松川町町民憲章、このときは町政 30周年でございましたけれども、このとき

に制定をされております。 

第４次松川町総合計画では、まちづくりの将来像として、「人の和のある地域協働のま

つかわ」を掲げ、自治会、事業者団体など多様な主体によるまちづくりを促してきてお

ります。 

また、第５次総合計画につきましては、今、議員おっしゃられたとおりでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

私、申し上げました今までのキャッチコピーを踏まえまして、これが町政や町の皆さ

んにどの程度伝わっているか。また、それがどのような効果を及ぼしているかというよ

うなことをちょっとお伺いしたいと思います。 

お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 今の質問ですけれども、「くだものの里、まつかわ」というのは、先ほど

の議員の質問の中にもありましたけれども、自分の町を紹介するときには、「果物のある

町なんだよ」ということをおっしゃられるということをおっしゃられましたけれども、

まさにそのところかなと思っております。私も外へ行って松川町を紹介するときには、

「果物の美味しい町なんですよ」というのは第一声に出てまいりますし、多くの町民の

皆さんはそのような感じを受けているんじゃないかなと思っております。 

このキャッチコピーが、今後どんな形で進んでいったらいいのかなというのはまた考

えていかなければいけないところではありますけれども、効果としましては住民の皆さ

んに根付いているんじゃないかなと考えております。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

次の質問にちょっと移らせていただきますが、町長、今まで就任されてからいくつか

の政策打ち出されております。子育て支援、仕事づくり、住まいの確保、どれも町長の
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思いが込められたものであると思うのですが、それらを大きくまとめて何か一つこんな

町にしたいというような思いがございましたら教えていただきたいと思います。本当難

しいことだと思いますので、またうまくなくてもよろしいので、何かございましたらお

願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 町政を進めていくに当たりまして、３つの柱、子育て支援、住まい、仕

事を中心に政策として進めていく中で、この町に暮らして良かったと思えるまちづくり

を目指してまいりたいと思っております。 

今議員おっしゃられるキャッチコピー、具体的にこれとはなかなか言えませんけれど

も、ずっと言ってきているとおり「やっぱり松川」だとか、「面白いな、松川」と言って

もらえるポジティブに捉えてもらえるようなキャッチコピーが間違いないなと自分では

思っておりますけれども、これについてはまた検討してまいりたいなと思います。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

面白いまち松川、今いろんな動きが出ていると思います。昨日も商店街の、「まつかわ

スタイル」というもの発足されて、小さい動きがいくつも重なって新しいまちになって

いく、そういう下からの突き上げみたいなのも感じながら、新しいまちの形というかい

く道というのもできてくるのかなというふうに感じております。ぜひそういうところを

すくい上げていただきながら、「あ、松川ってこういうような特色がある」っていうのを、

ぜひ前面に打ち出すというようなこともやっていただくと、また町の外にも中にも何か

それを目指す何か新しい手助けであるとか、動きというものが生まれてくるんじゃない

かなと思いますので、ぜひ声にしていただいて、いろんなところで発信していただける

といいかなというふうに思っております。 

先日、総合計画の話も出ましたけれども、この先、何か「くだものの里」というよう

なこと以外にも付随するような何か新しいようなキャッチコピーをつくるような予定と

いうものはございますでしょうか。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 松川町がこれから進めていくまちの将来像として、次期総合計画を策定

していく中で掲げていくものだと考えております。 

キャッチフレーズにつきましては、今後行われる様々な事業ごとに掲げていくことを

検討しております。できるだけ多くの方々が見ていただける場所に掲示し、ＰＲしてま
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いりたいと考えております。松川町に関わる方にご意見をいただき、「松川町に住んでよ

かった」、「住んでみたい」と思っていただけるよう進めてまいりたいと考えております。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

新しい総合計画に出てきますキャッチフレーズ、ぜひ楽しみさせていただきたいと思

います。 

これは本当に、鶏が先か卵が先かみたいなことになると思うんですけれども、一つの

松川町に暮らす方、いろいろ何かやろうという方の指針になると思いますので、ぜひ何

か魅力のあるキャッチフレーズをつけていただくと良いかなと思っております。 

続きまして２つ目の質問に移らせていただきたいと思います。 

学校で行われております体験型学習についての質問でございます。 

文科省より、小中学校における体験型学習が、教育の重要な柱として位置づけられて

おります。その推進にまた松川町も取り組まれていると思います。ここ何年かのコロナ

禍では、それが難しい状況であったということも想像できます。現在になってそれもだ

んだんと可能になってきているかなと思います。 

例えば、フィールドワークであるとか、人と人が関わるような体験学習であるとか、

そういったものが当たると思うんですけれども、先日、小学校で、「夢見る小学校」とい

う映画を拝見させていただきました。大変面白い映画でございまして、体験を学習の中

心に据えた学校の取組が紹介されておりました。例えば、「子どもがそばを食べたい」と

いうふうに言いましたら、そのそばを最初から作る。そばができたらそれを打つ。それ

でそれをみんなで食べる。そのそばの歴史を学ぶことで、それが社会の授業になる。そ

のリポートを書くことが国語の授業になる。というようなことで、本当に私も目からウ

ロコの映画でございました。 

現在の状況を全てそのようにするのは困難であるかと思うんですけれども、現在行わ

れている小中学校、また保育園での体験型学習の取組について質問させていただきたい

と思います。 

松川町の小中学校での体験型学習というものは、何がございますでしょうか。また、

その対象の生徒を教えていただきたいと思います。どんなことが行われ、どのぐらいの

期間で行われているかということ。ちょっと通告書には明記ございませんでしたが、保

育園についても分かる範囲で教えていただければと思います。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 
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○教育長（小平順一） それでは星野議員の質問に答えさせていただきます。 

私も「夢見る小学校」の映画については、昨年、飯田市で上映がありましたので、そ

のときに拝見をしております。それを踏まえて答弁をさせていただきます。 

松川町では、今年度から「ふるさと松川、学びの旅プログラム」というのを取り入れ

まして、観光まちづくりセンターに委託して、主として社会科の学習における体験的な

学習を取り入れています。３年生ではりんご栽培の体験、４年生では部奈用水の開発や

果樹栽培の開拓の歩み、それから５年生では果物や食肉の生産、それから工業生産等の

学習、それから６年生では、満蒙開拓記念平和記念館の見学や増野の開拓記念の学習を

実施しています。 

こうした「ふるさと松川、学びの旅プログラム」以外にも、それぞれの学校で特色あ

る教育を進めてきています。中央小学校では、今現在６年目ぐらいになると思うんです

が、近所の農園のご厚意で果樹栽培、りんごの栽培の体験学習を行っています。また、

５年生は、理科と社会で米づくりの学習をしますので、実際に田んぼをお借りしてお米

を作っています。 

北小学校でも、教科とのつながりや地域とのつながり、また人とのつながり、自然と

のつながりを大切にした体験的な学習を積極的に取り入れています。総合的な学習の時

間を活用して、北小ではりんご栽培を体験したり、あるいは蚕を飼って実際に自分たち

で育てたり、あるいは蛍を飼育したりして、たくさんの体験的な学習に取り組んでいま

す。１年生・２年生も生活の学習科の中で、大豆やサツマイモを栽培したりして取り組

んでいます。 

それから中学校では、総合的な学習の時間を活用して、１年生は「松川を知る」とい

うことをテーマにして年間 50 時間。２年生は「松川で出会う」というテーマで 70 時間。

３年生は「松川に貢献する」ということでやっぱり 70 時間、テーマとして松川町の人や

物や事に関わりながら、学んだことを発信していくことを計画しています。10 月 20 日

には、議員の皆様にポスティングさせていただいたように、中学３年生と松川町の未来

を語る会で、自分たちが学んできた、体験してきた、そのカテゴリーについて発信する

計画でいいます。 

それから保育園の質問がありました。 

ちょっと事前に詳しくは保育園のほうはあまり調べてありませんけれども、福与保育

園では「やまほいく」をしていますし、それぞれの保育園で、地元のそれぞれの保育園

のある地域の皆さんとの関わりの中で、大根を栽培したりだとか野菜を栽培して、地域
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の皆さんとの関わりの中で実際に収穫する体験だとか、そんな活動を取り入れていると

いうふうには聞いております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

今伺いました、挙げていただいた体験学習、自然に関するものが多いかなというふう

に感じております。松川町、自然に囲まれた町ですので、りんご等体験型学習に行うに

当たり、いろいろそういうような項目が出てきたかと思うんですけれども、それを行う

にあたる経緯、例えば、米づくりとかそういうのは体験学習の項目として挙げるに当た

って、それをやろうというふうに至った経緯というか、どうしてそれを選んだのかとい

うようなことをちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） ちょっとお答えになるかどうか分かりませんけれども、松川町独自の

体験的な学習については、毎年その学校の中でカリキュラムとして位置づいているもの、

先ほど話をしたような中央小・北小の３年生のりんご栽培だとか、北小４年生の蛍飼育、

蛍については平成 26 年から取り組んできているようです。学校近くの用水路で蛍を見

つけたことをきっかけにして、もっと増やしていきたいということが始まりだったよう

でありますが、また、一昨年から北小学校では、やっぱり地元のことを子どもたちが意

外と知らないということで、地域学習の日を設けて取り組んでおります。 

また、そうやって学校のカリキュラムとして位置づいてるもののほかに、担任の先生

が総合的な学習の時間の中で取り組んでいるものや、また長野県では中核活動というこ

とが昔から盛んでありました。特別活動の時間を使って取り組んできています。そうし

た中で子どもたちが自ら課題を持って、主体的に追求していくということを大事にして

きています。 

今年度取り入れた「ふるさと松川、学びの旅」の取組については、やはり教育委員会

として、松川町を愛して、松川を誇りに思えるようなカリキュラムを編成したいという

ことで、学園化構想を踏まえて、それぞれの学校が独自に取り組むだけではなくて、松

川として一つの課題に取り組んでもらいたいということも願って取り組んできています。 

それから、松川では「ニコボラ」というのに、取り組んできていますが、これは平成

27 年度からになります。もっと福祉体験だとか、人と関わる体験、自然が多いというこ

とがありましたけど、ニコボラについてはもうほとんどが人と関わる活動だというふう
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に思います。 

それから保育園や小学校では「あそびの楽校まつかわ」の活動がありますので、これ

も様々な自然体験になったというふうに思いますし、こうした活動も松川としては自然

に触れさせたいという思いがありますので、積極的に取り組んできているところであり

ます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

今それに至る経緯伺いましたけれども、ちょっと質問なんですが、子ども側からの意

見を聞いて、何か体験型学習に取り組んだものっていうのはございますでしょうか。そ

れをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 子どもから疑問を持って取り組んだ課題が何かってこと、すみません、

きちっと把握はしてないんですが、そもそも総合的な学習の時間の趣旨というのは、子

どもたちが自ら課題を持って主体的に追求していくということが総合的な学習の時間の

狙いですので、本当は先生方が一応仕組んではいますけど、いろんな種を蒔いて人と関

わることや地域と関わることや自然に関わることを蒔いておいて、どっから芽が出てく

るか。子どもたちが実際に課題に思うか、子どもたちが主体となって疑問を持って追求

したいという課題については、これは子ども発の学習になりますので、総合的な学習の

時間については、子どもたちが自分たちで考えて主体的に判断していく、そういう学習

も取り入れていくことが総合的なする狙いですので、そんなことを踏まえた学習をして

くださっていると思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

様々な体験学習ある中で、また子どもの思いなんかもつくり上げて体験学習、またい

ろいろつくっていってもらったらいいかなというふうに感じております。 

今、挙げてもらった中で結構いろんな分野に多岐にわたっていると思うんですけれど

も、その体験学習、今までやってお子さんの声ですとか、親御さんの声、その効果等ご

ざいましたら教えていただきたいと思います。また、この体験学習の問題点、何かござ

いましたら教えていただきたいと思います。 
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○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 効果と問題点ということでありますが、体験的な学習の効果でありま

すが、まずは実際に子どもたちが体験するってことになりますと、社会的な事象や自然

事象に直接関わりますので、子どもたちが自分たちの五感を通して実感的に対象を捉え

ることができていると思います。 

具体的に言えば、例えば桜のことをいつも桜のことを言葉で説明してもなかなか理解

がしにくいところを、実際に目で見たり、触ったり、匂いを嗅いだりすること、そうい

う実感を伴った活動になりますので、理解という点ではより一層深まってくるかなとい

うふうに思います。１つ目の効果としては、そんな理解の深まりということがあると思

います。 

２つ目は、やっぱりその対象に対して、興味や関心が高まりやすいというふうに思い

ます。 

また、３つ目として、子どもたちの思考力や表現力が高まることもやっぱり実際に目

で見た、例えば桜の感動というのは、実際に絵で表す、言葉で表すときにも、子どもた

ちの中ではより表現力が高まって醸成されてくるように思います。 

それから４つ目の効果としては、やっぱりその様々な問題に対して自分たちの問題と

して主体的・対話的で深い学びにつながる学習ができるということがあると思います。 

それから５つ目として、人との関わりや自然との関わりの中で、やはり豊かな人間性

を育むことも期待できるかなと思います。 

問題点ですが、やっぱり一番大きなのは時間だと思います。時間が足りないというこ

とだと思います。体験したほうが子どもたちは実感的に学ぶことができるんですが、そ

こへ行くまでの移動時間だとか、クラス全員がその体験をするまでの時間はとても学習

指導要領で定められた時間の中ではとても確保ができないというふうに思います。です

ので、低学年はできるだけ体験をさせたいと思いますし、それから中学年・高学年・中

学校と進むにつれて、どうしても体験的な取組が少なくなってくるかなと思います。 

それから２つ目の問題点としては、体験が目的になってしまう。体験の前と後が本当

は指導が大事なんですが、そこが先生方の力量に関わってくる部分もありますので、体

験で終わらないようにするための事前と事後の指導をきちっと先生方に指導してもらう

ことも大きな問題だと思います。 

それから、やはり体験するためには、事前の準備がかかるということです。「ふるさと

松川、学びの旅」では、事前に当然コーディネーターのほうで準備をしてくださってい
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ますが、通常のものですと先生方が教材研究をして、対象となる方とか、物とかを決め

出して、相手先の日程を調整するとか、打合せをするとか、そういう事前の準備がかか

るということも大きな課題だと思います。 

また、もう一つはその費用がかかる場合が出てくる。見学をするとか、動物を飼うと

すれば、餌代だとか、植物にしても苗だとか、そういうもの費用がかかる場合があると

いうことです。それが最初から予算にないと、そういう活動に取り組みにくいというこ

とがあるかなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

効果の点でいろんな効果があることは分かりました。 

私もちょっと関わることがあるんですけれども、今、教育長がおっしゃっていただい

たことも大変すごく感じます。と同時に、その学校内での関係性、クラス内での子ども

等との関係性もまた変わってくるのも面白いなと思ってます。結構おとなしい子が体験

学習に来ると、思いも寄らなかった言葉を発するようなこととかありましたり、あとち

ょっと今までリーダーシップをとったような子が、そういう子がちょっと立場が逆転す

るようなこととかもあったりすることも見てまいりました。 

本当に問題点のほうでいろいろ準備がかかるっていうのも本当に分かります。そうい

ったところで、地域の方の協力等を得ながら、やっていくのも一つかなと思います。 

本当、先生方のご苦労、本当に想像するんですけれども、ぜひ外部の方の力やアイデ

ア等を借りてやってていただくのも一つの手かなとも考えております。 

その点について教育長、ご意見ございますでしょうか。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 外部の方ということですが、「ふるさと松川、学びの旅のプログラム」

ですと、例えば食肉のことについては、「さんさんファーム」のほうに実際に行くとか、

そうするとそこの方と触れ合って、そこの方から食肉工場から学ぶことがありますので、

学びの旅のプログラムでは、ほとんど外部の方にお願いをして、外部の方が講師となっ

て、子どもたちに指導する、体験をしてくださっています。 

なかなかむしろそういう部分は先生方が自分でやるよりも、外部の人、特に松川の人

との関わりを大事にしていきたいというふうに考えていますので、できる限り取り入れ

ていきたいなというふうに思っています。 
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以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

本当に松川町の方、皆さん、本当に子どもが何かするときにすごく協力的ですし、熱

意を持って接していただいていると感じております。ぜひ遠慮なく声をかけていただけ

れば、皆さん本当に手を差し伸べてくれる町だと思っております。そこがすごく松川町

の良いところだと思いますので、ぜひ協力をいただきながら進めていっていただきたい

と思います。 

もう１つちょっとリスク管理みたいなところでちょっとお伺いしたいと思います。 

外に連れて行った場合、いろいろな危険なことを考えられると思うんですけれども、

その点に関して何か注意を払っていること等ございますでしょうか。 

○議長（中平文夫）小平教育長。 

○教育長（小平順一） 一つ問題点の先ほど話はしませんでしたが、リスク管理の問題、やは

り外部に出るっていうことは、担任だけでは見れない部分がどうしても出てきてしまい

ますので、そういう点もやっぱり課題だというふうに思います。 

ですので、そういうときにはなるべく複数の職員が当たるように、例えば支援員さん、

松川はたくさん支援員さんを雇用していますので、そういう先生方に入っていただいた

り、管理職やなんかも実際には入って、移動して体験する場合には、そんなことを考え

ていきます。 

また、実際にやっぱり連絡体制が大事になってきますので、携帯電話を持っていくと

か、あるいは保健室の先生に待機してもらうとか、そういうことは各学校で取り組んで

くれていると思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 星野議員。 

○１番（星野光洋） お答えいただきました。 

本当、これを考えすぎちゃうとまたできなくなるっていうところもあると思います。

うまくその点、考えていただきながら安全面でもお願いしたいと思います。 

ぜひ、この体験型学習、自然学習等、下伊那、長野県、または本当全国からも注目を

浴びて、松川町がこの分野に関して、本当に誇ることができるようなものになってもら

うといいかなあというふうな思いがございます。それを実現できる方、先ほども言いま

したけれども、熱意等、今の松川町は十分あると思っております。ぜひ今後とも進めて
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いっていただきたいと思います。 

以上で一般質問、終わらせていただきます。 

○議長（中平文夫） 星野光洋議員の質問が終わりました。 

 

◇ 米 山 義 盛 ◇ 

○議長（中平文夫） 続きまして、３番、米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） それでは、通告に基づきまして２点質問させていただきます。 

まず１つ目ですが、先般、新農業法人設立に向けて極めて精力的に懇談、検討会が開

かれて、今年８月１日から 30 日にパブリックコメント募集ということで、こういった冊

子が配られています。「松川町ゆうきの里」を育てるということで、オーガニックビレッ

ジ宣言というのを３月 10 日にしていますし、有機農業の推進、学校給食への「ゆうき給

食とどけ隊」の活動等もあって農業の取組が進められてきている中に、それに加えて農

業に関する一般社団法人をつくるということでの準備が進められているということでご

ざいます。 

まず、町長にお聞きしたいですが、こういったオーガニックビレッジ宣言及びこうい

った一般社団法人農業についての新しい法人をつくるということが、町全体の農業政策

上でどのように位置づけられているのかをお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 米山義盛議員の質問にお答えいたします。 

農業法人の設立につきましては、かなり以前より議会の皆様から提言されていた重要

な課題であると認識しております。大変遅くなってまいりましたけれども、ようやく実

現できる段階まで到達できたのかなと考えております。 

近年、当町の農家の声は「高齢により耕作できない」、「耕作者が亡くなったことで継

続できない」、「手伝ってもらっていた人が高齢で来れなくなった」、「剪定グループが高

齢化で解散してしまった」など、果樹栽培を継続するための手が足りないといった事例

が多く寄せられております。また、遊休農地となった水田や畑、果樹園が荒廃地として

近隣農地に悪影響を与えるといった問題も出ております。 

一方で、「松川町で農業をやりたい」、「おいしい果物を自分でつくりたい」と都市部か

ら果樹研修生が来られております。若手農業者の会若武者、農業女子、若手の農業後継

者、定年退職後の就農者もいらっしゃいます。 

離農される方から就農する人に農地を引き継ぐことができる橋渡し役、農地の集約化
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と家の確保まで考え、新規就農者の条件の良い土地を斡旋できる、そのためにも農地を

一時管理し、積極的に動ける法人が必要であります。 

定款には、その目的を「農地を次世代の就農者につないでいくため、また環境保全型

農業で持続可能な農業を推進することによって、松川町農業のさらなる発展を目的に事

業を行う」としております。 

町の魅力、個性でもある 100 年の歴史を持つ果樹栽培をはじめ、生命の源の食料を生

産し、暮らしを支える農業が継続していくよう、法人を中心に関係機関、農業者ととも

に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（中平文夫） 米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 重要な新しい一般社団法人としての農業法人の設立についての意義につ

いて、お答えいただきました。 

具体的に、この法人設立に向けて農業振興会議、あるいはゆうきの里連絡協議会等々

で、何度となく検討会議を進められてきておられるということで、私も昨年は総務産業

建設常任委員会のほうに入っていましたけれど、この農業法人の動きについて傍聴さえ

もできなかったことを恥じていることですが、この農業法人をつくるということを一般

の町民、農業関係者はもとより、消費者である町内の方々にどういうふうな展開で進ん

でいるかというとなかなか多分、分かりにくかったのではないかと思われます。パブリ

ックコメントが今年の８月いっぱいで締め切られましたけど、この設立へ向けての検討

会議の構成メンバーですとか、検討経過というのをちょっと簡潔に経過を説明していた

だければと思うんですが、産業観光課長お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま議員のほうから、農業法人立ち上げに至るまでの経過

のほうを簡単に説明してほしいというご質問ございました。 

委員は 31名で構成されておりまして、最初、令和３年の 12 月でしたけれど、農業法

人の立ち上げについていろんなところからご意見あったんで、素案というような形でち

ょっと提案をさせていただきました。それから令和４年、昨年度になりまして、６月に

第１回目の農業振興会議のほうを開催いたしまして、町の農業の現状と課題についてと

いうことで、いろんな意見を基に協議をしていただきました。 

それから第２回目としまして７月末でありましたけれど、今度はワークショップの形

で委員さんの方々５グループに分かれまして町の農業の課題、それからの今後について

いろいろ話し合っていただいてきました。 
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それから第３回目は９月の末でありましたけれど、農業法人の方向性ということで、

前回のワークショップで出された課題をまとめまして、今後の農業法人の方向性という

ものをイメージをしていただきました。 

それから第４回目が昨年度 12 月末でありますけれど、農業法人のそれに向けての事

業計画ということで、その案を提示させていただきました。 

それから昨年度の３月になりますけれど、新農業法人の立ち上げの事業計画のほうを

おおむね示して、こんなふうでどうだというような形で提案をしまして、今年度に入り

まして５月の末でありましたけれど、定款ですとか事業計画の素案という形で示して、

本日のパブリックコメントのほうに至ってきてるというような状況でございます。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○３番（米山義盛） そういう形で検討会議を精力的に関係者で取り込みつつ、法人設立の準

備を進めてこられたということで、大変ご苦労であったと思います。 

そういった点も踏まえながら、例えば各一般の農家ですとか町民に農業についての新

しい法人をつくるというようなことで、どこかの機会に町民、誰でも参加できる形のシ

ンポジウムですとか、講演会とか、そういった農業、今の松川町が抱えている農業問題、

それからその新しい法人をつくる上でのそういった意味というようなことを、やっぱり

町内の方、一般の検討会議に参加されてる方以外にも知らせるような努力というかそう

いった機会があっても良かったのではないかなというふうに思います。 

パブリックコメントという形で８月に求められて、そのパブリックコメントがどのよ

うなものが出されたのかということもちょっとお聞きしたいと思いますが、含めてこう

いった松川町の農業について、当然農家の後継者で非常に悩んでいる農家の方もおられ

ますでしょうし、町内の方々も農業どうなんだろうということで関心を持たれてる方も

いるかと思います。そういった方々に問題というのを投げかけるというか、提案して一

緒に考えてもらえるというふうな、そういった機会としてこのパブリックコメントを求

めること自体は、そういった一貫だとは思われます。ただ、このパブリックを求める資

料集を見ましても、定款案とか事業者案が出されてましたけど、なかなか読んでピンと

こないというふうなそういった部分も私自身が読んで分からないと、ちょっとそういう

形ではそれはないというふうに思えば、そういうことだとは思われますけど、農業に関

わって頑張ってやってられるいろんな農業についての団体も関わってこの検討会が進め

られてきている中で、各団体がどんなふうな思いを持って、委員とかそういったような

ことをやっぱり町民に投げかけるような機会があったら良かったんじゃないかと思いま



 －119－ 

すが、その点いかがでしょうか。あわせて、パブリックコメント８月いっぱい求められ

て、どんな意見が寄せられたかというのも含めてお答えをお願いします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいま農業法人の立ち上げに当たって、町民、住民のほうに

もっと投げかけて、直接意見なんかも聞く機会を設けたほうが良いというようなご意見

もいただきました。 

これまで農業法人の立ち上げについては、議会をはじめ、町民の方からも何度も将来

の課題ということで立ち上げのほうを望む声もいただいておりました。それでそれに当

たっては、今まで有機の研修会ですとか、講師を呼んだ中でも将来的には近いうちに法

人を立ち上げたいというような話もしてきましたし、会議のほうもそのたびにホームペ

ージのほうにも全て会議録も公開しておりますし、それぞれの認定農業者の連絡会です

とか、若手の農業者の皆さんが講師を呼んで、直接法人とは関わりないんですけれど、

いろいろ講師を呼んで新しい農業の取組ですとか、そんなような講演もいただいており

ますので、それなりにそういう機会を通じて、今の課題、それから今後の課題に向けて

町がこうしていきたいんだというようなところは、少しずつは伝えてきたのかなという

つもりはししております。 

ただ、なかなか直接的に法人一本に絞ってというようなところは少し足りないのかな

ということは感じてはおります。 

そんな中で、パブリックコメントのほうを８月１日から８月 30 日までの間、募集させ

ていただきまして１件の意見を頂戴したところでございます。 

ご意見の主な内容でありますけれど、設立の目的に関すること。それから事業内容の

関係では、農地のゾーニング、農地管理後の対応、それから農作業受託の価格設定、そ

れからモデル地区、農村ＲＭＯに関すること。続いて組織体制の関係では、事業目論見

と予算、それから設立社員、社員の資格、組織全体に関すること。それからまた基金と

定款に関すること。それらについて大変貴重な意見を頂戴いたしました。３ページにわ

たるようなご意見を頂戴したところでありまして、この意見につきましては、本日ちょ

うど農業振興会議が夕方あるわけであります。この農業振興会議で再度見直しを行いま

して、また定款につきましては、専門家の方の意見も入れながら、成案としていきたい

と思っております。 

お願いします。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 
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○３番（米山義盛） 説明いただきました。 

そういったパブリックコメントが寄せられているということ、この法人に対しての関

心のある方が多くおられるという、その表れだというふうに思われます。 

あわせて、この一般社団法人の名称についても、８月いっぱいで募集されていたよう

ですが、それについては何かこの場で言うのか、今日の農業振興会議のほうでお話され

ることであるのかもしれませんが、答えられればお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 名称も併せてパブリックコメントのときに募集したわけなんで

すけれど、応募のほうは正直なかった状態です。 

ちょっとＰＲも足りなかったかなということでありますけれど、また振興会議のほう

でも話し合っていきたいと思っています。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○３番（米山義盛） そういった点、いよいよ設立に向けて寄せられたパブリックコメントも

検討しつつ、よりその農業法人が地域の農業の難題、後継者を継続させていく上での大

きな難題に挑戦していくという点で、非常にやっぱり大事なところが問われていると思

います。 

そういった松川町の農業、果樹農家、「くだものの里まつかわ」ということで、松川の

そういうブランドがますますやっぱり継続していかれるような形での農業法人のやっぱ

り取組が、今後やっぱり末広がり的に地域の中に浸透して広がっていくことを期待した

いと思います。 

一般社団法人という形を取りますと、まちづくり観光協会がそうでありますし、昨日

発足した「まつかわスタイル」も一般社団法人というふうな名前をとってます。 

自立した法人としていくことをやっぱり目指すべきものだというふうに思いますが、

そういった一般社団法人のあり方、そういったようなものについてはどんなふうな方針

というかをお持ちでしょうか。これちょっと町長、副町長、お願いします。すみません

が。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 一般社団法人のあり方についてのご質問でありますけれども、今まで松

川町には法人というものは他の町村と比べるとない町でありましたけれども、観光まち

づくりセンターができ、昨日の「まつかわスタイル」ということで、これで３社になっ

てまいりますけれども、あり方につきましては、何でも一般社団法人をつくればいいと
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いう考えではなく、必要であればそのときに検討して進んでまいるという方法でとって

いきたいなと思っております。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○３番（米山義盛） 行政におんぶに抱っこでは、行政に依存と言ったらおかしいですが、そ

ういう形で発足せざるを得ない部分もありますが、町民のいろんな方々の参加と協力、

そういったようなことも得られるのは開かれたやっぱり法人づくりというのを目指しい

ただきたいなというふうに思います。いろんな財力を持つ企業や個人がおられますし、

そういった人たちの力も法人の中に生かせるような方法というのは、追求されてもいい

のではないかというふうな思いがいたします。そういった意見として述べさせてもらっ

て、次の質問です。 

２番目の質問です。 

どういう教育が求められているかということで、先ほど星野議員が体験型学習の必要

性ということで指摘・質問されていましたことにも関連しますが、私も「夢見る小学校」、

映画を見ました。松川町の中央小学校で夏休みの最後の日ぐらいに保護者と職員の方々

が見る上映会をするということでご案内いただきましたので、ほかの会合もあって最後

にちょこっと見に行っただけですが、その後、９月２日には中信の長和町で同じ映画の

上映会がありましたので、そちらへ行って全編見ることはできました。 

確かに体験型学習ということで、一般の私立の「きのくに子どもの村学園」という法

人が始めている体験学習で、和歌山の橋本市やそれから北九州にもあり、南アルプス市

にもあったりするということで、堀 真一郎さんという方が理事長で進められてきてい

る子どもの村学園、夢見る小学校というそれが記録に残して、太田 敏さん、松川町の「い

ただきます」というふうな映画、有機農業を進めていく映画をつくった太田 敏さんが監

督された映画でございます。今、夢見る小学校から今度は夢見る校長先生というのを太

田 敏さんが主催していく中で、様々な校長先生の取材した記録がありますので、それを

使って今度は続編の映画が予定されているようです。 

松川町でそういった映画が上映されたんだなということで、教育のあり方をやっぱり

考える上でいい映画だというふうに私も思いましたし、あわせて７月に教育懇談会、教

育委員会主催で行われまして、不登校の松川町の現状について、侍学園の理事長の方の

ミニ講演もあり、不登校の問題について参加者で考えるというふうなワークショップが

ございました。 

不登校の生徒の数がオープンにできる松川町の良さというようなことも、町外から参
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加された方もおられましたので、そういった方からそういった意見もお聞きできました。 

不登校の問題、学校教育がやっぱり問われているというふうに私は思いますし、今ま

での学校教育の者として、子どもの数は減ってきているし、それに加えて、コロナ禍と

いうふうな事態の中で、それでもやっぱりそれの中で不登校の子どもたちが増えている

という、そういった現状もあるし、そういった点から教育のあり方が問われているとい

うふうな思いもいたします。 

先だって、有機農業の給食の試食会がございまして、私も参加させてもらって久しぶ

りに学校給食を味わさせてもらいましたけど、食育それを見て栄養士さんの話を聞いた

りしますと、教育の中で学校給食の意味、食べてるものが体をつくるし、人間をつくる

上での給食の意味っていうのは非常に大きなものがあるなということを、それはまた教

育の一環として考えれば、教育の複合的な見方というか、奥行きの深さというのを感じ

たんですが、そういったことも含めながら、今、松川町の子どもたちの不登校の現状、

Ｈｕｇを中心にしたフリースクール、中間教室も活発に行われていますし、まちづくり

で臨床心理士さんを採用して働いてもらっているというふうなこともあり、不登校の状

態が子どもがこの間、減ってきているのか少しぐらいは改善してるのかどうか、そうい

ったことも含めて様子をお聞かせ願えればと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 不登校の件でよろしいですか。 

○３番（米山義盛） はい。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） それでは不登校の問題についてお答えをさせていただきます。 

火曜日の夜にも学校運営協議会の中で不登校の問題を扱いました。そこでは今、米山

義盛議員さんがお話をしてくださったように、教育懇談会の中で「やっぱりこれからは

大人の価値観を変えていく必要があるんじゃないかな」という話がありました。不登校

は決して不幸ではないということで、大人の価値観を変えていく必要があるんじゃない

かなということで、学校運営協議会の中でも話題にしました。 

「価値観を変えるためには、一つはその不登校という呼び方が本当にいいのかな」と

いうこと。「呼び方についてももっとポジティブに捉えていく必要があるんじゃないか

な」という意見もありました。「学校に行かないということは、決して違う学びをしてい

ることにつながるんじゃないかなと。自分でそれを選択している、あるいは自分自身で

今エネルギーを蓄えている時間でもあり、また地域の中で、フリースクールも含めて、
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地域の中で学んでる時間ではあるんじゃないかな」というような意見もありました。 

不登校については松川の現状は、昨年よりは若干減ってきていますけれども、２学期

に入ってこれからやっぱり増えてくる時期であります。どうしても夏休み明けに増えて

くる傾向がありますので、今後の推移を見守っていかなければいけないと思ってますし、

先日の学校協議会の中でも、「やっぱり不登校になった子どもたち、あるいは保護者の皆

さんと学校、あるいは外部の機関とつながる不登校のコーディネーターが必要ではない

かな」という意見もありました。 

いずれにしても、不登校の問題については非常に多様化していますし、松川とすれば

フリースクールを支援したり、学校の中間教室の午後のあり方、午後の指導者がいない

ところを不登校生徒指導専門員を雇用したりしながらフォローしていますけれども、ど

うしてもそこだけではまだ全ての子どもたちに学びの場を提供できていないという問題

もあります。そこら辺の課題を何とかして様々な方たちとつながること、先ほど話にあ

りましたスクールカウンセラーや社会福祉士の皆さんや保健師さんとも関わっていただ

きながら、松川の子どもたちの少なくとも、それぞれの子どもたちの学びの場、居場所

を確保していきたいなというふうに考えています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○３番（米山義盛） 学校運営協議会でも議論がされたというふうなことでございました。 

小学校の子どもと中学生とではまた少し違ってるんじゃないかなというふうな気がし

ますが、中学生の不登校のほうが多いのかちょっと小学生と中学生の不登校の様子の実

態違い、そういった点はいかがでしょうか。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） 今年度の人数については、中学生が若干減って逆に小学生が増えてい

るという現状があります。 

ただ、今は文科省の規定で言いますと、30 日以上の欠席が不登校という定義になって

いますけど、実際にはフリースクールに通うことも出席扱いにしていますので、単純に

その 30 日以上の子どもたちが何人いるからっていうことでお伝えしても、実際に教室

に入れない子の数はもう少し多いので、そこら辺が難しいんですが、小学校も中学校も

それぞれ 10 数人、今のところは 30 日以上でカウントすると 10 数人ずつ、どちらも小

学校も中学校もいる状況であります。 

今後２学期に入って、先ほども話をしましたように夏休み明け増える傾向があります
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ので、今後の子どもたちの学びの場をいずれにしても確保していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○３番（米山義盛） 小学校の子ども、児童、それから中学校の子ども、生徒も同じぐらい不

登校の状況にいるということ。確かに非常にやっぱりその問題っていうのは本人の思い

等もあって、もう本人とおうちの方、保護者の方の思い、気持ち、そういったようなも

のとも絡み合って、非常にやっぱり複雑な難しい問題だというふうな思いもします。 

また、問題というふうに捉えることもいけないのかもしれませんけれど、そういった

子どもたちの健やかな育ちを保障するという、学びも含めてですが、育ちを健やかな育

ちを保障するという点で、一つの学校、教室も同じふうに一斉の学校の教室の文化とい

うか環境が、学校の担任の先生も含めて、それぞれの学校、あるいはクラス学級の様子

とかいろんなものが絡み合っていて、どういうきっかけか経過か学校に行かれなくなっ

てしまうという、そういったことの要因というか原因というか、いろんな複雑なものが

あるかと思うんですが、一概にこれだからというふうな形での原因っていうのは分から

ないものかもしれませんけれど、それでもやっぱりその子どもたち、そういった子ども

たちの思いに接しながら、その思いを聞くような形、そういったような環境づくりが必

要かと思います。そういった点でのスクールカウンセラーさんの努力ですとか、不登校

の教育相談の先生のご努力とかそういったようなことで、何かしらやっぱりこういった

ことが子どもたちの学びや健やかな育ちにプラスになるというふうな何かしらのメッセ

ージというか、あれば情報を出していただければと思うんですが。 

○議長（中平文夫） 今の質問は、通告にない部分でありますので、ひょっとしたら答えられ

るかどうかは分かりません。 

もし答えられるんであれば答えていただきますし、通告にありませんのでちょっと答

えられるかちょっと分かりませんけど、いかがですか。 

○議長（中平文夫） 小平教育長。 

○教育長（小平順一） スクールカウンセラー等の子どもたちとの関わりの中で、子どもたち

の声にはどんなものがあるかということでいいでしょうか。 

直接、私もカウンセラーからその話も聞いてありません。学校からも直接は聞いてい

ませんけれども、やっぱり不登校の子どもたちの今、学校に行けてない子どもたちは、

それぞれみんな要因はあるにしても、自分でも分からなかったり、行けない理由ってい

うのがはっきりしないことが多いです、実際には。でも、学校に行くのが苦しいとか、
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教室に入るのが苦しいとか、やっぱり集団の中に入ることに抵抗があるお子さんが今、

非常に多くなってます。ですので、集団に入らないように個別で見たりとか、少人数の

集団に入るようにするとか、そういうことを心がけていくことが大事かなというふうに

は思っていますし、個別の相談については、これはスクールカウンセラーと子どもたち、

あるいは保護者の中での信頼関係に基づいてることなので、あんまりここで私が聞くわ

けにもいかないことなので、軽々しく答えられないところがありますけれども、いずれ

にしても、スクールカウンセラーが入ってくれていることで、未然に防ぐこともできて

いますし、いろんな保護者から不登校になっても引き続き継続して関わっていただいて

いますので、そういう点では保護者のよりどころ、精神的なよりどころや困ったときの

相談にはなってるかなというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 通告の範囲内での質問でお願いします。そうしないと、回答のほうもで

きないですから、そのために通告っていうのやってますのでね。通告以外のことはちょ

っと受け付けませんので、よろしいですか。 

○３番（米山義盛） はい。 

○議長（中平文夫） 通告の範囲内でお願いします。 

米山義盛議員。 

○議長（中平文夫） 大変答えにくい質問をさせてもらって申し訳ありません。 

やっぱり子どもたちを毎日抱えている保護者の方、お母さん方のグループ、不登校の

子どもとか子育てに悩んでいるお母さん方がやっぱり集まっているグループもあります。

そういったところでいろんな話をする中で、ほかのお子さんのお母さんの声、思いを聞

く中で、自分自身の思いを確認するようなこと、確かめることなんかもできるような機

会もあるかと思います。あるいは教育懇談会に何回か参加させてもらって、小学校、中

学校時代不登校であった子どもが、高校行って頑張ってやって卒業して立派な社会人に

なっているというふうな事例、体験談なんかも報告してくれたことがあったように思い

ます。そういった取組等を長い目で見て、今は大変苦んでいる中でも、その苦しみを一

緒に乗り越えていくような教育環境、子育ての環境が地域、あるいは学校、それから家

庭でもそういった環境、子どもの思いを大事にする取組、環境づくりが大事かなという

ふうに思いまして、そういったふうに思います。 

それから最後になりますけど、ちょっと通告してなかったことで、一言、意見だけ言

わさせてもらいますが、先だって、通告の追加ということで、河川水質検査のことにつ
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いて追加で質問できないかなというふうに追加しましたけど、ちょっとできなかったと

いうこともあって、最後に一言だけ河川の水質検査、昔の青年学級があった時代、松川

町の公民館の重要なものとして青年学級がもう 40 年前ぐらいからつくられて、それが

毎年１回水質検査を行ってきているのが今でも継続しています。 

何年か前に、まだこちらの中央公民館「えみりあ」ができる前の北名子保育園のとこ

ろで仮住まいをやってたときに、水質検査のことについて公民館が講座を、学級を開い

て水の専門家の中川村にお住まいの桂川先生も来られて、水質検査についての講座をお

聞きしました。 

そういった 40 年以上も続くような水質検査が松川町の中で取り組まれたということ

について、非常にやっぱり桂川先生自身も驚かれていますし、もう私もそういう取組が

ずっと続けられてきたんだということで、青年学級のＯＢの方々ですよね、もう青年学

級はありませんので。そういった方々が続けてきて、今の水質の検査の様子がデータが

出て、町の環境係のところですとか、公民館のとこでも共有されているというふうなこ

とで、それにはお金もかかりますし、そういったこともちょっと心配な声もちょっと聞

きました。 

その水質検査によって出たデータによると、これ極めてやっぱり人為的な汚染物の放

出があるんじゃないかというふうなことが指摘された部分もあるかと思います。 

そういったことについて、もう少しやっぱり町全体として環境保全という点でしっか

りと対応していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

以上、意見を述べさせてもらって、一般質問を終わりにいたします。 

○議長（中平文夫） 米山義盛議員の質問が終わりました。 

お諮らいいたします。 

まもなく 10 時 46 分になります。ここ休憩をとりたいと思いますけど、ご異議はござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） それでは 11時まで 15 分間の休憩をとりたいと思います。 

暫時休憩といたします。 

 

休  憩  午前１０時４６分 

再  開  午前１１時００分 
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○議長（中平文夫） 時間になりましたので、会議を再開したいと思います。 

それでは、これから一般質問を続けていきたいと思います。議事進行にご協力をお願

いします。 

 

◇ 加賀田  亮 ◇ 

○議長（中平文夫） ４番、加賀田 亮議員。 

○４番（加賀田 亮） それでは質問させていただきます。 

私の質問事項としては、地方再生が叫ばれて久しいわけですけども、地方再生のやり

方いろんなものがあります。今回は特にふるさと納税と地域おこし協力隊や集落支援員

といったことについて、お聞きしたいと思っています。 

まずは１点目、これらのことについて、それではふるさと納税からいきます。松川町

としてあるべき姿、どういうのが一番望ましいのか。それに対して今どこが足りていな

いのか、現状の課題は何か、それをどういうふうに改善していくのだろうかということ

について、お聞きしたいと思います。 

過去４年間の体制と全く新しくこの４月からなりましたので、その過去の４年間の総

括も踏まえて、新しい町長がこのような問題意識でこのように考えているというお答え

を期待しております。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 加賀田 亮議員の質問にお答えいたします。 

ふるさと納税におきます松川町のあるべき姿、それから問題意識、それから改善する

具体的な手段というところのご質問にお答えさせていただきたいと思いますけれども。 

まず町のふるさと納税の寄附額は一昨年度２億 3,000 万円で、昨年度は２億 1,200 万

円と過去最高となっております。 

寄附額を少しでも増やして町の活性化に役立てたいという思いでありますが、この 10

月からは経費の総額を寄附額の５割以下にしなければならないとする、新たな５割ルー

ルが総務省から示されました。 

今後の町としては、１つ目に、なんといっても寄附額をさらに増やす検討を引き続き

行っていきたいと思いますし、２つ目に、町の特産である返礼品の効果的なＰＲとプロ

モーション、それによる町全体のＰＲ効果に波及させ、松川町を知ってもらうこと。３

つ目に、新たな返礼品、それから魅力ある返礼品、特色ある返礼品を検討することが必
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要であると考えております。 

現在の状況と課題ですけれども、寄附金額は年々増加傾向にあるものの、近隣自治体

で同じ返礼品を扱っているところと比較すると、当町への寄附金額はまだまだ少ない状

況であります。寄附金額の設定を見れば、返礼品を同じ品種、同じ数量でも近隣自治体

に比べ、多少でありますが、寄附金単価が高い状態になっています。品質が下がっても、

選ぶ段階では分かりにくいわけですので、単価を同等、あるいはわずかでも定額の寄附

金額の設定の部分も必要であるかとは考えておりますが、同時に、高い設定でも松川町

のものだから高くても買いたいと思っていただける、選択していただけるものにしなけ

ればいけないと一方では考えております。 

改善する具体的な手段としまして、当町の強みとして、観光まちづくりセンターが返

礼品の企画プロモーションを手がけている部分があります。実際にこの点は近隣自治体

と比べても引けを取らない状況であると考えております。 

町でこの事業を担当しますと、人事異動等あって専門的な知識がどうしても積み重な

っていかない部分がございますけれども、委託していることで専門人材として業務がで

きており、企画する上でもこれまでの経験からスムーズに発案できています。返礼品事

業者とも継続的な企画検討ができております。これらを強みとして、寄附金額を少しで

も上げられるよう検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 答弁いただきました。 

続いて、同じ視点で地域おこし協力隊や集落支援員について、やはり松川町として求

めていく姿、現状の課題、改善手段、こういったものについてご説明いただければと思

います。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 続いて、地域おこし協力隊また集落支援員についての質問でございます。 

現在、人口減少と高齢化の進む松川町において、地域づくり活動に意欲ある地域外の

住民を新たな担い手として受け入れることで、定住を図るとともに地域力の維持・強化

を図ることを目的に、総務省の制度を活用した地域おこし協力隊を６名、現在は東小で

活動されている、ＭＭＭプロジェクトの関係で１名、それから農業研修生として５名で

ございます。 

また、集落支援員においては、住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した
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集落の維持及び活性化対策を推進する目的で 18名を配置しております。 

この中で松川町としましては、地域の課題解決や活性化につながる取組を地域住民と

連携し、地域の持続可能な発展や移住定住につなげる町の魅力を最大限生かした広報宣

伝活動を行っていただきたいと考えております。 

また、現状の課題と問題の意識ですけれども、研修終了後の住まいの確保が課題、住

まいが決まれば圃場の確保、営農に関わる機会の調達が負担となってきておるのが、果

樹研修生の協力隊の課題となっております。 

集落支援員につきましては、地域と関わっていく中でまずは地域課題を洗い出し、問

題解決に向け取組を行うとされております。昨今では、地域課題が多様化し幅広くなっ

ている中、集落支援員として取り組む内容についても多岐にわたり、幅広い活動が求め

られております。そのため、着任当初から具体的であり、効果的な手法を上げることが

難しいのが現状です。まずは地域の中に入り、現状や課題等を整理するところから始め

ておりますが、活動の結果がすぐに成果として見えてこないことも課題でございます。 

この中で具体的な改善の手段でございますけれども、定着するまで町の支援を積極的

に進めてまいります。多様化し拡大する地域課題に対し集落支援員が地域と関わってい

く中でニーズを探り、具体的な手段や方法を地域住民と一緒に考えながら進めておりま

す。今後も地域課題を一つ一つ洗い出し、地道でありますが、課題解決に向け取組、よ

り良い手段を探求してまいりたいと考えております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 答弁いただきました。 

それでは順番にいきたいと思います。 

まず、ふるさと納税ですね。町長もおっしゃっていたように、まだまだ足りない部分

があるのでこれから増やしていきたいというお話でありました。今、そこに写っている

のが寄附金、人口が１万人前半の県内の市町村のデータであります。多いところだと小

布施町で８億３千、飯綱が６億７千、御代田が５億３千という形になっています。やは

りこれ見ると、松川町の２億というのはちょっと、別に決して足りないわけじゃないで

すけども、まだまだ伸ばせる余地があるなと。人口としてほぼ変わらない規模なのに２

倍３倍４倍の市町村があるわけです。 

当然、１件当たりの寄附金額はそんなに遜色はないはずなのに、きちっと件数を集め

ているというふうなところがありますので、どういったところが逆に問題なのかなとい

うことをちょっと思っておりますが、私自身は特産品の開発は一生懸命やっていると思
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いますけども、我が町の返礼品はいわゆる第一次産業、もしくはそれの加工品が 99％で

すね。非常に品物として偏っているんじゃないかなという感じもしないこともありませ

ん。それについてどのようにお考えですか。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） まず、このふるさと納税の取組につきましては、松川町は町の職員が当

初進めてきておりました。その中で当初は 3,000 万、5,000 万という数字で、どうやっ

たら１億へ届くんだろうかという中で模索をしてきた経過がございます。今センターに

委託をしておりますけれども、このことから１億を超え、２億を超えてきたと、これが

ここ数年の経過であると思っております。よって、果物等の買い付けにつきましても、

非常にスタートダッシュが遅かったので、近隣の町村と比べるとまず物を集めるのにも

苦労するというところからスタートしているのかなと思っております。 

また、議員おっしゃられるとおり、松川町の返礼品９割が果物となっております。こ

の点につきましては、やはりお買い求めいただく品につきましても、やはり９割が果物

ということになってきておりますので、この点についてはさらに伸ばしていけるよう、

それから数量を確保していくよう進めていく取組が必要であるなと考えております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） まず、ふるさと納税をしっかり稼いでいくんだっていう方向性を先ほ

ど明言されました。 

私は別にどっちでもいいと思ってます。この制度、別にそんなに力入れんでもいいじ

ゃないかっていうふうな市町村もありますんで、どっちでもいいかなと思ってます。松

川町はやるということであります。 

現状、９割９分がいわゆる第一次産品というふうな現状でもあります。同じような果

物は割かしどこの町村も出しているというふうな中で、あそこを見て分かるように、松

川町は１件当たりの寄附金数平均すると１万 6,000 円なんですね。高森よりも勝ってい

るですね。ただ、総額では高森は３億近いというところでも、やはり何か品ぞろえに問

題があるというのは確かに言えるかなというふうに思っています。 

宮崎なんかは、宮崎市だったかな、宮崎牛１本に絞って 80何億だったかな、やって稼

いでますんで、完全にブランディング化して、脇見振らずに効率的にやっているわけで

すよね。そういうふうなやり方もありますし、多種多様に、要は果物以外のいろんな部

分を揃えていって、バリエーション豊かにして数で稼いでいくという方法もあると思い

ます。 
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どちらにしても、果物をブランド化するならそれなりの本腰を入れたことをやんなき

ゃいけないし、数量を揃えるんであれば、在庫の確保できる取引先をどんどん開拓しな

きゃいけないしということで、どちらがきちんとしたもの、そういうふうないわゆる信

念を持って取り組んでいかないと、なかなかこの数字はジリ貧のままかなと思いますけ

ども、その辺は町長のお考えいかがですか。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） そのとおりだと思います。 

ふるさと納税、品目を見てみると、町村によって本当にやり方にもばらつきがありま

すし、一点に集中してやっている地域もございます。 

この松川町におきましては、果物という産業がやはり一番でございますけれども、人

気であるお肉であったりとか海産物であったりとかというところからすると、少しやは

り品数的に揃えるのは難しい地域かなと思っております。 

その中で、今年はポータルサイトを増やしていこうということで、新しいポータルサ

イトをこの７月から取り入れて行っております。 

様々なことを取り組みながら売り上げと言いますか、ふるさと納税の寄附額が伸びて

いくことを進めていくしかないなと考えております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 前向きに検討されているということでございますので、ぜひ期待して

おります。 

先ほど言ったように、松川町は結果の数字だけ見れば、やはりちょっとぼんやりして

いる感じがしますね。果物が突出してブランド化されているわけでもないし、かといっ

て品揃えが多くていろんなものでかせぐというわけでもない。 

今、そこにオレンジの部分が下伊那ですけども、例えば豊丘は９億１千稼いでますね。

人口１人当たり 13 万、１口が１万 5,000 円で、一口あたりはあんまり変わらないわけで

すね、うちの町とね。でも、もう稼いでいるのは５倍稼いでいるわけですよね。松茸で

すよね、きっとね、ここはね。もう完全にもう特化しちゃっているっていうふうな部分

があると思いますし、その戦略はいろいろあると思うんですよ。ただ、それを明示して

いかないと、どっちつかずになってしまってボヤっとしたままになってしまうってこと

がありますので、ふるさと納税やるんだっていうことであれば、そのほうがいいかなと

思っています。 

例えば、飯島は 6,500 万ですけども、担当者にちょこっと話聞いた限りだと、そんな
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にでもしゃかりきにやってるわけじゃないっていう、僕はそれでもいいと思っています。

そういう町村があってもいいんじゃないかなと思ってますね。 

ちょっとそこの部分はしっかりと方向性を早めに出していただいて、結果が出てくる

ように期待しています。 

ふるさと納税について、次の論点でちょっとお聞きします。 

ふるさと納税、令和４年度の決算額がこの前出ましたんで、それでお話をさせていた

だくしかないんですけども、ふるさと納税で２億 1,200 万入ったという話であります。

お礼の調達費に 6,600 万で業務委託に 2,100 万、もろもろサイトの運営が 1,100 万、も

ろもろ合わせて１億 3,000 万、約ほぼほぼ半分の費用がかかってるわけですね。この金

額がＤＭＯを経由していってるわけですよね。それはそれでいいと思います。 

問題は、下の寄附するときに給付される方がこういう寄附金に使ってほしいっていう

パーセンテージですね。一番上に書いてあるように自然景観、農村、公園に 25％、子育

て関係が 29％、高齢者が５％、その他が 40％という話になっているわけですね。そうす

ると、果物に該当するのって一番上かなと思うんですよね。25％部分かなと思っていま

す。高齢者の育成だとか人材育成も全く果物に関係ないとは言いませんけども、ただ現

状を御覧いただければ分かりますように、お礼品の調達に 6,600 万かかってるわけです

よ。きっちり３分の１ですよね。きれいにね。２億のうちの３分の１、33％ですよね。

でも、下の寄附をされた方々の望みは、言ってみれば 25％程度だという話になっている

わけですね。ちなみにそのお礼の調達が 6,600 万ですけど、その下の委託業務とかサイ

トのことも、結局これは全部お礼品の調達や発送にかかる事務なんで、ＤＭＯに払う事

務なんで関連の費用としては１億あるわけですよね。扱ってる品物は９割９分果物関係

ということになりますと、酷い言い方をすれば寄附金の半額は果物関係に費やしちゃっ

ていると。でも、寄附された方の希望は、４分の１でありますという部分であります。

この辺のギャップはどのように捉えてますか。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 詳細に調べていただいてありがとうございます。 

その寄附していただいた方の使っていただきたいところの目的の部分、これについて

は議員おっしゃられるような形で、その場所にしっかりと費やしていきたいなと思って

おりますけれども、今言われた調達とこの関係性といいますか、それのギャップにつき

ましては、再度検討していかなきゃいけないなあとは思います。思いますけれども、寄

附の希望するところにしっかりと予算づけ、財源を整えていく作業はしっかりしてまい
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りたいなと思っております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） また前向きに検討していただけることで、ありがたいと思っています。 

あの表を見た限りだと、寄附される方々の希望としては、自然環境、農村景観、公園

事業と子育て、人材育成、ほぼほぼ同等ですよね。っていうことは、農業関係とか景観

とかに使う同じぐらい子育てとか人材育成にも寄附金は使わなきゃならんてことですね、

簡単に言えばね。でも、現状、今やってるのは、町の会計システムで考えると、２億も

らったうち１億は、要はＤＭＯにいくという話ですよね。残った１億を分配していると

いう流れですよね。それでいいのかって話ですよね。もらった金額も税金なんで、税金

の半額をもう農産品、ドーンと投入している段階で事務経費を含めて、それでいいって

いんだったらそれでいいと思いますし、それも考え方一つだというふうに思います。そ

の辺をしっかりバランスよくやっていただければと思います。 

例えばですけども、子育てとか人材育成とか教育事業をふるさと納税の返礼品にして

寄附が集まるかっていったらなかなか難しいと思います。はっきり言って。はっきり言

って全国の納税者は物が欲しいんですよね。物が欲しくてやっているわけですから、そ

こはやっぱ外せないと思うんですよね。ですので、例えばそこのお礼の調達の部分に

6,600 万は別としても、その他のコストを圧縮してもいいし、お礼産品の調達コストも

少し削減して、っていうふうな、例えば１億300万使ってますけども、あれが総額で6,000

万ぐらいになるとかいうふうなスタイルにしとけば残る額も多くなりますんで、その分、

教育や子育てにうんと使えるというふうな話かなというふうに思っておりますので、ぜ

ひご検討いただければというふうに思います。 

うちの町はＤＭＯを通しているからこそ、ちょっとそういうところが複雑になってき

てますんで、しっかりとご検討いただければというふうに思っております。 

それ以上は私の意見でございますが、それに関してもしコメント、ご意見あれば答弁

いただければと思います。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 基本的に総務省の言っている５割ルールというのが、さらにこの 10 月か

ら明確化になってまいりましたので、当然町としましてもこのルールに則っていくとい

うこともありますし、経費が下がれば当然町としても活用できる財源が増えるわけです

ので、その辺りはしっかり精査をしながら進めてまいりたいと思います。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 
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○４番（加賀田 亮） はい、ありがとうございました。 

それでは次のテーマにいきたいと思います。地域おこし協力隊や集落支援員でありま

す。 

先ほど町長の答弁の中で、定住や地域力、そういったものの向上、それから松川町の

良さの広報っていう形、問題点としては住宅の確保がやはり大きいというふうな話あり

ましたね。これからやっていくとしては、やはり定着するまでのフォローをしっかりや

っていきたいというふうなお答えをいただきました。 

誠に結構だと思いますが、地域おこし協力隊と集落支援員をちょっと分けて考えてみ

ますね。地域おこし協力隊っていうのはそもそも都会から移住者を呼び込んで３年間慣

れていただくというのかな、そういう経過をして、最後は移住してほしいというふうな

趣旨だったというふうに思います。 

この地域おこし協力隊に限って地元への定着とか、地元への溶け込みっていうんです

かね、そういうことに関して、町長の実感として松川町はどうですかわりかしうまくい

ってるほうですかね。それとも、まだまだ問題があるでしょうか。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 私もこの地域おこし協力隊を町が受け入れる段階から職員の時期に面接

をさせていただいたりとか、それから一緒に仕事をしてまいりました。 

その中で、この町につきましては、比較的他の町村に比べると定住する率が非常に高

いんではないかなと考えております。 

また、昨日も「まつかわスタイル」の設立でスタートしましたけれども、この代表を

務めていただける者も協力隊出身でありますし、今この松川の中におきましても、それ

ぞれの協力隊が定住して、地域の中心となって動いていただいてることに感謝しますし、

松川町の今までの協力隊の取組は決して間違いではなかったんじゃないかなと考えてお

ります。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） お答えいただきました。 

過去５年の協力隊の推移を町側からデータいただきまして、私なりにまとめ直してみ

ました。令和１年から令和５年が横軸になっています。１年目２年目３年目と、３年目

が２回あるところがあったんですけど、何かの間違いかもしれません。見て分かるよう

に赤で書いてあるように、ほとんどが就農関係かな。要は農業研修生みたいなイメージ

で来てもらって３年間やってもらって、いずれは地元で農家として独立されて、土地も
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手に入れてっていうふうな形なのかなあっていうイメージで、それはそれで別に私はよ

ろしいと思いますけども、あまりに比重が多い。松川町は、地域おこし協力隊は、ほぼ

ほぼ就農研修で使ってるというふうに言われてもおかしくない。１番上のホストタウン

ね、あれもコスタリカのやつですかね、もうそれはもう令和２年で終わっちゃって、今

やってるのは 11番の生東のやつですかね。あれだけですよね。動いてるのはね。それ以

外は全部就農。 

これどうですかね。いや、別にこれが悪いとは言いませんけども、ちょっと偏ってま

せんか。もっともっといろんな分野の協力隊を募ってもいいんじゃないかなと思うんで

すけども。これは過去４年間の前政権の話なんで、北沢新町長になられましてからはど

ういうふうなお考えで進めていかれるのかなということを聞かせください。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） この表にありますとおり、農業研修で来ていただいてる協力隊、令和元

年から２人ずつ、そしてここ最近にいたっては、４名５名という形で農業研修生が非常

に増えてきておるのが実態です。令和元年度以前は、農業研修生ではなくての協力隊が

主だったんですけれども、ここ数年こういった形になってきております。 

これは、農業研修生の事業をしっかりやっていきたいという現場の気持ちの仕事のこ

れ表れだと思っております。 

それ以外の協力隊につきましては、ここ数年間は募集をしてこなかったというのもこ

れ現状ですので、町がどういった地域おこし、地域活性化、まちづくりをやっていくか

というのをやはりもう一度考えるときが来ていますし、そのために協力隊の力が必要で

あれば、積極的に活用させていただいて、まちづくりを進めていきたいなと考えており

ます。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） はい、答弁いただきました。 

おっしゃるとおりだなというふうな感触を持ちました。これはこれで私、別にいいと

思っています。大いに進めてくれりゃいいと思いますけども、やっぱりこれだけじゃな

いですよね。松川町の問題っていうのはね。ぜひ都市部から客観的な視点を持ってらっ

しゃるいろんな、要は見方・視点を持っている方に来てもらって、町を変えてもらう、

町に刺激をもたらしてくれる人っていうのは、もっともっと活用してもいいんじゃない

かなというふうに思っています。 

そのためには、町長がおっしゃったように、今うちの町の問題点は何なのっていうこ
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とをもっと精緻に掘り下げていかないと、じゃあこういう人が地元にいればいいけど、

難しいし、いっそうのこと定住とセットで考えたら協力隊でどうだろうっていうふうな

ことになってると思うんですよね。 

協力隊を募集して失敗する市町村の事例を見ると、みんな目的があやふやなんですよ

ね。観光事業を手伝ってくれとか、農業の振興をやってくれとか、なんかすごく抽象的

なキャッチコピーで呼んでおいて、具体的に何していいか分かんないって話ですよね。

四国のほうにある、あるところはそういう感じで呼ばれてね、協力隊員は一生懸命考え

ますよ、人生かけて来てるわけだからね。自分でレストランやってみたら、地元の人と

いろいろとトラブルがあっちゃったとかっていうふうな話もあったんで、そこは先ほど

町長がおっしゃられたように、定着するまでのフォローをどこまで腹くくってやれるか

ってとこだと思います。 

そういった意味で、今、その町が協力隊に頼みたいな、決定はしてないでしょうけど

も、ぜひ協力隊の手を使うのもいいんじゃないかというふうな問題点っていうのはどん

なのがありますか。もし、町長の感覚で、この問題点に関しては協力隊を仰いでもいい

かもしんないというふうなことがありましたら、いくつか挙げていただけるとありがた

いです。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 町の課題を解決するために、今、協力隊を募集できるようなものは何か

ということかと思いますけれども、様々なことが今、課題としてこの町にはありますの

で、そういったところに募集をかけていくというのは必要かなと思っております。 

松川町の募集の仕方は、通常の公募というだけのやり方ではなくてしっかり協力隊の

募集にかなった事業者、サイト等々と連携する中で今までも募集をかけてきておりまし

た。その中でしっかりと人材を受け入れることができてきたと考えております。 

その中で今後につきましても、具体的にこの事業というのはなかなか難しいわけです

けれども、今、率直に一番の課題となっているのは、やはり地域共生という中でのコー

ディネーターを育成していかなければいけないというのは、喫緊の課題であると考えて

おります。そういったもの、それから観光事業、それから商工業の事業等々あると思い

ますけれども、その辺りにつきましては、具体的なことについては今後さらに検討する

中で、職員でやっていけるのか、職員の力ではなくて専門的に町外・県外から来た新し

い知識を必要とするのか、そういったところを精査しながら進めてまいりたいと思いま

す。 
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○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） ぜひ、ご検討いただければと思います。 

具体的な提案といたしましては、先ほど町長がおっしゃった問題点の中での住居確保

を問題にされていたわけですから、この住居の確保を専門にやる協力隊。これは山梨県

の何とか町、忘れましたけど、そこで成功事例があります。わりかし若い人なんですけ

ども、村内の空き家を全部管理して回って、大家さんとコンタクト取って任せてもらっ

て移住者とつなぐと。場合によってはリフォーム業者もつなぐと。若いのに宅建か何か

持っているんですよね。ですので、宅建を持っている移住者、来てくんないかっていう

ね。町中にたくさんある空き家を発掘して、移住者につないでくれないかっていうふう

な、そういう協力隊もいいのかなと思いますね。 

それから伊那でやってますよね。伊那はもうドローン先進国ですよね。長谷や高遠の

ほうまで三峰川が遡ってバンバン飛んでますよね。松川町だって実験的にやろうと思っ

たら、生東地域に、例えば福沢川・間沢川を使ってドローン実験できるわけですよ。人

口の密集度を考えたら比較的安全な実験もできると。逆にそういうところを開発をして

くれる、いわゆるドローンの技術者。それから物流に関してある程度コネクションを持

ってる方々、そういう２人ぐらいセットで呼んで、いわゆる買い物弱者、これからもっ

と酷くなるだろう。「チョイソコ」がありますけども、「チョイソコ」も利用できないっ

て人たちのほうで考えてみると、そうやって薬を運んだり必要物資を運んだりとか。そ

ういうふうな協力隊員を雇うというふうなそこまで具体的にイメージすると、応募もし

やすい。応募者もね。 

ですので、今言った町の問題っていうのはおそらく皆さん行政マンとして何十年も関

わってきて、実はいっぱいお気づきになっていると思います。ただ、ちょっと忙しくて

優先順位が後回しになっちゃうかもしれませんが、今言ったような他町村の成功事例を

どんどん真似ていっていいんじゃないかと私は思っています。 

ぜひその辺を研究していただいて、具体的な、松川町なんか面白そうなことやってる

ぞっていうふうに思わせるような、それが一番の発信になると思いますんでね。その人

を通じて松川町が発信できるような協力隊をしっかり募集していただきたいと思います。 

そのような私、意見を持ってますが、それに関してコメントがありましたら。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 今、空き家対策の関係が非常に話題にもなっていますし、取り組まなけ

ればいけない課題の一つでありますけれども、この空き家対策の中で、やはり空き家は
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あるんだけれども、譲っていただけなかったりとか、持ち主の方がやはり夏、それから

お正月等に帰ってきて使えないというようなことがあります。 

その中で、今のお話の中にありました件については私も承知しております。本当、宅

建の資格を持って、そして入ってきていただいて、町内の地域に入ってそしていろんな

情報を取りながら、リフォームをしながら、空き家を使った取組をしている協力隊、見

てきております。そういったことも本当にできたらいいなと思いますし、また今、環境

のほうでは脱炭素の取組も進んでおりますし、防災・減災、それから治水の関係も出て

まいります。様々な点で専門的な知識を持った皆さんの力が必要なときが今、来ている

と思っていますし、これからさらにその知識が必要だという段階に来ていると思ってお

りますので、関係者と調整しながら時期を見て、必要なときに必要な協力隊が募集でき

るような形はとっていきたいなと考えております。 

○議長（中平文夫） 加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 前向きな発言をいただきました。ぜひよろしくお願いいたします。 

最後に、集落支援員についてもちょっと触れておきます。これはこの前の全協か何か

でもらった紙で、今年の集落支援員の状況です。ちょっと名前のところは伏せましたけ

ども、集落支援員は、またちょっと違ったあれですんで、いわゆる元からいる方を活用

するみたいなところがありますので、移住定住というよりはやはり地域の魅力発掘であ

ったりとか、行政の届かないところをやってもらうとかっていうふうなパターンかなと

思いますし、７番の方なんか多分あれだな、元々協力隊でいて、そのまま昨日式典に出

られた方、そういうのもありと思いますんで、ぜひ集落支援員の仕組みもうまく使って

いただければいいんですが、この集落支援の仕事を見てると、結構面白そうなんですよ

ね。これこそ外部の人にやってもらったほうがいいんじゃないかって思う事があります。

はっきり言ってね。やはり観光関係なんかは、やはり地域のつながりも大切ですけども、

同時に都会の人の視点を持っている人たちとしっかりとプロモーションできるような、

もしくはそういうコネクションを持ってるとか、そういうふうなこともあります。 

ちょっと、今現状では集落支援員と地域おこし協力隊の何かバランスですね、問題は

ね。ちょっと変な感じが違和感あります。すごくですね。 

集落支援員もぜひ活用しながらで結構でございますけども、逆に集落支援員のほうが

年数の縛りもありませんし、ちょっと言葉悪いけども、使いやすいと言ったら使いやす

い部分もないとは言えないと思います。地域おこし協力隊は３年ポッキリですからね。 

ですので、その辺はうまく使っていただいて、７番の方のように最初地域おこし協力
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隊で、その後支援員とか、そういうふうな形で使っていくといいんじゃないかなという

ふうに思います。 

ぜひ、もう一度見直していただいて、支援員と協力隊のバランス、それから協力隊の

バリエーションですね。町長が目指すいわゆる町をざわつかせてくれる定住者が来てく

れて、刺激を与えて、しかもその人の存在がもう発信になっちゃうぐらいの定住者をど

んどん集めていくというのに使っていただきたいと思います。 

これについて、最後コメントいただきたいと思います。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 私も協力隊と仕事をしてくる中で、３年間というのは非常に短いと感じ

ております。 

３年で定着、それから自分の事業を実施できるっていう隊員というのはなかなかいな

いと思っておりますので、その後、集落支援員に移っていただいて、その事業を継続し

ながら定着していただくということが最も理想的だなと思っております。 

また、協力隊の現在の募集の仕方も、果樹研修生に本当偏っているのを感じておりま

す。この果樹研修生については、現場それから実情に合ったものであると考えておりま

すので、これはこれで考えてはまいりますけれども、それ以外の部分での協力隊の活用

というのは議員おっしゃられるとおり、外からの視点、それから知識を交え注ぎ込んで

いきたい。それのためには非常に有効な手段だと考えておりますので、積極的な取組は

これからも考えてまいりたいと思います。 

○議長（中平文夫） 加賀田 亮議員の質問を終わります。 

 

◇ 塩 沢 貴 浩 ◇ 

○議長（中平文夫） 続きまして、２番、塩沢貴浩議員。 

○２番（塩沢貴浩） それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

まず、松川町における病児保育の現状についてお聞きしたいと思います。 

北沢町長は、子育て支援を公約として町長になられ、半年を待たず給食費の無償化を

実現されました。これは議員としても、一保護者としても感謝を申し上げたいと思いま

す。 

子育て支援の一つとして、病児保育というものがあります。これは水ぼうそうやおた

ふく風邪、またインフルエンザや 37 度５分以上の発熱時、通常ですと保育園に預けるこ

とができない状況でも専門の保育士さんや看護師さん等が保育をすることができるとい
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うものであります。共働きの世帯が多い若い世代には、大変に役に立つというか使いや

すい制度と聞いております。こうした病児保育に対する町の考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 塩沢貴浩議員のご質問にお答えいたします。 

松川町では、南信州定住自立圏構想により飯田市と協定を締結しており、社会医療法

人健和会の飯田市病児保育施設「おひさまはるる」をご利用いただいております。 

病児保育は、病気の子どもを預かる場になりますので、保育士だけでなく看護師の配

置が義務付けられております。ちなみに、体調不良児対応型ですと園児１人につき看護

師２名以上が必要となっております。 

設置には、専用スペースや専門職員を整備する必要があり、現在は難しい状況かと思

いますけれども、今後、状況を見て判断をしてまいりたいと考えております。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

現状では厳しいということでございます。やはり人件費の問題ですとか専門の方がい

るということで、町として進めていくのは厳しいかと思います。また、松川に限らず高

森や豊丘ですとか、広域で対応できるような制度や準備ができないかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） 今、議員から質問がありました広域での取組に関してであります

けれども、先ほど町長から申し上げたとおり、南信州単位で現在取り組んでおる状況で

あります。 

もう少し規模の違う広域連携、近隣との連携につきましては、また近隣の市町村の状

況なども情報共有を図るような中で、また課題等を共有する中で今後検討をまた考えさ

せていただきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

病児保育とまた同じ理念になってくるかと思うんですけれども、障がいですとか発達

の遅れ等で保育園に入園できない子どもたちもいらっしゃると思います。こういった子

どもたちの現在の町の状況をお聞きしたいと思います。 
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○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○２番（塩沢貴浩） ご質問いただきました医療的配慮や発達の遅れなどで保育園に入園でき

ない子どもへの支援としまして、こちらも広域な取組になりますけれども、飯田下伊那

の範囲で集約してサービスを提供をしていく仕組みが現在できております。 

子どもさんの状況によって、飯田市にありますこども発達センターひまわりさんです

とか、松本市にありますろう学校など、そのお子さんの持てる力を十分に発揮した生活

が営めるよう、一人一人に合わせた発達支援を行っている施設に、現在つなげさせてい

ただいておる状況であります。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

自分も保護者の方とお話をさせていただくと、やはり飯田市のひまわりさんですとか、

飯島、駒ヶ根の施設へ預けている方がほとんどということで、こういった世代の方、「や

はり身近にこういった預けられる、安心して預けられる場所があると大変働きやすい」

という意見もございますので、またぜひ検討のほうをお願いしたいと思います。 

また、こういった子どもたちの発達支援ですとか、今度は親御さんにも関係をしてく

ると思うんですけれども、「リトルベビーハンドブック」という母子手帳というものがご

ざいます。これは小さく生まれた赤ちゃん向けの母子手帳ということで、出生時の体重

が１キロ未満であっても、身長が 40 センチ未満であっても、ちゃんと記入するメモリが

あって記載が可能ということであります。これは親御さんの精神的な落ち込みを軽減す

るとともに、医療機関等への説明もしやすい。また、情報の共有もしやすいといったメ

リットがあるそうです。こういったものの導入も障がい児保育の推進につながっていく

と思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 中村こども課長。 

○こども課長（中村昌彦） ご提案ありがとうございます。 

ちょっと私の答えられる範囲になるかもしれませんけれども、出生児につきましては、

保健福祉課の保健師のほうで主にちょっと対応しておる内容かなと思いますけども、ま

たちょっとそういったハンドブックも保健福祉課と共有する中で、また利用活用等につ

いて考えさせていただきたいと思います。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 事前通告がない内容ですので、準備できない内容でございます。 
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今それが活用できているか、導入されているかということも含めて、私今も把握でき

ておりませんので、また保健師に確認しましてお答えできるようにいたしたいと思いま

す。 

また後でよろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。また対応をお願いしたいと思います。 

こういった「リトルベビーハンドブック」出生児の身長体重だけでなく成長曲線にも

こういった配慮がされておるということでありますので、またお願いをしたいと思いま

す。 

では、次の質問に移らさせていただきます。 

帯状疱疹予防ワクチンの助成について質問をさせていただきます。 

改めてになりますけれども、帯状疱疹というものは子どもの頃に罹った水疱瘡のウイ

ルスがずっと体内に残っており、加齢や免疫力の低下により帯状の発疹が強い痛みとし

て現れる症状のことであり、日本では 80 歳までに約３人に１人がかかるとされており

ます。 

最近ではＣＭ等で広く知られるようになってきておりますが、この値段がネックとい

うことでありまして、ワクチン２種類あるらしいんですけれども、不活化ワクチンが１

回２万円で２回で、生ワクチンのほうだと１回 8,000 円前後で１回という規定になって

おるそうです。この当然価格の高いワクチンのほうが効果が高いんですが、どうしても、

金額の面で躊躇されてしまう方が多いということであります。 

こうした高いワクチンを使って帯状疱疹予防のメリットとしましては、もちろん帯状

疱疹の治療に使われる薬、抗ウイルス薬の減少もありますし、もう一つ厄介なものが発

症後にかかるものなんですけれども、約２割の方がＰＨＮという帯状疱疹後神経痛とい

うものの予防が大きいと言えます。このＰＨＮ、帯状疱疹後神経痛というのは、発症か

ら１年近く疼痛と言うでしょうか、ズキズキした痛みがずっと継続して発症された方の

社会生活にも大きな影響を与えると言います。こういった損失を軽減するために、ワク

チンの助成が必要と考えますが、町の考えをお聞きします。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 塩沢議員から帯状疱疹のワクチンの補助を導入することは考え

はどうかということのご質問いただきました。 

今の病気の概要や、それからワクチンの金額、それと後遺症について今、塩沢議員が
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おっしゃっていただいたとおりかということで、私も承知しております。 

補助についてなんですけれども、長野県では現在６市村と少ない状況でございます。

他の都道府県では、補助を行っている自治体が増えておりまして、その自治体の補助を

見越してＣＭが増えているんではないかなというふうに考えております。 

仮に他の町村が行っているような半額を補助するとして、かかる町の予算は接種率

1％で 150 万円から 200 万円でございます。また接種率が 10％であれば、1,000 万から

2,000 万かかるという事業になってまいります。 

国では来年以降、児童手当の拡充や新型コロナワクチンの定期接種など、国主導で町

の財源の負担が必要な制度の改正が予定されております。また、この 10月から予定して

おります学校や保育園の給食費につきましても、来年度以降は一般財源での確保が必要

というふうに考えておりまして、今ご提案いただいてる補助も一般財源のみを投入する

新規事業でございますので、この国・県の動向を参考に慎重に考えてまいりたいという

ふうに思っております。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

国の予算審議でも現在は小委員会で検討中ということであり、コロナの影響もあり、

まだまだ結論が出ていないということで、国の予算として認められても早くて再来年で

はないかということは聞いております。 

また、地方自治体、全国ですけれども、現在 272 の自治体で補助事業が行われており、

これは 1,718 自治体の 15％ぐらいに当たるのかな、約 15％くらいでこれが 30％ぐらい

を超えてくると国を説得しやすいという話も聞いております。また、１年半前ですと、

約 13 の自治体でのみ補助が行われておりましたけれども、最近の伸び率が増えており

ますし、直近ですと、辰野町でも確か助成が決まったかと聞いております。 

こうした財政的に厳しいというのも重々承知はしておりますが、こうした地方自治体

から国を動かしていくのも可能かと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） ご意見頂戴いたしました。 

まず松川町でできることとしましては、予防接種法の改正による定期接種化、今その

国で議論されている部分かと思います。もう何年も前から議論されていて結論が出てい

ないというのが現状でございますので、今議員がおっしゃっていただいた多くの自治体

が補助することによって進んでいくっていうことは参考になります。 
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それから接種補助については、町だけなくて県にもご協力いただけることかなと思い

ますので、国や県に、まずはその早期実現だとか補助を県からも出していただけないか

のような要望をしてまいることがまず一歩かなというふうに思っております。 

また、お金がかからない方法では、免疫力が低下したときに発生しやすいというのが

帯状疱疹の特徴でございますので、免疫力を低下させる要因とされる疲労やストレスを

ためないような栄養バランスがとれた食事や規則正しい生活を送るように、保健師の出

前講座等で呼びかけていくという方法もあるかと思っております。できることから取り

組んでまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁をいただきました。 

ぜひ、多方面からの要望という点でお願いをできればと思います。 

また、今後ですけれども、この帯状疱疹の発症というものが増えてくるのではという

予測がございます。高齢化というのももちろんですけれども、2014 年度から子どもたち

へ水痘ワクチンが定期接種になったということでありまして、そうすると、水疱瘡を発

症しない子どもたちが増えてきているということであります。これは明確なデータとい

うかある研究施設の方の話として聞いたんですけれども、こういった水疱瘡発症した子

が近くにいると周りにいる大人たちの免疫力も活性化されて、それがそのまま年を重ね

ても有効に働くというのを感じておるそうであります。ですので、2015 年度から帯状疱

疹の発症率が上がっているというデータもございましたし、また、ぜひ前向きに検討い

ただければと思います。 

また、先ほど課長言われましたように、全額補助か半額補助かということで、こうい

った自治体の規模から、どのくらいの予算が必要かというのも推測できるということで

ありましたので、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

何かあればお願いします。 

○議長（中平文夫） 塩倉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（塩倉智文） 塩沢議員の統計、いろんな調べをしていただいて、統計を発表

していただいてありがとうございます。 

私のほうでは、ワクチンを接種した子どもさんが将来的に帯状疱疹を発生するように

なるかということを調べてみたんですけれども、私たちのように子どもの頃、水疱瘡の

ワクチンがなくて子どもの頃、水疱瘡経験した方々に比べるとワクチンの方のほうがよ
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っぽど帯状疱疹の発生率が低いという研究も私の中では見ております。なので、将来こ

の今のワクチンがずっと続く限り、私たちその 2014 年から始まった子どもさんたちか

らはめったに発生、何例かはあるようなんですけれども、絶対にしないというわけでは

ないんですが、子どもの頃、水疱瘡を経験している私たちに比べて発症率はずいぶん下

がるということも確認できております。ですから、当然水疱瘡のワクチンを子どもの頃

にしてきたということが本当かと思います。 

水疱瘡になっていない子どもさんたちで、本当に一度もかかってない大人になった方

は絶対に帯状疱疹はならないので、やはり潜伏、神経の中に潜伏しているということの

状態にならないようにするには、やはりこの水痘ワクチンを子どもの頃、定期接種化さ

れているということは一番良かったということに思っております。 

また、議員からのご意見頂戴いたしましたので、また国・県の動向を見ながら町でも

検討の段階に入ってると思っておりますので、ご意見頂戴いたしまして、ありがとうご

ざいました。 

○議長（中平文夫） 12 時になりましたので午前の部が終わるんですけど、塩沢議員はまだ質

問のところありますか。 

○２番（塩沢貴浩） 最後に１点だけ。 

○議長（中平文夫） それじゃそこまでにしますので、塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） ご答弁いただきました。また、貴重なデータをありがとうございます。 

先ほど申しました帯状疱疹後の神経痛、これがＱＯＬ、クオリティオブライフと言い

ますかそういった前向きな人生に対する大きな社会的な損失になるということで、また

ぜひ水痘ワクチンを含め、帯状疱疹の予防のワクチンも検討していただければと思いま

す。 

以上で一般質問を終わります。 

○議長（中平文夫） 塩沢貴浩議員の一般質問は終わりました。 

お諮らいいたします。 

休憩をとりたいと思いますけど、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） それでは午後は１時から再開したいと思います。それまで暫時休憩とい

たします。よろしくお願いします。 

 

 



 －146－ 

休  憩  午後 ０時０２分 

再  開  午後 １時００分 

 

○議長（中平文夫） それでは１時になりましたので、会議を再開したいと思います。 

午前に引き続いて、一般質問を行いたいと思います。 

 

◇ 米 山 俊 孝 ◇ 

○議長（中平文夫） それでは、１１番、米山俊孝議員。 

○１１番（米山俊孝） それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

私３件ほどお願いしてありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

北沢町長も就任以来ご多忙の中、新たな事業として、先の補正予算に給食費無料化を

提案され、これが具体化されました。この事業の進み方でありますけれど、当然のこと

ではあるとは思いますが、予算措置についての町財政の状況など具体的に説明され、取

り組まれました。新規事業に取組を行うことは、財政状況も含め様々な検討がされ、大

げさな表現をすれば、町全体を見直す思い切ったきっかけになるのではないかとも考え

ます。また、これが町民から期待されるまちづくりにつながっていくと思います。 

既に町長の方針等はお聞きしておりますけれど、実際にこのように政策具現化された

中で、またちょっとお考えをお聞かせ願えればと思います。 

お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 米山俊孝議員の質問にお答えいたします。 

このたびの町内の町立保育園、小中学校に通う児童等を対象にした給食費無償化の取

組は、私が町政を運営する中で思い描いていた松川町の未来の中の子育ての充実を図る

ための方策の一つであり、これは近年の子育て費用の多様化やこのところの物価高騰も

あり、子育て世帯の負担軽減、子どもの健やかな成長、移住・定住、急激な人口減少に

歯止めをかけるには、最優先の取組事項と考えての施策でございます。 

この額は、今年度は 10 月からの半年間で 3,834 万、来年度からは年間約 7,500 万円

となります。今年度は地方創生臨時交付金を充当できるものの、来年度は一般財源を投

入しての事業となります。この事業の実施に当たり、この規模の一般財源の投入が可能

かどうかを検討する中で、全国の類似団体との比較では、実質収支額や人口１人当たり

の市町村税額は大きな差はないのに比べ、歳入歳出決算額の乖離は 20％を超える状況と
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なっており、積極的な財政運営ができていないことが分かってまいりました。将来に過

度な負担をしない財政運営は必要であると考えますが、必要な場面では投資するべきで

あるというのが私の考えでございます。財源を捻出するため、これまで以上に国や県の

補助金を活用して一般財源を確保するとともに、公共施設の管理についても長期的な展

望を持つ中で、財政負担の平準化を図ることで、実施は可能であると判断をいたしまし

た。従前からの事業の見直しや効率的な行財政運営によって、財源を目指し、松川町を

前進してまいりたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） 改めまして力強い運営方針を聞かせていただいたわけでありますけれ

ど、松川町では子どもの給食費無料化以前に自校給食に取り組まれてきたわけでありま

す。この件につきましては、他町村においてはセンター方式を採用する町村がたくさん

ある中で、食育などの考え、現在の方式を選択されました。この選択の過程の中では経

済的な効率を考えてもセンター方式が良いという意見がある中で、現行の方法が子ども

たちに良かれという思いから選択されております。 

こうしたことを当たり前のようになっておりますけれど、先んじて良かれと思う取組

を組んだことは継続的にもその価値が認識されるように、ときには振り返ってみて事業

の総括を行い、その結果に対して効果についても皆さんに伝えるべきではないかなとい

うところであります。新たな施策に対しては賛否が必ず意見として出ると思いますが、

施策を打ち出させなければ意見も出てきません。いろんな意見を聞きながら、重ねてに

なりますが、積極的な運営を期待していきたいと思います。 

私はこんな思いで先ほどのお答えを受け取りましたけど、何かありましたらいただけ

ればと思いますが。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 私も議員おっしゃられるとおり、まずは事業をした後は事業の振り返り

が必要だと思いますし、その事業の効果は責任を持って住民の皆さんにお伝えしなけれ

ばいけないなとも思っております。 

また、先ほどもお答えさせていただきましたけれども、必要なときには必要なところ

を積極的に投資していくということには思いは変わりありませんので、そのように進め

てまいりたいなと考えております。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） ありがとうございました。 
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それでは続きまして、治山事業に対する対応についてということでちょっとお伺いし

たいと思います。 

松川町も皆さんご承知のとおり、三六災からもう既に 60 年以上経過しておるわけで

あります。当時、災害復旧のための施工された部分のところも時の計画とともに老朽化

してきていると思います。昨今の異常気象の中で、当時、施行された復旧工事がなけれ

ば、もっと大きな災害がいろいろ起きているんじゃないかなとも思うところであります。

そのときの防災工事が今でも生きておることは間違いないとは思うんですが、ただ、予

防防災という形の観点でいきますと、下流域まで影響の出る治山工事ということにつき

ましては、もう既にいろいろなその当時のことのほころびが出てきているんじゃないか

なと、そんないうふうにも感じるわけであります。 

そういった中で施策としての予防という部分についてどのように感じているかちょっ

とお伺いしたいと思いますが、お願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 「防災・減災、国土強靭化」の予算につきましても、国では延長をする

こととなっております。まさにこのことが、そのことにつながってくると思いますけれ

ども、治山事業は、山地災害の防水等々、国土保全を目的とする重要な事業であること

から、国有林では国が、民有林では県が実施いたします。民有林であっても規模や技術

的な必要性、事業区域の行政回答によって国が実施する場合もあります。 

町とすると、県へ地元の声、現場の状況を治山要望として上げて、県に点検・調査や

対策工事を実施してもらえるよう働きかけていくことが役割と思っております。また、

荒廃森林の整備等には積極的に森林環境譲与税の活用も検討し、町としてできることを

考えていきたいと思います。 

さらに詳細なことに関しまして、担当課長より申し上げます。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） それでは、私のほうで少し補足をさせていただきたいと思いま

す。 

長野県にお聞きしましたところ、松川町では山地災害危険区域といたしまして、山腹

崩壊危険地区が 35 か所、崩壊土砂流出危険地区が 43 か所指定されております。見直し

はおおむね 10 年ごとに行われ、前回は平成 29年度でした。 

また、既存の治山堰堤などの施設点検は、人家などの保全対象に近いなどの条件で抽

出した施設を対象に行いまして、個別施設計画を策定して順次対応しているそうでござ
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います。平成 29・30 年に第１回目の施設点検を行い、今年度計画の見直しのため２回目

の点検を行うそうでございます。松川町では、３渓流、上片桐の丈源田と上格子、それ

から宮ヶ洞の 14 施設が個別施設計画の対象となっておりまして、本年度施設点検を行

う予定でございます。 

山地災害危険地区や個別施設計画の見直し結果、あるいは町からの事業要望箇所の現

地調査を踏まえまして、予防防災的な対応の必要があると判断された箇所は、計画を策

定しまして事業の導入を図っていくということでございます。 

ただ、各市町村からの要望が年々増えている中で、公共治山事業の採択基準が厳しい

ものでありまして、費用対効果を見て優先順位をつけて行っていくということで、人口

や戸数の少数地区は不利な状況であるかなというところでございます。 

今年度、県の治山事業といたしましては、鳩打峠南の町有林 2.6 ヘクタールの本数調

整伐、間伐のほうを実施いたす予定であります。これは平成 12 年頃に当該地が土砂流出

防備保安林に指定されていたため、治山事業でヒノキを植林をしまして、保育整備も継

続して行っていただいておるものでございます。 

議員ご指摘のとおり、異常気象の今日、災害防止のため、治山事業の重要性は増すば

かりです。災害の未然防止のため、渓流の上流から下流までを一体として荒廃山地、荒

廃森林の復旧整備や崩壊予防を行う必要性を強く感じております。守るべきもの、優先

すべきものの順位をつけながら、県とともに状況変化を早めに気づくよう地元からの情

報収集もしながら対応していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） はい、答弁ありがとうございました。 

具体的な数字を挙げてのお話いただきましたけれど、その数字が果たしてという形で

聞いたときに、そんなにあるのかなと、山腹崩壊あるんだ、やっぱりというような感じ

を受ける人も逆におったかと思います。 

予防のために何をやっていくかという部分で、プロセスというかそういうことがよく

分かりました。ただ、やっぱり転ばぬ先の杖で、起きてからあのときにやっておけば良

かったということに終わらないような形のことは、日々注視していっていただきたいな

と思うんです。私自身も山の中に入っていく、いろんなことで、機会があるもんですか

ら、当時の復旧工事が大分傷んでるからなんて思いながら見受けるところも実際あるわ

けです。 
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ですから、そういった災害が起きてからの災害復旧で修繕するってのも一つの方法論

かもしれませんけれど、昨今見てますとそれに合わせてある程度の投資をしながら、二

次災害とかそういうことが起きないような形の、どうもやっておってくれるんじゃない

かなというような感じをして見てるとこでありますけれど、そんなこともぜひ続けてい

っていただきたいなと思います。 

具体的なちょっと話して大変恐縮なんですけれど、例えば林道なんか行ってみますと、

今年、例えば３年前ばかに崩れたとこ、ここんところも崩れそうだになと思っておると

やっぱり次の年に崩れたと。また、それが済んだかと思うと、またその下がまた崩れて

いたと。またまた危ないとこありそうだなと思って、また来年崩落しなきゃいいがなと

こういうように思えるところもあるわけです。ですから、しっかり今言われたようなこ

とを実行していっていただきたいと思うに尽きると思いますけれど、ぜひお願いしたい

と思います。 

あと防災という観点から少し補足させていただきますけれど、そういった全体として

県が見ていくようなものはいいんですけれど、昔、段丘ですよね、松川町の例えばこち

ら大島川見れば段丘がありまして、段丘に湧水を処理しなければならないとか、また出

た湧水を活用しなければならないということで、古い水利が引かれたところがあるわけ

です。ただ、それも、おそらくその作られた当時の例えば基礎とかの状況はそのままの

状態なんじゃないかなと推測するわけです。段丘の下には、田んぼならいいっていうも

んじゃありませんけどじゃなくて、住宅まで絡むようなところ、場所もあるんじゃない

かなというふうに推察するわけです。そういった目の届かないんじゃないかなと思われ

るところも、地元から声が上がってきましたら、ぜひ目配せしていただいて、そういっ

たことにも、私有地だから個人負担はこれだけ必要なんですよというだけのことじゃな

くて、対策を伝播していく、連続的に広がってくような、土石流にならないようなこと

をぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、こういった案件についてはいかがでしょ

うか。ちょっと回答いただければと思います。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ありがとうございます。 

議員ご指摘のとおり、例えば林道にしてもなかなか側溝がないというような場所が多

くて、水が集まってそこのところがだんだん沈んでいって崩落につながると。確かに危

ないなというようなところがその後崩れてくるというような現実があります。本当にそ

ういうところを早く気づいて、やっぱり手当てをしていかないと大きな災害につながる
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ということは私も感じておりますので、そのような形で日々注視をしながらやってくよ

うに係ともどもやっていきたいと思います。 

また、段丘斜面、段丘のところにやはり水利が通ってたり、また湧水を利用するとい

うようなこともあります。水がやっぱり一番大切なものであったんですけれど、逆に水

ほどおっかないものがないわけでありまして、やはりそういう下に住宅、また人命につ

ながるようなところもありますので、特にそういうところにつきましては、また地元の

方、水利組合の方々にもいろいろ情報をいただきながら、目配せをしていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それでは３番目の件に入りますけれど、松川町を取り巻く自然財産の活用ということ

で、松川町の周りには自然ばっかじゃないかと言われるかもしれませんけど、特に今回、

中央アルプス、いわゆるに西の山のほうを中心についてのことをお伺いしたいと思いま

す。 

松川町の里山から続く中央アルプスには、北アルプス・南アルプスとは違った魅力が

あると思います。この北部から縦走してくる主たる稜線の南部部分については、松川町

の地籍に関わる部分はほとんどありません。要するによその村や町の土地になっちゃっ

ているんですね。しかし、これを縦走するときには、松川町の鳩打峠は入山・下山とも

使用することになります。現在このルートは、縦走路の南越百から念丈岳間、一部の部

分はクマザサが繁茂し利用が難しい状態になっております。この部分は、松川町地籍で

はないのですが、縦走路として中央アルプス南部の安全登山を考えるとき、登山道の整

備は必要と考える、町内在住の方含めて、県外の方も一部ボランティアの皆さんがクマ

ザサが刈りに入っております。しかしながら、何分にも寄りつきの悪いところであり、

ボランティアの能力だけでは継続的に管理ができない状態です。 

松川町も登山道整備には理解をいただいております。資材など物質的なものでは現物

支給をいただいておりますが、何分にも複数の市町村にまたがるルートでもあり、管理

の難しさもあります。登山に訪れる皆さんの安全を考え、観光資源としての活用のため

にも、従来の慣例のみで考えるだけでなく、国定公園内のことでもあり、県にも今まで

以上に整備に協力いただけるよう取り計らっていただけないかということでございます。 

従来の慣例でいきますと、登山道は地元が整備すべきというようなちょっと難しい状
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況の中であったわけでございますけれども、県でも森林税の徴税があったりとか、見方

を変えれば、新たな財源もつくってきておるわけでございます。 

この登山道も出入口が松川町の鳩打峠ということを踏まえ、自然財産活用の両面から

の望みを持ちながら近隣市町村や県にも積極的に働きかけていただけるよう期待して質

問させていただいているわけでございますが、これにつきましてコメントございました

らお願いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 令和２年３月 27 日、自然公園法の規定に基づきまして、国内で 57か所

目の国定公園として中央アルプス国定公園が指定されました。急峻なカール等の氷河地

形や貴重な生態系、高山植物や紅葉、冬山など魅力いっぱいの山で、私たち町民の暮ら

しや原風景には欠かせないものとなっております。 

その中央アルプスの南の玄関口が当町の鳩打峠であって、登山届が出ている登山客は

年間で 600 人から 700 人出ておりますので、実際にはその倍ぐらいはいるのではないか

と推測できますし、年々増えているなというのが実感でございます。 

ただ、残念なことに議員ご指摘のとおり、北側の伊那・駒ヶ根方面から縦走できるル

ートが確保されていない状況と聞いています。日本のアルプスの一つに登れる機会をつ

くってあげたい、自然や山が好きな人にその魅力を体験してもらいたい、安全な登山を

してもらいたい思いは私も一緒であります。 

また、ボランティアで私も鳩打峠までは登ったことありますけれども、登るだけでも

大変な山の上に、さらにビーバーを担いで、そしてその先まで泊りがけで行っていただ

いているこのボランティアの皆様の活動には、本当に頭が下がる思いであります。 

そういったところを踏まえまして、町をしても取り組んでまいりたいと考えておりま

すけれども、さらなる詳細の点については、担当課長より申し上げさせていただきます。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） 議員ご指摘のとおり、奥念丈から南越百までのルートはクマザ

サに覆われておりまして、道形がわずかに残っている程度で安全が確保されていない、

迷いやすい状態でございます。 

国定公園になったことで、登山ルートへの支援も進むかと思っておりましたが、そも

そも自然公園法が自然の風景地を保護するために行為の規制を含むものであって、利用

については、公園計画の中で認められている施設整備しかできないようになっておりま

す。県を通じた環境省の補助メニューの中で、登山ルートの整備ができそうなものは自
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然環境整備支援事業という国定公園内において市町村が行う施設整備を 45％補助で支

援するというものが唯一であります。 

しかし、要望箇所は、議員おっしゃるとおり他町村の地籍であること、また資機材の

運搬、組立、作業人員、滞在しての作業にはヘリヘリコプターなどの輸送など大がかり

であって町の予算では到底困難なものだと感じております。山岳観光補助のメニューで

も、山小屋事業者向けの支援はあっても登山道へのものはないような状態でございます。 

議員のご意見のとおり、登山ルートの確保の難所は、非常に奥地の寄り付きの悪い場

所で、ボランティアの力では限界があります。かといって、このまま放っておけば、せ

っかく身近にある価値の高い自然環境が埋もれてしまい、人目に触れず登山の魅力を体

感できずにもったいないような状況でございます。 

みんなで声を出して、国や県に様々な機会を捉え、広域的な支援がどうしても必要な

点を関係する市町村とともに、陳情や提言活動、場合によれば、国・県・市町村の議員

の皆様の力も借りながら訴えていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） はい、ありがとうございました。本当に期待をしておりました言葉を

返していただいたと思っております。本当に何とかしなきゃという思いでございますの

で、お願いしたいと思います。 

私たちですが、日頃眺めております、町からすれば西側の町をこういうように囲うよ

うに広がる山、山小八郎は私たちの子どもの頃は学校の遠足に行ったり、その後、今で

もちょっと山に気分転換に行ってくるかというような感じで町民に慣れ親しんだ山でも

あります。また、その奥には烏帽子・念丈・大島山ということでありますけれど、その

ほかって寺屋敷などといった山があります。現在、県外からも大勢の登山の皆さんが烏

帽子岳にまでは来ております。先ほども課長のほうからもお話ございましたけれど、烏

帽子より北のほうを見れば念丈、奥念丈、南越百、また越百岳、空木と行きながら、駒

ヶ岳に至ることが山岳地図を見ればつながってはおりますけれど、残念ながら現状では

そういうわけにはいかないという状況でございます。 

日頃、ボランティアで登山道整備をされている皆さんの話を伺う機会がありましたの

で、少し話をさせていただきたいと思います。 

登山道の整備することになった思いについて聞きますと、「山が好きで前から登って

いたが、いつも登山道が整備されて気持ちよく登山をさせてもらった。これも先輩の皆
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さんがやってきてくれたことで、自分もそのときが来たから整備に参加させてもらって

おる」といった話とか、「烏帽子岳までの奥へ行くと笹刈りが間に合わんで、背丈近く伸

びてしまって、夜露でビショビショになって、これ以上の登るのは無理と嫌気がさして

帰ったこともあった。山の手入れに声をかけてくれたので参加した」という方もおりま

す。また「登山道を整備していると、ほかの県外からのお客さんに『ありがとうござい

ます』 と感謝されたり、『ここの登山はいつ来ても気持ちがいい』と言われたり、ある

県外の女性グループの方々は『とにかく駐車場トイレがきれいでびっくりした』といっ

たような言葉も聞けて良かった」というような作業した人たちにしてみれば本当に報わ

れるのかなというような言葉かけもいただいているようです。 

この登山ルートは、小八郎より少し奥の部分から残念ながらさっきもお話しましたけ

れども、松川町の地籍じゃないんですけれど、しかし松川町の鳩打峠から出入りする皆

さんは松川町の山、松川町を意識しておられるわけで、このことは松川町への感謝の言

葉とも取ってもよろしいのではないかと思います。このように評価されておるわけでご

ざいまして、何とかこれからも先ほど課長さんのお話ございましたけれども、しっかり

対応のほうも改めてまたお願いしたいと思います。 

また、山は、自然物ではあるけれど、管理をしなければならないということは、現在

はキャンプ地であっても、登山であっても、衛生状態が保たなければ駄目だということ

でございます。現在はどこでも衛生管理、排せつ物の管理がその地域全体の評価の基準

になるような状況になってきております。登山者の皆さんには、鳩打峠のトイレの管理

を褒められましたけれど、このトイレも実は褒められたときは、私もちょっと覚えてお

りますけれど、コロナが始まる前だったと思います。女性専用のトイレとそれから男性

用と併設して設置していただいて、簡易水洗のきれいな全然臭いのしないトイレだった

と思います。そのときが非常に良かったなと。今ちょっとコロナで人が減ったからとい

う事情とかいろいろまたしてもって状況は今とは違っておりますけれど、どっちにして

も、登山者の数が復活しているようですし、清潔で喜んでいただけるトイレは持続しな

ければならないことであると考えるわけでございます。ちょっとこの部分だけでも改め

てお話いただければと思いますが。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ただいまトイレの問題を提起していただきましたけれど、確か

に山とトイレの関係につきましては非常に難しい問題かなと思っております。 

鳩打峠のところには、今その時期だけ仮設的に置いてはありますけれど。それ以外に
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もやはり登山の小八郎の山頂ですとか、または本当には烏帽子の山頂ですとか、そうい

うところにまで本当はあれば一番いいなと思っております。ただ、それがなかなか簡単

にはできないという悩みもあります。 

そんな中で今、携帯用のいろいろなトイレのグッズというかがあります。トイレのブ

ースという囲うようなものですとか、あるいはトイレセットといって持っていって固め

て持ち帰ってくるとか、そのようなものがありますので、そういうようなものをやはり

きちんと登る方々にもＰＲしたり、そういうものを逆に用意してあげるとかそういうよ

うなことまでやっぱり考えていかないと、これからはやっぱり駄目なのかなと言われて

るとおり思っております。 

やっぱり山が清潔で、せっかく気持ちよく来た人たちがまた次にも来れるような形、

やっぱりきれいな松川の山に行きたいよというふうになっていただけるように、トイレ

のことにつきましてはしっかり今後考えていきたいと思っております。 

トイレの中には今バイオマスで太陽光の電源を使ったり、あるいは雨水を使って自然

に返すというかできるようなトイレも出てきております。また、ヘリコプターで運べる

ようなトイレもございますので、いろんなものをまた研究しながら、またそんなような

事業がうまくあるかどうかということも研究しながら、対応していきたいと思っていま

す。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） ご回答ありがとうございました。 

やはり日頃から、私も小八郎の上へ行きますと、はてなというような感じをして衛生

上感じておりましたので、今日そんなお話いただきましたけど、私よその山行っても、

大体さっきの課長さんのおっしゃられたような形で整備されるとこが大分増えてきてお

りますし、大体の人の行くところはそんな感じになっていることは事実だと思います。 

あと、登山の話へ元に戻りますけれど、以前は中央アルプスの山の中にも平小屋とい

うか作業するための小屋があったんですね。山の地図を見ますと載っているんです。ど

こにどういう小屋があったかっていうことが。そういったことが、松川町の町内じゃな

いもんでまたこれも困ったもんなんですけれど、そういったような平小屋があれば、ま

た作業なんかもはかどると思いますので、別に山小屋でなくてもよろしいわけですけれ

ど、そういうようなこともまた県とお話する中で訴えてっていただければ、「昔あったん

ですよ」と「地図に載ってたんですよ」ってことで、ぜひ訴えていっていただきたいと

思います。 
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いずれにしまして、そういった形でボランティアで山の登山道を整備している皆さん

一生懸命、ある意味自分が登りたいからやっているんだってことも実はあるわけでござ

いますけれど、やはりそれを使って、松川町の自然財産を生かして大勢の人が来ていた

だいて、松川町に好印象を持っていただいて、松川町をちょっとでも外へ行って褒めて

いただければありがたいかなと思うのは私だけではないと思いますが、この質問に対し

てはこれで以上とさせていただきたいと思いますけれども、最後にコメントございまし

たらよろしくお願いしたいと思いますが。 

○議長（中平文夫） 田中産業観光課長。 

○産業観光課長（田中 学） ありがとうございます。 

まず、長野県自体がやはり山岳観光にとても力入れておりますし、三千メートル級の

山も 15 座あるというようなくらい非常に日本で一番のところであります。その中で、こ

の南信州のこの南アルプスがあることが非常に財産でありますし、そこの入口が松川町

ということが大きな財産だと思います。 

やはりそれには管理が必要でありまして、管理には今言われたような山小屋、避難小

屋があればなお進むということであります。この点につきましては、住民の力だとかボ

ランティアの力でできるものではありませんので、場所が場所というところがあります

ので、その点につきましては県または国等に、国定公園になってまた大勢の方に喜んで

もらえる山にしたいということで、その思いをしっかりつなげて、少しでも支援しても

らって実現にできるような形で努力してまいりたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○１１番（米山俊孝） ご回答ありがとうございました。 

やっぱりここへ来てくださる皆さん、県内外の皆さん、松川の自然が好きで来てくれ

ているわけでございます。今、課長からいただいたようなことを、なるべく具現化でき

るようにお願いできればと。また、今日いただいたお話なんかも、ボランティアでやっ

て皆さんの励みになればなとも思うわけでございます。 

以上をもちまして、私の質問を終わらさせていただきます。 

○議長（中平文夫） 米山俊孝議員の質問が終わりました。 

通告のありました一般質問は以上で終了といたします。 
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散 会 

○議長（中平文夫） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

 

午後１時３９分  散  会 



 

 

 

 

 

令和５年 松川町議会 第３回定例会 

（第 ２０ 日 目） 
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令和５年第３回松川町議会定例会会議録 

（ 第 ２０ 日 目 ） 

 

 

令和５年９月２０日（水曜日）    午後１時００分 開議 

 

 

開議宣告 

議事日程の報告 

日  程 

第 １ 議案第１０号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について 

第 ２ 議案第１１号 令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）に

ついて 

第 ３ 議案第１２号 令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）につ

いて 

第 ４ 議案第１３号 令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）につい

て 

第 ５ 議案第１４号 令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

第 ６ 議案第１５号 令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

第 ７ 議案第１６号 令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

第 ８ 議案第１７号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２

回）について 

第 ９ 議案第２０号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について 

第１０ 議案第２１号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第３

回）について 

第１１ 請願・陳情の審査 

陳 情  ２ 松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情 

陳 情  ３ 「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情 

第１２ 継続審査・調査について 

第１３ 町長あいさつ 
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閉会宣告 

 

出席議員  １２名 

（別表のとおり） 

欠席議員  １名 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のために会議に出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 

本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

（別表のとおり） 
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午後１時００分 開 議 

開議宣告 

○議長（中平文夫） 出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年度第３

回松川町議会定例会を再開いたします。 

なお、森谷岩夫議員より欠席の届け出が出ており、これを許可してあります。 

 

議事日程の報告 

○議長（中平文夫） 議事日程の報告であります。本日の日程につきましては、お手元に配布

のとおりであります。 

本日の会議に説明者として理事者、各課長、局長、館長の出席を求めてあります。 

また、株式会社チャンネル・ユーのケーブルテレビ生中継の許可をしてあります。 

本日は地球温暖化防止及び節電の取組として、クールビズにて行います。ご理解をお

願いします。 

 

日 程 

＝＝＝ 日程第１ 議案審議 ＝＝＝ 

◇ 議案第 10 号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について 

◇ 議案第 11 号 令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 12 号 令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について  

◇ 議案第 13 号 令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）について 

◇ 議案第 14 号 令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）について 

◇ 議案第 15 号 令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 16 号 令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について 

◇ 議案第 17 号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）に

ついて 

○議長（中平文夫） 日程第１、議案第 10 号、令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）

について、日程第２、議案第 11 号、令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１回）について、日程第３、議案第 12号、令和５年度松川町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１回）について、日程第４、議案第 13 号、令和５年度松川町介護保険

事業特別会計補正予算（第２回）について、日程第５、議案第 14 号、令和５年度松川町

発電事業特別会計補正予算（第１回）について、日程第６、議案第 15号、令和５年度松
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川町水道事業会計補正予算（第３回）について 、日程第７、議案第 16号、令和５年度

松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について、日程第８、議案第 17 号、令和５年

度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）についてを議題といたし

ます。 

議案第 10号から第 17号につきましては、審査を各常任委員会へ付託をしてあります

ので、その結果を順次報告をお願いします。 

初めに総務産業建設常任委員会の報告をお願いします。 

大蔵 洋常任委員長。 

○総務産業建設常任委員長（大蔵 洋） それでは、令和５年度第３回松川町議会定例会の委

員会報告をいたします。 

本定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました、令和５年度松

川町一般会計補正予算（第５回）、令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）、

令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）、令和５年度松川町信州まつかわ温

泉清流苑事業会計補正予算（第２回）について、去る９月６日に委員会を開催し、理事

者、関係課長、係長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。主な審査の内容と結果

を報告いたします。 

令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）について、総務一般管理費、表敬訪問

激励金について、「子どもたちのモチベーションを高める上で、非常に良い褒賞制度だ。

対象者の選定には明確な基準づくりが必要だ」との意見がありました。 

「全国大会以上の大会出場者や社会的評価の高い顕著な活動を行った方が、町へ表敬

訪問の申し出があった場合に、激励金を支給できるということを目的に規定した」との

答弁でした。 

総務企画費、移住定住促進事業について、「実効性を上げるためには、外部にコーディ

ネートを委託するのではなく、住民が主体となり地域の課題を明確に出さないと。町に

対して外からの目を持った移住者がたくさんいる。そういう方の声を集めるべきでは」

との質問がありました。 

「移住者、関係する皆さんの声を拾い上げることは非常に大切だ。具体的な方法を考

え、進めていきたい」との答弁でした。 

林業総務費、およりての森修景伐採について、「45 本のニセアカシアを伐採するとの

説明だが、どのあたりなのか。伐採した木材の処理は」との質問がありました。 

「林業サービス産業総合対策事業補助金を活用した新規事業で、伐採箇所は炊飯小屋
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裏から西山に向かっての二叉路までの範囲。伐採した木材は薪として提供販売やウッド

チップとしての利用を予定している」との答弁でした。 

観光費、キャンピングカーステーション等観光コンテンツ施設整備事業について、レ

ンタル用キャンピングカーを購入し、滞在交流につながる自然体験の宿の整備とあるが、

ステーションの場所、予約方法、料金体制等についての質問がありました。 

「実施主体は町だが、町内の観光施設を想定し、レンタル・カーシェア、車中泊、ス

ポット等細部についてはサイトを運営される業者に監修をお願いしている。施設運営は

ＤＭＯと業者が共同で実施する」との答弁でした。 

令和５年度松川町水事業会計補正予算（第３回）、令和５年度松川町下水道事業補正予

算（第３回）、令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）に

ついては特段質疑はなく、質疑を終結し議員間討議を行った後に採決を行いました。 

採決の結果、令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）、令和５年度松川町水道事

業会計補正予算（第３回）、令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）、令和

５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）については、全員賛

成であり、当委員会としては原案のとおり認めることが妥当と決しましたので報告いた

します。 

現場調査は、長寿命化工事が終了した旧松川の青年、花と憩いの場の空間づくり事業

を予定しているむらやま公園の２か所について視察を実施しました。 

以上です。 

○議長（中平文夫） 続きまして社会文教常任委員会の報告をお願いします。 

米山郁子常任委員長。 

○社会文教常任委員長（米山郁子） それでは、社会文教常任委員会の報告をいたします。 

定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されました、令和５年度松川町一

般会計補正予算（第５回）、令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

回）、令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）、令和５年度松川町

介護保険事業特別会計補正予算（第２回）、令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算

（第１回）について、去る９月４日に委員会を開催し、理事者、関係課長、係長の出席

を求め、慎重に審査をいたしました。主な審査の内容と結果を報告いたします。 

一般会計補正予算（第５回）から「歳入の町民税では、均等割は減額、所得税は増額、

固定資産では土地と家屋は減額、償却資産は増額となっているが、この現象をどのよう

に捉えているか」との質問がありました。 
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「予算を見積もる中で予測ができていない部分もある。所得税や固定資産税は結果を

まとめた補正であり、町全体の経済状況の減少までは分析できていない」との答弁でし

た。 

「特養松川荘と社会福祉センターの建物調査 190 万円はどのような調査をされるのか」

との質問がありました。 

「施設の長寿命化を目的とし、修繕計画を立てる上で、外壁、屋根、空調設備、配管

等の調査を委託するものである」との答弁でした。 

「ふるさと学習副読本改訂編集委員の報酬として５万６千円計上されている。どのよ

うな方が編集委員をされるか」との質問がありました。 

「副読本は５年ほど経過している。来年度改定をしていく準備として、前回執筆をし

た方、資料館に関わっていた方を編集委員として予定している」との答弁でした。 

「保育所職員の給与・報酬が減額となっているのは異動だけではなく、職員の減員と

思われるが」との質問がありました。 

「会計年度任用職員の不足する部分について募集をかけていたが、採用が叶わなかっ

た部分があり、減額補正するもの」との答弁でした。 

「ひまわり乗車券 123 万円増は当初予算の肉付けであるが、デマンド交通『チョイソ

コ』のと連携はしないのか」との質問がありました。 

「65 歳以上の方の利用率は低下傾向にある。サービス提供はどういう場合に不便がな

くなるか、使い勝手が良くなるか、いろいろな目線から検討している」との答弁でした。 

国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）から、「インターバル速歩委託料 44万

円は以前もあったが、内容とその効果は」との質問がありました。 

「期間は 10 月から３月まで、対象者はインターバル速歩機器をつけて自主トレーニ

ングを行い、月１回の教室の中でデータの確認を行う。前回 13名が実施した際には、速

筋が鍛えられ瞬発力の向上とヘモグロビンＡ１ｃの変化が見られた」との答弁でした。 

後期高齢者医療特別会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算、発電事業特別会

計補正予算については質問がありませんでした。 

審査を終了し、議員間討議を行いました。 

再質問と討論はありませんでした。その後、採決を行いました。 

採決の結果、令和５年度松川町一般会計補正予算（第５回）、令和５年度松川町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１回）、令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）、令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）、令和５年
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度松川町発電事業特別会計補正予算（第１回）は全員賛成であり、当委員会としては原

案のとおり認めることが妥当と決しましたので、社会文教委員会ではそのように報告い

たします。 

○議長（中平文夫） 各常任委員会の報告を終わります。 

ただいまの報告について、質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

お諮らいいたします。 

議案第 10号から議案第 17 号について、一括して採決を行いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

議案第 10号から議案第 17 号について、各委員長の報告のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（中平文夫） 全員起立であります。 

全員賛成であります。よって、議案第 10 号、令和５年度松川町一般会計補正予算（第

５回）について、議案第 11 号、令和５年度松川町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１回）について、議案第 12 号、令和５年度松川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について、議案第 13 号、令和５年度松川町介護保険事業特別会計補正予算

（第２回）について、議案第 14 号、令和５年度松川町発電事業特別会計補正予算（第１

回）について、議案第 15 号、令和５年度松川町水道事業会計補正予算（第３回）につい

て 、議案第 16号、令和５年度松川町下水道事業会計補正予算（第３回）について、議

案第 17 号、令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第２回）につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第 20 号 令和５年度松川町一般会計補正予算（第６回）について 

○議長（中平文夫） 日程第９、議案第 20 号、令和５年度松川町一般会計補正予算（第６回）
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についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

黒澤副町長。 

○副町長（黒澤哲郎） それでは議案第 20 号をお願いいたします。 

＝ 議案第 20 号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） すみません、１点お伺いいたします。 

８ページの図書館・資料館の単価入替事業委託料で 170 万でございますけれども、こ

れは、一つの設計の中から屋根の部分と壁の部分、外壁を抽出するという作業でござい

ますけれども、その前に本来ありましたその実施設計、きちんとしたものを再度検証さ

れた上でのことなのか、その確認をしたいんですよね。今、元気センターも問題になっ

ていますけれども、また行政のちょっと考えの違いがあったとかって言われるとまた困

るわけで、きちんと元が今度の新町長、新副町長との間で精査されて大丈夫だと確信さ

れた上での抽出の 170 万円であるかどうかをちょっと確認いたします。 

○議長（中平文夫） 福島館長。 

○図書館・資料館長（福島俊美） 米山郁子議員のご質問にお答えさせていただきます。 

図書館・資料館の改修工事に伴います設計業務につきましては、令和４年度に終了し

ております。 

今回、屋根・外壁改修工事につきまして、元の設計を精査されたかということでござ

いますけれども、この令和４年度の設計につきましては、工程会議等をたび重ねる中で

設計してきております。また、理事者につきましても、４月から新しくなりましてご説

明等もさせていただいてる中で、今回につきまして、屋根・外壁工事につきましてはこ

の設計の基にしまして、屋根・外壁工事の工事範囲のものにつきまして抽出する中で修

正等をして、令和５年度の単価入替等を行いまして、設計図書の整理をしてまいりたい

と考えているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） このことにつきましては、議論を進める中で他の部門につきましては今
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後、脱炭素の関係等々出てまいりますので、そちらの有利な財源を使っていくという中

で進めてまいりたいと考えております。 

今回のこの部分につきましても、内部担当者等も相談する中でしっかりと積算をし直

してからの本日の計上でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○５番（米山郁子） 私、先日見させていただきまして、ふと疑問に思いましたのは、明かり

取りで三角の部分があるんですけれども、それも雨漏りの対象になるからふさぐという

か撤去するみたいな話をお伺いしたんですけれども、そもそも設計をされた方は、何年

もつっていうのは分かっていたはずで、どういう補強をすればいいのかっていう、そこ

まで考えて多分設計されてると思うんですよね、設計士さんって。だからデザイン云々

ではないというふうに思いますので、そういった点はきちんと確認されて、その設計、

本来設計した方に確認をしたかどうかを１点お聞きしたいのと、あともう少し安価にで

きる方法があるんではないかというふうに議員の方々も２、３人おっしゃってたので、

その辺をちょっとお聞きしたい。 

それからもう１点、申し訳ございません、ちょっと質問し忘れたんですけど、松川の

スポーツとプールのＬＥＤ化なんですけれども、これは６月６日の全協で、財源は公共

施設等適正管理推進事業債を使うというふうになってました。ところが今回は脱炭素、

ここの補助金、脱炭素推進事業債を使うというふうに変更になっておりますが、これ両

方とも充当率 90％で交付税 50％で一緒なんですね。 

なぜ、最初の公共施設等適正化じゃなくて脱炭素に変更したのか、ここへ来て、その

理由２点お聞きいたします。 

○議長（中平文夫） 福島館長。 

○図書館・資料館長（福島俊美） 設計業者との明かり取りの関係の１つ目のご質問でござい

ます。 

現在、図書館・資料館につきましては、屋上部分に２か所、玄関部分、そしてロビー

部分につきまして明かり取りのトップライトというとガラスの三角型のものがございま

すが、平成３年以降、竣工以来でございますけれども、その間、小規模な修繕は多少行

ってきてはおりますけれども、ほとんど行われてない状況の中で目地と言いますか、隙

間のコーキング部分とかそういうものにつきまして、経年劣化等をありまして、大分そ

こからの雨漏り等が激しく顕著になっているところでございます。 

この図書館・資料館、公共施設等適正管理推進事業債の中の長寿命化事業の部分を活
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用しまして、今回改修工事のほうを計画しているわけでございますけれども、その中で

やはりいろいろな工法、工程会議等で検証されてきているわけでございますけども、今

回につきましてはトップライト、明かり取りを取りまして屋根を設置をしていく、そし

て雨漏りをしないように長寿命化を図ってまいりたいという考えでございます。 

また、２番目に安価でできる工法はないのかということでご質問いただいております

けれども、これにつきましても、工程会議で安価な工法、そして一括でやっていく工法

等を議論されてまいりまして、その中でも最善の長寿命化として必要な改修方法という

ことで選定をされてきているものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 北沢町長。 

○町長（北沢秀公） 補足をさせていただければと思いますけれども、今の明かり取りの部分

につきましては、当初の設計業者と今回の設計業者同じでございまして、今、館長申し

たとおり経年劣化によるものであり、この部分については当初から見込めるものではな

いという中での判断でございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） まつかわの里スポーツ施設、それから室内温水のＬＥＤ改修に伴い

ます起債の借入れにつきまして、今回、脱炭素化推進事業債を活用しております。 

以前、このメニューとして計画をしていたものが、公共施設等適正管理事業債という

ことで、その事業債の中のメニューとして、ちょっとすみません、今、名前のほうをち

ょっと記憶しておりませんけれども、環境に関する起債を借りるということでおったわ

けなんですけれども、ここへきまして地球温暖化対策の実行計画ということで、この脱

炭素化推進事業が活用できるようになりました。その関係から起債の先ほどお話ありま

したように、充当率 90％、措置率 50％ということで、こちらについてはどちらの起債も

変わりはございませんので、今回、脱炭素化推進事業債ということを活用して事業を推

進していくということでお願いしたいと思います。 

○議長（中平文夫） 米山議員。 

○５番（米山郁子） 設計業者さんが同じということでございますので、そうすると日頃から

のメンテナンスがあまりできてなかったというようなことだと思います。 

形にデザインにとらわれて、ほかの施設もそういった傾向があるかと思いますので、

ぜひとも、再度そういったようなところは見直すべきじゃないかなというふうに思いま

すので、これ要望ですので、よろしくお願いいたします。 

それともう少しコスト的にシビアに検証されたほうがいいかなというふうに思います。
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今まで私、行政側のやり方を信用してまいりましたけど、ちょっと最近もう少し議会の

ほうからも言うべきだなというふうに感じておりますので、ご意見させていただく次第

でございます。 

それと公共施設等適正化で同じであるんで、脱炭素を今回選んだということでござい

ますので、どちら選んでもいいんですけど、それなりにやはり明確な町側の姿勢ってい

うのは必要だと思いますよ。例えば、ＳＤＧｓのバッチ付けてますから、やっぱりそう

いうところでこういう事業債を使ってやりたいとか、そういう意気込みが私は大切だと

思うんですよね。なので、そういったことをやっぱり答弁でいただきたいなと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（中平文夫） 米山総務課長。 

○総務課長（米山政則） すみません、先ほどの答弁少し誤っておりまして申し訳ありません。 

当初、公共施設等適正管理推進事業債を活用するということでご説明を申し上げてお

りました。この中のメニューに脱炭素化事業というのが新規で令和４年度から令和７年

度まで活用ができるということで、新たに設けられたということで今回、脱炭素化推進

事業債ということで書かさせていただいております。 

大きなくくりといたしましては、公共施設等総合管理推進事業債ということで間違い

ありませんので、すみません、お詫びして訂正を申し上げます。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第 20号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立 11名） 

○議長（中平文夫） 全員起立です。全員賛成であります。 

よって、議案第 20 号、令和５年度松川町一般会計補正予算（第６回）については、原

案のとおり可決されました。 
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◇ 議案第 21 号 令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算（第３回）に

ついて 

○議長（中平文夫） 日程第 10、議案第 21 号、令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事

業会計補正予算（第３回）についてを議題といたします。 

説明を求めます。 

黒澤副町長。 

○副町長（黒澤哲郎） それでは議案第 21 号をお願いいたします。 

＝ 議案第 21 号 朗読・説明 ＝ 

 

○議長（中平文夫） 説明を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 討論をさせていただきます。 

午前中の協議会のほうで説明受けまして、いろいろ補助金申請が訂正があって２度目

に出しているということやら、それから改修の面においても、「ボイラーについてバイオ

マスのほうを導入ができないか」というふうなご意見もありました。 

今慌てて、それからその清流苑の今回の大改修、内容についてやや詳しく出てきまし

たけど、利用する人たちが一泊いくらになるのかというふうなことはまだはっきりと出

ていませんでしたが、収容数も減らして、より施設を豪華にするという形でいい施設に

なるというふうなニュアンスは聞きましたけど、それがかえって利用料の代金の上昇に

つながるというようなことも心配されていました。 

町営の町民の保養施設ということで大事な施設でございまして、それが観光客、高額

のやっぱり高額所得者が利用するような観光施設として、そういう方向になっていって

しまうのはちょっと町民の厚生保養施設という意味からいえば、ちょっと性格を異にす

るのではないかというふうな思いがします。 

そういった思いから、今慌てて、今回の大規模改修をちょっともう一度思いとどまっ

て検討し直したらどうかなというふうな思いもありまして、今回のこの清流苑会計の補

正予算については反対いたします。 
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以上です。 

○議長（中平文夫） ただいま反対意見がありましたので、賛成の方の討論はございませんか。 

間瀬議員。 

○１２番（間瀬重男） 賛成の立場から討論させていただきます。 

清流苑、松川町の清流苑、全国的にも有名の中で、やはりここでリフレッシュをしよ

うという行政の考え方の中で、いろんな資金的な面でもチャンスということで計画をさ

れました。 

思い切ったやり方で、また新しい顧客を集客することは非常に大事なことであります

し、このチャンスを逃すとまたいつになるか分かりません。そういう意味でコロナ以降、

新しい顧客がこれからしっかりと出てくると思います。リフレッシュされた新しい清流

苑を求めて内外からお客さんが来て、この清流苑をますます有名というか行きたくなる

清流苑になるということの中で、今回の計画は非常に大事でありまして、賛成の討論と

させていただきます。 

○議長（中平文夫） ただいま賛成の意見がありました。 

反対の方の意見は。 

米山郁子議員。 

○５番（米山郁子） 反対の意見といたしまして、大規模改修自体は私は非常に良いことだと

思っておりますが、まだ今回、補助金が決定していないということで、もう少し 10月に

なれば分かるので、今回は反対いたしまして補助金が確定してからまた臨時会等で上げ

ていただきたい。 

なぜならば、覚悟ができてなかった。補助金が通らなくても、自力でしようって、そ

れはもう７月の時点でまだ採択されなかった時点で、本来ならもう覚悟をしなければい

けなかったと私は思っています。その覚悟がないっていうのは経営計画書にも表れてま

すし、その痛みを知る、お金を借りてきちんと返していく、こういったことをする覚悟

がないと、今後経営していく上でも非常に難しいのではないかというふうに思っており

ますので、補助金が決まってから再度また提案してください。 

以上が反対理由でございます。 

○議長（中平文夫） 次に賛成の方の意見はありますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 全体を通して討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（中平文夫） 討論なしと認めます。 

採決を行います。 

議案第 21号について、原案に賛成の方の起立を求めます。 

（起立９名） 

○議長（中平文夫） 起立９名であります。起立９名で賛成多数であります。 

よって、議案第 21 号、令和５年度松川町信州まつかわ温泉清流苑事業会計補正予算

（第３回）については、原案のとおり可決されました。 

 

＝＝＝ 日程第 11 請願・陳情の審査 ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第 11、請願・陳情の審査を議題といたします。 

このことについては、社会文教常任委員会へ審査を付託してあります。 

審査の結果について報告をお願いします。 

陳情２・陳情３について、米山郁子社会文教常任委員長お願いします。 

○社会文教常任委員長（米山郁子） 陳情の審査と結果について。 

令和５年第３回松川町議会定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されま

した、陳情２、松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情について。 

９月４日に開催された委員会において慎重に審査をいたしました。審査の経過と結果

を報告いたします。 

「今回の陳情は、地域猫と限定しているが、当町では飼い猫に対する補助もない。地

域猫だけの補助で良いのか。野良猫に対する苦情件数も年に２、３回であり、現段階で

は地域猫に対する補助は必要ない」との反対意見がありました。 

「近隣市町村でも、地域猫の繁殖を抑制するための補助の動きは出ている。個人が手

術費を負担して苦労されていることに対し、対応すべき」との賛成意見が出されました。 

採決の結果、当委員会では反対２・賛成３で、採択すべきものとしましたので報告を

いたします。 

それでは陳情３のほうも報告させていただきます。 

令和５年第３回松川町議会定例会において、社会文教常任委員会に審査を付託されま

した、陳情３、「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情について。 

９月４日に開催された委員会において慎重に審査をいたしました。審査の経過と結果

を報告いたします。 

「健康保険証を廃止し、マイナンバーカードへの一体化をするということは悪いこと
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ではない」、「利便性が高まる」、「報道によるトラブル件数も率にすると非常に低いと言

える」、「国策として進めていることであり、運営をしていく中で改善していけば良い」。 

「高齢者ではマイナンバーカードを使うということ自体が無理であり、使い慣れた健

康保険証の存続が必要である」との意見が出されました。 

採択の結果、当委員会では反対４・賛成１で不採択とすべきものとしましたので報告

いたします。 

○議長（中平文夫） 陳情２及び陳情３についての報告を終わります。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結し、討論を行います。討論はありませんか。 

加賀田議員。 

○４番（加賀田 亮） 陳情２も３も１個ずつですか。 

○議長（中平文夫） いいです。言ってください。 

○４番（加賀田 亮） 陳情２のほうについてまず先に討論を申し上げます。 

地域猫のことについてなんですけれども、私は反対の立場で討論させていただきます。 

私も動物を飼っておりまして、動物に対する愛情というのは人並みにあるかなと思っ

ています。また、地域猫の問題もそれなりに勉強したつもりであります。 

この問題は、やはり受け入れる人と受けれない人がバッサリ別れる問題だなというこ

とを全国の事例を見て感じました。もうかわいくてしょうがない人たちにとってはやっ

ぱり地域猫はもう家族同様という人もいますし、そうじゃない人にとってはいわゆる迷

惑だというふうなこともあります。 

松本なんかは先進だということで調べさせていただきましたけども、やはり地域との

共存の仕組みというのをきちっとそういったものが出来上がって、地域猫に対する理解

を、猫があまり好きじゃない人にも受け入れてもらうという動きがきちんと機能して、

初めてこの避妊の話というのが出てくるのかなというふうに思っています。 

現段階ですと要は地域猫が嫌だという人に関して、きちっとした説明責任を果たすこ

とができません。確かに他町村もやってますけども、例えば隣の高森を見ても、かなり

厳しい条件を設けています。やはりこういうふうな体制がきちっとできてからこういっ

た補助というのが出てくるんだなというので、ちょっと問題が後先が違うような気がし

ますので、現段階ではやはり反対かなという感じがいたします。 



 －176－ 

陳情３について私の立場としては、保険証のマイナンバーカードのことなんですけど、

保険証を残せということでございます。私はこれは賛成の立場で討論させていただきま

す。 

私はシステム屋でございますので、マイナンバーカードの威力というか、全国民が持

って全てデータで管理できたらどんなに面白いことになるだろうって常にわくわくして

思っていますけども、残念ながらこの国のシステムではマイナンバーカードは一応任意

ということになってます。全国民に強制して持たせることはできません。後期高齢者保

険のように、全国民に 75 歳なったら必ず入れというものではございませんので、任意で

ある以上、ちょっと難しいかなという感じがしています。やはりそこは基本的な権利と

いうものがつくりたくないという人にも認めてあげないといけないのかなと思っていま

す。 

今、政府は代わりに資格確認書を発行してっていうことで騒いでますけど、私はこれ

は無駄だと思っています。お金もかかるし、実際の事務は非常に重なると。だったら、

そういう人には既存の保険証でいいじゃないかって思います。 

ですので、既存の保険証で使いたいっていう人は使わせればいいし、マイナンバーカ

ードで一体化して利便性を上げたいという人は上げたらいいしということだと思います。

国が本腰入れてやるんだったらやっぱりマイナンバーカードはもう義務化するというふ

うな、社会保障番号のように義務化するという方法しかないのかなというふうに思って

おります。そういったことを考えると、制度の完成度というのはまだいまいちかなとい

うふうに思ってます。 

そういった意味で、マイナンバーカードは任意発行だということを考えると、この保

険証を残すのが一番安上がりだと私は思っていますので、この保険証を残せというふう

な文面に関しては賛成であります。 

陳情文をよく読みましたけども、マイナカードについて、そこの部分までは触れてあ

りませんでしたので、素直に読み取って残すということでいいかなと思っています。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございませんか。 

松井議員。 

○１３番（松井悦子） ただいま地域猫の陳情について反対の意見がありましたので、私から

は賛成の意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

この陳情者は、清北自治会の方でありまして、過日、清北自治会として、この地域猫
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がそもそも清北自治会で何人かで餌をやっておられるということが発端であります。そ

れで清北自治会からも、町のほうにこの助成補助を欲しいと、そういった要望が出たと

いうふうに聞いております。地域としては非常に賛成、反対、好き嫌いとかそういう問

題ではなくて、現実に猫たちがどんどんと増えてしまうという、その状態の中で、個人

的に費用を出して去勢手術をしておるということで、要は野良猫を増やさないというこ

とが一番の目的です。今現在おる野良猫よりも減らすことはすぐにはできないかもしれ

ませんけれども、少なくとも増やさないこと、野良猫が増えないということになります、

去勢手術をすれば。 

そういったことで、住民サービスの一つ、これは当然、他町村が取り組んでおられる

野良猫だけでなくて飼い猫にまで助成をするという自治体もありますけれども、飼い猫

のほうは個人の飼い猫ですので、そこまではいかがかと思いますけれども、野良猫は放

っておくと外で増えてしまうという、そこのところに問題があるわけで、こういった地

域の中で猫が増えないという、その方策の一環として町でも助成をしてほしいと、そう

いう陳情でありますので、猫が嫌いとか好きとかそういう問題とはまた別問題ではない

かというふうに思いますので、ぜひ採択をしていただきたいと、そういうふうに思いま

す。 

賛成でございます。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

塩沢議員。 

○２番（塩沢貴浩） 陳情の３に関してもよろしいでしょうか。 

陳情の３に関しまして反対の立場から討論をさせていただきます。 

マイナンバーカードに関する陳情でございます。昨今、トラブルが相次ぎましたので、

陳情者のご心配もごもっともかと思うんですけれども、マイナ保険証の取組に関しては、

デジタル化の第一歩であり、医療の質の向上ですとか事務負担の軽減等様々なメリット

があると考えております。また、現在政府の総点検の最中であり、またこの結果が出て

いない段階での廃止や延期等、拙速な判断をするべきではないと考えております。もち

ろん政府は、総点検の報告を通じて、国民に安心感を提供できるよう説明をすることが

重要と考えております。 

また、先ほども加賀田議員おっしゃられましたけれど、資格確認書がマイナ保険証を

保有しない人には発行されることが決まっております。よって、現行の保険証が廃止さ

れても、以降も確実に保険診療が受けられるということでございます。また、この現行
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の保険証を維持するよりは、マイナ保険証にしたほうが総コスト的には減少すると見込

まれることが考えられますので、以上のことから不採択にすべきと考えます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

坂本議員。 

○９番（坂本勇治） 陳情２のほうであります。私は委員長報告に対して反対の意見を申した

いと思います。 

やはり今回のこの陳情は、地域猫に限っておりますので、本来でしたらほかの市町村

でも先行地域ありますけれども、飼い猫に対しての補助金が主であります。その対応に

ついて地域猫に対しても補助金を出していると。今回、地域猫を先にやることによって

不都合が非常に起きやすいと考えますので、地域猫と実際の野良猫、あるいは地域猫と

飼い猫といったところのきちんと棲み分けができた状態でやるべきだと思いますので、

今回のこの陳情２に対しては不採択のほうで意見を述べさせていただきます。 

続いてそれで陳情３のほうでありますが、委員長報告のように不採択ということに対

して賛成であります。 

やはりこの健康保険証というのは写真が入っていません。全国的にも不正使用という

のが問題になっているかと思いますので、やはりマイナンバーカードに入れることによ

って写真確認ができて、不正使用がなくなるのかなと思いますので、この陳情に対して

は反対していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

米山義盛議員。 

○３番（米山義盛） 陳情３のほうの健康保険証の廃止しないでほしい、継続してほしいとい

う請願陳情に対して、委員会では不採択というふうな結論でしたけど、私としては賛成

するということで、保険証でなくてマイナンバーカードまだ持ってない高齢者の方おら

れます。そういった方々が安心してやっぱり医療を受けるためには、現在の保険証をそ

のまま存続させることが最も適正かと思います。 

マイナンバーカードによって、もつことによって保険証とうまく紐付けができなかっ

たり、医療費が請求の値段が変わってしまったというふうな事例等も数々報道されてい

ます。そういった不安のある中で、保険証を廃止するというふうに国は決めているよう

ですが、それを延長するということによって、国が混乱するよりかは、個人保険証を持
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っている利用者国民自身が安心して医療を受けられる環境条件を整えるべきだというふ

うに思いますので、そういった点で現行の保険証は、維持すべきであるというふうに思

います。 

続きまして、陳情２の地域猫の件です。 

委員会の採択では、賛成が３、反対２というふうに意見分かれました。私も迷った末

として、地域猫についての避妊治療について補助金を出してもいいのかなというふうに

も思って賛成しましたけれど、今日の今のいろんな意見聞いていまして、地域猫に限定

するわけでもなく飼い猫についても、もう少しそういった点でも考えていく必要がある

ように思いますので、もう一度やっぱりこの地域猫への避妊の処置への補助金というの

は、もうちょっと考え直して、もうちょっとしっかりと対応等を考えてからでいいかと

思いますので、今回は反対ということで意見を述べさせてもらいます。 

以上です。 

○議長（中平文夫） ほかにございますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） ないようですので、討論をこれで終わりにします。 

これより採決に入ります。 

まず最初に、陳情２の地域猫関係を採決を行いたいと思いますので、お間違えのない

ようにしていただきたいと思います。 

まず、陳情２、松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助金を求める陳情については、

社会文教常任委員長の報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。地域猫

の補助することに賛成のほうです。 

陳情２についてはいいですか。間違いないですか。いいですか。 

（起立５名） 

○議長（中平文夫） 起立５名であります。ただいまは起立５でありますので、起立少数とい

う形になります。 

よって、陳情２、松川町の地域猫不妊去勢手術に町の補助を求める陳情については、

不採択と決定いたしました。 

続きまして陳情３に入ります。健康保険証の件であります。陳情３、「健康保険証の存

続を求める意見書」の提出を求める陳情について、社会文教常任委員長の報告では不採

択とありますが、原則に基づいて採択に賛成の方の起立を求めるようにしますので、お

間違えのないようにしてください。 
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はい。 

○１１番（米山俊孝） 若干不採択なのか採択なのか、一応言葉がちょっと。 

○議長（中平文夫） 申し訳ございません。もう一度申し上げます。 

社会文教常任委員会では不採択ということでありましたけれど、原則に基づいて、採

択することに賛成か反対かということで起立を求めるようになりますので、よろしくお

願いします。 

陳情３の「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情について、賛成の

方の起立を求めます。 

（起立４名） 

○議長（中平文夫） ４名であります。賛成４名で賛成少数であります。 

よって、陳情３、「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情については、

不採択と決定をいたしました。 

 

＝＝＝ 日程第 12 継続審査・調査について ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第 12、継続審査・調査についてを議題といたします。 

各常任委員長から目下委員会において、審査・調査の件について、議会会議規則第 74

条の規定により、閉会中の審査・調査の申し出があります。 

お諮らいいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中も審査または調査を継続することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 

よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中も継続審査及び調査をすることに決定

いたしました。 

以上をもちまして、本定例会に付託付議されました議案は全て終了いたしました。 

これにて閉会といたします。 

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（中平文夫） 異議なしと認めます。 
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＝＝＝ 日程第 13 町長あいさつ ＝＝＝ 

○議長（中平文夫） 日程第 13、町長あいさつであります。 

北沢町長。 

○町長（北沢秀公） ９月の定例議会、大変にお世話になりました。 

議案につきまして、お認めいただきましたことを感謝を申し上げます。大変にありが

とうございました。 

長年にわたりまして止まっておりました。（仮称）元気センターにつきまして判断をさ

せていただきました。このことにつきまして、町民の皆様にご報告させていただきたい

と思います。 

当初、この（仮称）元気センターにつきましては、旧ハローミヤ跡地の建物を利用し

た事業から方向が転換されまして新たな新築へと向かいました。このことによりまして、

事業費の増が建築費の増が見込まれてくるということになってまいりました。また、土

砂災害警戒区域につきまして、町としましては町の独自の判断の下、老人福祉センター

の場所には改築等できないという判断をしてまいりました。この点につきまして、町民

の皆さん、議会の皆さん、そしてご利用されている利用者の皆さん、事業者の皆さんに

大変にご迷惑をおかけしてきたことにつきまして、町としまして心よりお詫び申し上げ

ます。また、地域共生社会につきましては、このことが最も大切な部分であったにもか

かわらず、この検討がなされてこなかったということが町の現状でございます。 

このことから、現行どおりの計画はストップせざるを得ないという判断をいたしまし

た。今後につきましては、１日も早く事業を推進に当たりまして、既に事業者の皆様、

それから利用者の皆様にご迷惑をかけておりますので、老人福祉センターの耐震補強と

改修を進め、来年度中には事業を開始できるよう万全を期してまいりたいと思います。 

また、地域共生社会に向けた最も大切なソフトの部分、この部分につきましては本日

の補正予算において、コーディネーターを設置することをお認めいただきました。 

この止まっていた６年間、本当にご迷惑をおかけしてしまいましたけれども、今後は

事業を早急に進めてまいりますので、町民の皆様のご理解をいただきたいとお願い申し

上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

話は変わりますけれども、先日は若手農業者の会若武者の皆さんのマルシェが清流苑

をもとに開催されました。非常に多くの皆様がお集まりいただき、またこの月末には「ツ

インアルプスミュージックキャンプ」ということで全国から音楽家の皆様が集まります。

また、保育園小学校の運動会も開催されます。10 月６日には松川、同じ松川という名前
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の下、松川村が安曇野にありますけれども、こことの交流も再開をし始めまして、駅伝

大会へ町のチームが出場をいたします。 

コロナが明けまして、非常に様々なイベント・事業が開催されてきております。町民

の皆さんの力で行われている事業が多くが開催されること、本当にありがたいなと感じ

ておりますし、活発なまちづくりをこれからしていかなければいけないなと改めて思う

ところであります。 

結びになりますけれども、本定例会におきまして、お認めいただきました全ての案件

につきまして、改めてお礼を申し上げまして、私からのあいさつといたします。 

大変にありがとうございました。 

 

閉 会 

○議長（中平文夫） これにて、令和５年第３回松川町議会定例会を閉会といたします。 

 

閉 会  午後２時１２分 



 

 

 

 

議員・説明員・事務局出席表 
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Ⅰ．議 員 出 席 表 

議 席 

番 号 
氏    名 

第１日 第１４日 第２０日 

9 月 1 日 9 月 14 日 9 月 20 日 

１ 星 野 光 洋 ○ ○ ○ 

２ 塩 沢 貴 浩 ○ ○ ○ 

３ 米 山 義 盛 ○ ○ ○ 

４ 加賀田   亮 ○ ○ ○ 

５ 米 山 郁 子 ○ ○ ○ 

６ 川 瀬 八十治 ○ ○ ○ 

７ 大 蔵   洋 ○ ○ ○ 

８ － － － － 

９ 坂 本 勇 治 ○ ○ ○ 

１０ 森 谷 岩 夫 欠 欠 欠 

１１ 米 山 俊 孝 ○ ○ ○ 

１２ 間 瀬 重 男 ○ ○ ○ 

１３ 松 井 悦 子 ○ ○ ○ 

１４ 中 平 文 夫 ○ ○ ○ 
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Ⅱ．地方自治法第 121 条の規定による出席者の職・氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第１４日 第２０日 

9 月 1 日 9 月 14 日 9 月 20 日 

町      長 北 沢 秀 公 ○ ○ ○ 

副 町 長 黒 澤 哲 郎 ○ ○ ○ 

教   育   長 小 平 順 一 ○ ○ ○ 

総  務  課  長 米 山 政 則 ○ ○ ○ 

まちづくり政策課長 下 井 昭 二 ○ ○ ○ 

住 民 税 務 課 長 伊 藤 孝 光 ○ ○ ○ 

会 計 管 理 者 伊 藤 孝 光 ○ ○ ○ 

保 健 福 祉 課 長 塩 倉 智 文 ○ ○ ○ 

産 業 観 光 課 長 田 中   学 ○ ○ ○ 

建 設 水 道 課 長 原   高 広 ○ ○ ○ 

リ ニ ア 対 策 課 長 小 沢 雅 和 ○ ○ ○ 

こ ど も 課 長 中 村 昌 彦 ○ ○ ○ 

生 涯 学 習 課 長       高 根 竜 二 ○ ○ ○ 

図書館・資料館長 福 島 俊 美 ○ ○ ○ 

議 会 事 務 局 長 佐々木   保 ○ ○ ○ 

(一社)観光まちづくり 
センター理事長 

北 沢 公 彦 ○ － － 

(一社)観光まちづくり 
センター専務理事 

片 桐 雅 彦 ○ － － 

  

Ⅲ．本会議に職務のため出席した者の職･氏名 

職   名 氏    名 
第１日 第１４日 第２０日 

9 月 1 日 9 月 14 日 9 月 20 日 

議 会 事 務 局 長 佐々木   保 ○ ○ ○ 

書       記 竹 村 一 希 ○ ○ ○ 
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以上、会議の内容に相違なきことを認め、地方自治法第１２３条の規定によりここに

署名する。 

 

 

令和 年   月   日 

 

 

 

松川町議会議長   中  平  文  夫 

 

 

 

署 名 議 員   坂  本  勇  治 

 

 

 

署 名 議 員   森  谷  岩  夫 
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